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○議 長（志田德久議員） おはようございます。これより委員会条例第８条の規定により、こ

の場所で予算審査特別委員会を招集します。 

○議 長（志田德久議員） ただいまより予算審査特別委員会を開会いたします。 

（午前 ９時３０分） 

○議 長（志田德久議員） 委員長がまだ決まっていませんので、委員長を互選するまでの間、

委員会条例第８条第２項の規定により、年長委員が互選に関する職務を行うことになってお

ります。出席委員中、小林茂吉委員が年長委員でありますのでご紹介申し上げます。 

小林茂吉委員、登壇願います。 

○臨時委員長（小林茂吉委員） ただいま紹介されました小林茂吉であります。 

委員会条例第８条第２項の規定により、委員長が決まるまでの間、臨時に委員長の職務を

行いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○臨時委員長（小林茂吉委員） これより委員長の互選を行います。 

お諮りします。選挙の方法については、時間の関係もありますので、地方自治法第 118条

第２項の規定に準拠し、指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○臨時委員長（小林茂吉委員） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法については、指

名推選によることに決定しました。 

○臨時委員長（小林茂吉委員 ） 指名の方法については、臨時委員長において指名することにし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○臨時委員長（小林茂吉委員） 異議なしと認めます。したがって、臨時委員長において指名す

ることに決定しました。 

○臨時委員長（小林茂吉委員） 予算審査特別委員会委員長に９番 町野昌弘委員を指名しま

す。 

お諮りいたします。ただいま指名いたしました９番 町野昌弘委員を予算審査特別委員会

委員長の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○臨時委員長（小林茂吉委員） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました

９番 町野昌弘委員が予算審査特別委員会委員長に当選しました。 

○臨時委員長（小林茂吉委員） ただいま予算審査特別委員長に当選されました町野昌弘委員

が本議場におりますので、本席より告知します。 

ただいま委員長が決まりましたので、臨時委員長の職務を退かせていただきます。ご協力

ありがとうございました。 

町野昌弘委員、登壇願います。 

○委員長（町野昌弘委員） ただいま予算審査特別委員会委員長に就任いたしました町野昌弘

であります。 

本委員会に与えられました時間の都合もありますので、委員各位のご協力によりまして、
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定められた時間まで審査を終わらせるよう努力したいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○委員長（町野昌弘委員） これより副委員長の互選を行います。 

お諮りいたします。選挙の方法については、時間の関係もありますので、地方自治法第 118

条第２項の規定に準拠し、指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○委員長（町野昌弘委員） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法については、指名推

選によることに決定しました。 

○委員長（町野昌弘委員） 指名の方法については、委員長において指名することといたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○委員長（町野昌弘委員） 異議なしと認めます。したがって、委員長において指名することに

決定しました。 

○委員長（町野昌弘委員） 予算審査特別委員会副委員長に６番 鈴木淳士委員を指名いたし

ます。 

お諮りします。ただいま指名いたしました鈴木淳士委員を予算審査特別委員会副委員長の

当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○委員長（町野昌弘委員） 全員異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました

鈴木淳士委員が予算審査特別委員会副委員長に当選されました。 

○委員長（町野昌弘委員） ただいま予算審査特別委員会副委員長に当選されました鈴木淳士

委員が本議場におりますので、本席より告知します。 

○委員長（町野昌弘委員） ただいまから令和５年度予算審査を行います。予算審査の方法は、

委員全員で本議場において審査することとします。 

出席要求として、町長、監査委員、教育委員会教育長及び農業委員会会長より出席の上、

説明をお願いします。 

なお、出席説明者の要求については急を要するものであることから、委員会条例第１８条

の規定により、この際、議長の了承をお願いします。 

審査の期限は、３月１３日までであります。期限までに審査を終えるようご協力をお願い

します。 

なお、書記には、飯鉢 凜書記、遠渡 蓮書記、須藤達也書記、渡部貴裕書記よりお願い

します。 

○委員長（町野昌弘委員） 直ちに審査に入ります。 

付託された本件の審査は、能率的に、かつ、実効の上がるように進めたいと思いますので、

委員各位に配付している審査日程により審査を行います。 

なお、審査の状況によっては若干の時間的な伸び縮みがあると思いますが、ご了承をお願

いします。 
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審査にあたっては、質疑者も説明者も要点を要領よく行っていただきます。 

また、質疑者には、ページ数をはっきり言っていただき、１回の質疑にあまりにも多くの

項目にわたりますと説明にも時間をとる結果になりますので、ご留意願います。 

なお、会議規則第５４条の規定により、質問が偏らないように、一審査区分ごとに１人３

回以内としますが、各委員に対して数多くの質疑の機会を与えるということから２回にとど

め、状況を見て残り１回の質疑をするという方法で委員会の運営をいたしますので、ご協力

の上、十分審査していただくようよろしくお願いします。 

それでは、ただいまから第一審査区分として、一般会計歳入全般について審査を行います。 

○委員長（町野昌弘委員） 質疑を許します。 

５番 砂田 茂委員。 

○５ 番（砂田 茂委員） では、最初に１４ページ、町税のところの入湯税について伺います。

前年度は 1,400万円に対して 1,300万円で 100万円の減となっております。予算説明書によ

りますと、なの花温泉田田の改修工事に伴う影響を考慮してとのことですが、その改修工事

の時期はいつごろに予定しているのか。また、その工事の期間はどのくらいかかるのか伺い

ます。 

それから、これも工事という件で１７ページ、１４款１項３目教育使用料の減について。

こちらの方はアスレなの花の長寿命化工事に伴う休館によるものとなっていますが、こちら

の方も工事の時期はいつごろに予定しているのか。それに伴う休館期間はどのくらいになる

のかお尋ねします。 

１ページ戻っていただいて１６ページ、下段の交通安全対策特別交付金、こちらは年々減

額となっているようでして、今回は前年度から１０万円の減となっていますが、この要因は

どうしてなのか。それとそもそも交付金の算定基準、これをできるだけ簡単に教えていただ

きたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤企画調整課長。 

○説明員（佐藤 亮企画調整課長） 入湯税に関係して、なの花温泉田田の工事の期間というよ

うなご質問でありました。現在施設を管理しておりますみかわ振興公社の方と具体的な時期

をまだ調整しているところであり、明確な時期は決まっておりません。ただ、入浴者の少な

い時期を狙って工事しようというようなことで、現在のところは下半期に実施する見込みで

いるところであります。 

なお、工事の期間については、浴室の天井を改修するというようなことで、ある程度長期

間になるというようなことを見込んでおります。２ヵ月から３ヵ月かかるのではないかとい

うようなことで、そのような工期設定を考えているところであります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） １７ページにございます教育使用料の減額についてのご質問

でございましたが、こちらの減額の内容につきましてはお見込みのとおり、本町のアスレな

の花の大規模改修に伴う減額というようになっております。これに関しましての工事の時期、

それから休館の期間等につきましては、佐藤社会教育主査よりご答弁申し上げます。 
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○委員長（町野昌弘委員） 佐藤社会教育主査。 

○説明員（佐藤 豊社会教育主査） それでは、私の方からアスレの工事期間と休館期間につい

てご説明いたします。工事の時期といたしましては、６月の議会後から１０月までを考えて

おります。そのうち４ヵ月程度が、まず実質の工事期間にはなると思いますけれども、まだ

そこについては未定でございます。よって、６月から１０月をまず休館になるのかなという

ように考えております。１１月の使用が増える時期までには完成させたいなというように考

えております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） 交通安全対策特別交付金についてのご質問でありました。この

交付金につきましては、道路交通法違反など罰則金を原資といたしまして、交通事故の発生

件数などの割合に応じて交付されるものであります。 

本町でも、その使途としては、例えば横断歩道橋やカーブミラー、フェンス等といった改

修設置等に充てているところでありますが、ただ、その根拠、先程交通事故の発生件数とは

申し上げましたが、詳細については示されておりません。それで、これまでの決算実績等を

踏まえて計上しておるところであります。 

ただ、推測といたしましては、昨今の急ブレーキ等といいますか、その誤作動を防止する

装置の進歩といいますか、そういった設置者も多くなっていると。それから横断歩道等での

交通マナーとしての一時停止、そういったものも全国的にドライバーに認知されつつある中

で、交通事故が減っている等々の原因も考えられるのではないかというように考えるところ

であります。 

○委員長（町野昌弘委員） ５番 砂田 茂委員。 

○５ 番（砂田 茂委員） それでは、さらに入湯税の方も少しお聞きしたいんですけれども、

以前は当初予算に 1,700万円計上したということもあるということをお聞きしていました。

その中でも、工事期間が２ヵ月から３ヵ月間ほどということでの 100万円減。これまでの新

型コロナウイルスの影響で落ち込んでいた客足ももう戻ってきているのかなという見立てな

のか、昨日の同僚委員の一般質問の中でも１８万 6,000人から２０万人への回復というよう

なお話もございましたので、その客足の動向、来年度はどういうふうに見ているのか、その

辺確認したいと思います。 

それから、体育施設使用料でアスレなの花の建物の工事の件ですけれども、その建物の外

にあるパークゴルフ場、あそこの使用はその期間どうなるのか、そこを確認させてください。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤企画調整課長。 

○説明員（佐藤 亮企画調整課長） 入浴施設の工事の関係で先程２ヵ月から３ヵ月ほど下半

期にというお話をさせていただきましたが、すみません、先程少し説明が漏れていましたが、

天井を改修するのは岩風呂の方というようなことであります。石風呂の方は営業を続けると

いうようなことで考えており、その営業の仕方についても男女交互に行うのか、もしくは曜

日を男女ごとに決めて運営するのか、その辺今後、みかわ振興公社の方と詰めながら対応を

していきたいというようには考えております。 



- 7 - 

そういったことで、来年度、令和５年度につきましては、入浴者２０万人を目指すという

方向は変わりはないんですけれども、そういった中で、やはりこの一時期、岩風呂の方が使

用できないという時期があることについては、新型コロナウイルスに関する規制緩和が令和

５年５月以降、また緩和される見込みでありますので、その後入浴者数が伸びることを期待

はしているんですけれども、工事での減も見ながらの目標設定ということにしているところ

であります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） アスレなの花に附属しますパークゴルフ場の使用がどうなる

かというようなご質問でございましたが、今回のアスレなの花の工事に関しましては外壁、

また屋根、それから人工芝等の大規模な改修を今回実施いたします。パークゴルフ場そのも

のの改修等はございませんので、使用は可能でございますけれども、外壁や屋根等の工事の

際に足場を組んだりとか、様々な面で不都合がある部分もあるかもしれませんが、基本的な

パークゴルフ場の使用は可能というように現在のところ見ているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） １番 小野寺正樹委員。 

○１ 番（小野寺正樹委員）  それでは、私の方から１点だけ質問させていただきます。予算書

の３ページ、基金繰入金５億 4,000万円、町債１億 9,000万円の内容で、２５ページの繰入

金計画では、ふるさと基金繰入金が１億 5,000万円、そして教育施設整備基金繰入金などア

スレなの花の修繕費に１億 6,000万円の計画があるようですが、令和３年度財政健全化審査

意見書では実質公債費率が 9.5％、将来負担比率が 111.5％など、健全化基準より大きく下

回っているようですけれども、三川町として健全に推移しているように見えますが、中期財

政計画も立てているようですが、計画どおりに推移しているのかお聞きしたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） 令和５年度事業にあたりましてはそれぞれの事業の規模、内容

等を踏まえまして、財源の手立て等を行っているところであります。特に大規模事業を実施

する場合、あらかじめ公共施設等総合管理計画等に基づいて、その事業費、それから手立て

できる財源、これをきちんと見極めながら予算計上等は行っております。それぞれの大規模

事業が実施される年度ごとにご質問にありました繰入金の額については、それぞれの目的基

金から所要の額を充当するということで計上いたしておりますし、数字的に中期財政計画と

数字が合致するものでは、当然年度ごとに様々な歳出要素等が出てまいりますので、それと

は合致はしておりませんけれども、きちんとその将来負担比率等を見据えた形で財政運営が

できているものと認識しております。 

○委員長（町野昌弘委員） １番 小野寺正樹委員。 

○１ 番（小野寺正樹委員）  はい、分かりました。それでは、毎年３月に見込み的な数字も押

さえているようですが、５年間の見通しなどどのように推移していくのか分かればお願いし

たいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） 恐れ入りますが、今後の財政といいますか規模等ということで
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のご質問でよろしいでしょうか。中期財政計画においても、それぞれ向こう５年間の予算規

模等、そしてその収支等についての見込みを示しているところであります。来年度、令和５

年度については、５０億を超えるという予算になっておりますが、ほぼこの数字に近い形で

５年間は進むのではないかというようには見込んでおりますが、ただ今後様々な事業も予定

されております。 

ただ、中期財政計画においては、今後、向こう５年間できちんと見込める数字等があれば

計上はいたしておりますが、まだ不確定要素、数字が見込めないものについては、その中期

財政計画に盛り込むことはできませんので、先程令和５年度とほぼ同額の形で推移していく

とは申し上げましたが、今後、新たな大規模事業等が必要になった場合、やはりそこは数字

的には動いてくる、変化するものというように捉えております。 

○委員長（町野昌弘委員） ７番 鈴木重行委員。 

○７ 番（鈴木重行委員） 私の方から３点ほど質問させていただきます。予算書の１７ページ、

先程も同僚委員から質問がございました体育施設使用料であります。前年度と比べますと、

166 万 7,000 円ほどの減額を見込んでいるということでありましたけれども、これはアスレ

なの花の工事に関わるものだけという理由でのものなのか、他の体育施設への影響等はどの

ようにお考えか含めましてお伺いしたいのとこちらの方も全館休業しての工事となるのか。

トレーニングルーム等も閉鎖されるのかどうか確認させていただければと思います。 

それから１９ページ、１５款２項２目ですか。今年度から出産子育て応援交付金、国と県

からも同様の内容で交付される見込みのようでありますけれども、どういった目的の交付金

なのか教えていただければと思います。 

もう１点、２４ページであります。昨日から様々質問もあったわけでありますが、１８款

寄附金のふるさと応援寄附金につきましては 4,000万円の減額という厳しい予算計上になっ

ておるわけでありますけれども、この要因等について説明をお願いします。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） １７ページ、教育使用料に関わりましての体育施設の使用料の

減額についてでございますが、今回 333万 3,000円という体育施設使用料を見込んだところ

ですが、前年度までの見込みからしますと前年度 500万円でしたので、先程申し上げました

166 万 7,000 円、こちらの減額については、アスレなの花の使用料の減額に係る分がすべて

でございます。当の体育施設の方は例年どおりの予算というように見込んでいるところでご

ざいまして、さらにトレーニングルームの使用につきましても、先程も申し上げましたとお

り、アスレなの花の大規模改修ということで、かなり全面的な工事になります。その間にも、

やはり工事等の様々な安全面の配慮等もございまして、トレーニングルームの方も一緒に使

用できないということで今回考えているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 本多子育て支援主幹。 

○説明員（本多由紀子育て支援主幹）  出産子育て応援交付金の内容でございますけれども、こ

ちらの事業につきましては令和４年度１月専決処分でお願いしました事業の令和５年度の分

となっております。こちらの事業内容といたしましては、出産妊娠の届け出に来たときに個
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別面談をし、アンケートを記入していただいた方へ５万円、子育ての方ですけれども、こち

らの方は出産後、赤ちゃん訪問を実施した後の面談とアンケートを書いていただいた方への

給付金５万円のうち国の負担金として２／３を見込んだものでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 須藤産業振興課長。 

○説明員（須藤輝一産業振興課長） 失礼いたしました。ふるさと応援寄附金の減額の要因でご

ざいますが、令和４年度の寄附金の状況を鑑みて予算を計上したものでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ７番 鈴木重行委員。 

○７ 番（鈴木重行委員） アスレなの花につきましては、全館を休業した上で工事が進められ

るというようなお話でありました。昨日も同僚委員の一般質問に、普段からの運動の大切さ

といったものが確認されたわけでありますけれども、この暑い時期の工事に伴いまして代替

施設等の考えはなかったか。例えば、アスレなの花の代わりに町民体育館を使うといった方

法はなかったか。また、トレーニングルーム等もまるきり閉鎖するというのではなく、違う

場所に設置して運動を促すといった方策は取られなかったのか、確認できればと思います。 

それから、出産子育て応援交付金であります。継続事業といったことでありますけれども、

算定根拠等また出生数の見込み等をどのようにお考えか、１０万円で割り切ったものとする

のかどうか確認できればと思います。 

ふるさと応援寄附金につきましては、厳しい状況が続くということで、減額の見込みであ

るということであります。当町についても貴重な財源の減少と大きな影響があるわけではあ

りますけれども、返礼品事業者、地場産業の活性化といったものにも影響を及ぼすものかと

思います。現時点で減額を見込む上で、返礼品事業者へはどういった説明がなされているか、

その対応についてお伺いいたします。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） アスレなの花が使用できないという期間について、どのような

代替等の措置が図られたかというようなご質問でございますが、全面が人工芝でありますア

スレなの花に代わる代替施設というのは、本町には今のところございません。テニスとか、

様々種目によっては、屋外を使っての競技ができる部分もあるかと思いますが、全天候型で

の施設となりますと、本町ではアスレなの花、他には町民体育館等の使用というようになり

ますが、できる限り今までアスレなの花を使っておられた皆さんからは大変ご不便をおかけ

して申し訳ないんですけれども、外での使用であったりとか、そういった町民体育館で代替

等が図られるのであれば、そのような形でご使用をお願いしたいというように思っていると

ころです。工事の期間につきましてもできる限り、早めの工事着工と完成をできるように心

がけてまいりたいというように思っておりますので、しばらくの間大変ご不便をおかけしま

すけれども、何卒ご理解いただきたいというように思っております。 

また、トレーニングルームにつきましても、やはり機材等を移設してというようになりま

すと、その場所の確保等について、様々と問題等が出てくるわけですが、なかなか少し難し

い面もあるのかなというようには思っております。そういった部分についても、町民体育館

等での利用が可能な部分について、移設ができるのであればよろしいんですが、その代替の
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トレーニングルームとなる場所の確保がなかなか難しい。それを移設することによって、現

在行っているスポーツなどに支障を来す場合もございますので、その辺についてはなかなか

難しいというように考えているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 本多子育て支援主幹。 

○説明員（本多由紀子育て支援主幹）  出産子育て応援給付金の出生数等の人数の見込み、どの

ように見込んだかということでしたけれども、妊娠届に来る方を５５名、出生を希望も含め

てという形にはなるかもしれませんが、例年並みに生まれてほしいということもありまして、

５５名の合計 110名と見込んだところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 須藤産業振興課長。 

○説明員（須藤輝一産業振興課長） ふるさと応援寄附金の返礼者に対する状況の説明という

ご質問でございました。昨日の一般質問の中でもございましたが、ふるさと応援寄附金につ

きましては、本町の大切な財源であるというところは認識をいたしておりますが、例えばそ

のふるさと応援寄附金を伸ばすために、返礼者の方の寄附額を下げるとか、それで競争の上

に成り立つものではないというように考えております。 

昨日もお話をいたしましたとおり、本来、三川町に対する関心、応援のお気持ちをいただ

いた方に対する返礼品としてのふるさと応援寄附金という性格もございます。ただ、昨日も

お話しいたしましたとおり、貴重な財源でございますので、なるべく多くの方からご寄附を

いただけるような形、これは当然とるべきであろうということで、これも繰り返しになりま

すが、昨日もお話をいたしましたとおり、新たなサイトでありますとか、雑誌、新聞等の新

たなメディアに対してのＰＲということで、様々な形で露出を多くして三川町の紹介といい

ますか、三川町に関心を持っていただくという方を増やしていきたいということで考えてお

ります。この状況の中でふるさと応援寄附金の返礼者の方々にも、この状況をお話しながら、

今後ともご協力を賜りたいということで考えておるところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ４番 佐久間千佳委員。 

○４ 番（佐久間千佳委員）  それでは私から数点お伺いしたいと思います。まず、歳入に関す

る総括ということで、予算書９ページの方に資料掲載されておりますけれども、こちらの中

で自主財源と言われるものが本町において伸びてきているのかなというように思われます。 

令和３年度の決算書によりますと、自主財源比率が 36.9％とその前年令和２年度でありま

すと 35.2％、令和５年度こちらの予算書になりますとざっと拾ってみましたが、38.7％とい

うことで、この自主財源比率の伸び、どのような形で本町当局として捉えているのか、トレ

ンドとしてどのような形で捉えているのか、お伺いしたいというように思います。 

その自主財源比率の中で、予算書１２ページから始まる町税でありますけれども、１２

ページの町税に関しましては昨年度より 0.5％増の増収を見込んでいるということで、こち

らの要因について詳細な説明をお願いしたいと思います。 

続きまして、１５ページになります。２款４項ということで、森林環境譲与税が計上され

ておりますが、こちらの算定根拠、また予算説明書２０ページの方に森林環境譲与税の基金

ということで、150 万円からの基金が積み立ててあります。その目的について説明を求めた
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いと思います。 

続きまして最後になりますが、予算書２６ページ、諸収入の中にあります、項目でいいま

すと２７番の説明になりますか、資源ごみ売却収入ということで計上されております。実績

よりは少なく計上されているわけでありますけれども、こちらの事業の中身、見込み、算定

根拠等の説明を一旦お願いしたいと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） １点目の自主財源の推移等に関するご質問でありました。自主

財源の大層を成すのが本町の場合、税それから地方交付税等になろうかと思います。そうし

た中で、コロナ禍ではありますが一定程度の税収を見込み、合わせて、当該年度の決算とい

うことで推移しております。一方、地方交付税につきましては、当初予算を相当厳しく見積

もった中で当初予算を計上しているわけですけれども、昨今、様々な形で項目といいますか

算入される事業費等の増加もございます。 

それから国の方でも、地方財政これが持続可能な経営ができるようにと、様々な手立てを

していただいていることもありまして、予想以上に自主財源として歳入が確保できていると

いうことで捉えているところであります。 

○委員長（町野昌弘委員） 丸山町民課長。 

○説明員（丸山誠司町民課長） 歳入におきます町税の占める割合につきましては、予算書９

ページにありますとおり、構成比として 18.6％という状況になっております。町税は、町の

歳入の大層を成す、基盤を成す財源でありまして、この町税を納税されておられます町民の

皆さま、また各企業の関係者の皆さま、また本町をご利用されている皆さまに対し、厚く御

礼を申し上げるものであります。 

令和５年度におきます町税の予算の見込みにおける考え方でありますけれども、まず個人

町民税におきましては令和４年中の収入に基づく課税額になるわけでありますが、本町の農

業所得、こちらがやはり一番関係するわけでありますけれども、令和４年における１０ａ当

たりの収量につきましては、525kg、仮渡金一等米が１万 500円、２等米が 9,900円、また１

等米比率につきましては 99.2％ということでの情報をいただきながら、また新型コロナウイ

ルスに関するまずは経済情勢等も考慮しながら堅い数字を計上させていただいたというもの

でございます。 

続きまして、法人町民税に関しまして、こちらについては前年度比 250万円の増というこ

とでありますが、その内訳に関しまして１号法人から９号法人までという区分はあるわけで

ありますが、一番資本金の大きい９号法人につきまして、令和５年度は二つの法人というこ

とで、プラス 1になるという見込みを立てております。また１号法人につきましては、標準

税率が年額５万円という区分に該当する法人でありますが、こちらの法人についてはプラス

７法人という状況であります。その他にも、３号法人、５号法人、７号法人という部分での

区分の法人が減少するというような見込みになっておる関係で、相対として令和４年度より

もプラス４法人で税収を算定したという状況になっております。 

続いて固定資産税におきましては、まずは令和４年度の課税標準額をベースとしながら、
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一番大きいものとしては、家屋の新築等に伴う課税標準額の増を見込みながらプラス 100万

円という算出をしたところでございます。 

続いて、１３ページの軽自動車税種別割りでございます。こちらの内容につきましては、

特にこの説明欄にあります軽自動車四輪乗用自家用と軽自動車四輪貨物自家用、こちらが所

有してから年数が経つ車が増えてまいりまして、特に軽自動車四輪乗用自家用の１３年以上

経過するもの、あるいは平成２７年４月１日以降登録した乗用車、こちらが増えてきたとい

うところで、増収が見込めるというものでございます。 

続きまして、１４ページにおきます入湯税につきましては、こちらは先程の質疑にもあり

ましたけれども、田田の改修に関して、その分の減収を見込んだものでございます。以上で

す。 

○委員長（町野昌弘委員） 須藤産業振興課長。 

○説明員（須藤輝一産業振興課長） 森林環境譲与税に関するご質問でございました。この地方

譲与税につきましては、毎年地方譲与税として交付になるものでございますが、町としまし

てはいわゆる森林、樹木に対する親しみを持つということで、森林環境譲与税を令和７年度

までに基金として積み立てて、ある程度の額になったところで、幼児や児童が利用できる遊

具を購入するというところで、計画をしているところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） それでは私の方から資源ごみの売却収入についてお答え

させていただきます。町でごみの減量化等を図るという観点から、三川町公民館の駐車場に

リサイクルステーションというものを設置しているところでございます。また、町内会の方

でもごみ資源回収ということで様々な協力をいただいているところであります。このごみの

売却益につきましては、三川町で行っておりますリサイクルステーションに集まったごみを

売却するものについての収入ということでございます。 

その内容につきましては、瓶ですとかそれからあと紙、それから金属類の大きな家電等を

収集しているところでございまして、内容につきましては堅めの数字ということで、昨年度

と同額の予算計上にしておるところでございます。なお、決算につきましては、やはり皆さ

まの協力をいただいているということで、ある程度高めの数字で推移しているということが

昨年までは予算よりは多い金額で収入なったところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） ただいまの佐久間委員の３点目の森林環境譲与税、その目的と

いうことでのご質問でありましたので、歳入部門を担当する課として補足させていただきま

す。パリ協定の枠組みに入っております我が国において、温室効果ガスの排出削減目標、そ

ういったものがあるわけでございますが、そういったものを達成するため、また災害防止を

図るために森林整備等に必要な地方財源、これを安定的に国が地方に交付するということで

交付がされておる科目でございます。 

市町村においては、そういった交付された財源をもとに、間伐それから森林整備に係りま

す人材育成、担い手の確保、また本町のように森林等を有しない市町村においては、そういっ
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た間伐材の利用促進でありますとか、森林が大切であるということでの普及啓発を図るとい

うことで、これから所管において実施されるものと認識しております。 

○委員長（町野昌弘委員） ４番 佐久間千佳委員。 

○４ 番（佐久間千佳委員）  それでは、歳入の総括の方から再質問しますけれども、ただいま

の答弁ですと自主財源比率が上昇している要因としては、地方交付税の変動によるものが多

いというような説明であったかと思われます。その解釈でよろしかったかどうか。また、地

方交付税に関しまして後年度の交付税措置と言われるものの対象になっているものが、どれ

ほど影響を与えているといいますか当局として捉えているのか。そういった情報状況が分か

れば説明いただきたいというように思いますし、自主財源に関しての考え方なんですが、行

政として大変難しいところではあろうかと思いますが、やはり自由度の高い財源を多く持っ

ていくということは、自由度の高い町民サービスに繋がるということになりますので、その

自主財源比率の向上に対する考え方、どのような考え方をお持ちなのかいま一度説明いただ

きたいというように思います。 

町税に関する詳細の方ですが、大変詳細に説明いただきました。伸びとしては、様々な要

因があるということでの説明でありましたけれども、令和４年度、先日行われた補正予算内

でも少し触れましたが、令和４年度３月期における補正でも増額しないということで、かな

り堅めの予算が当初から組まれているんだなという印象はお伝えしましたけれども、その上

で 0.5％の増額は可能なのかどうか、そこをいま一度説明いただきたいと思います。 

中身の方ですけれども、個人町民税の伸びであったり、法人町民税の伸びというのが分か

りましたが、この固定資産税の伸びに関して地目の田であったり畑というのが評価が伸びて

おります。その反面、住宅というものが少し落ちておりまして、その要因に関してどのよう

に捉えているか詳細の説明をいただければと思います。農業収入に関して、昨年の基準単価

等説明がありましたけれども、農業収入の方で町税の伸びが見込まれているのかどうか。そ

の辺の読みも併せて説明いただければと思います。 

続いて、森林環境譲与税に関する再質問でありますけれども、これは令和元年から始まっ

ているのかなというように思いますけれども、令和６年からは今度住民税に 1,000円上乗せ

で国税徴収するというような制度になっているようであります。全国的に見ますと、令和元

年から３年までの間、840 億円が市町村に配分されている中で、４７％がそのまま使われず

に基金にとどめられておるというような報道もありました。やはりどういった形で使えばい

いか半分ぐらいの自治体は精査している段階だと言わざるを得ませんが、ただいまの答弁で

は木製の遊具の設置等を検討しているということでありました。令和７年までどのような形

で検討されるのか、その年前年に一気に教育関係者等から協議していただいて、この使い道

について議論していくのか、その基金の使用について令和７年で終わるわけではないと思い

ますので、今後の使用に関しても併せて協議していかなければならないと思いますけれども、

そういった中長期的な視点での運用に関しての見解をお伺いしたいと思います。 

最後になりますが、資源ごみに関しましては各町内会で行われている資源回収事業に関し

ても収益が０であると、ほぼないという実態かなというように思いまして、なかなか収益化
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が見込まれていないのかなと思いますが、その辺の実態を当局としてどのように捉えている

のか、量的なところが確保されるだろうというような見込みがあるか。あと、単価等もまず

ある程度つくる見込みが立てられているのかどうか。その辺の説明を再度求めたいと思いま

す。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） 自主財源についてのご質問でありました。まず初めに地方交付

税についてでありますが、先程説明させていただきましたとおり、昨今といいますか近年、

この交付税に算入されるといいますか計算式の中では地域社会再生事業費が新たに加わった

というのは、過年度の中でも説明されたことでありますし、またマイナンバーカード、そう

いったものに対する普及でありますとか、具体的な事業ではないにせよ子ども子育て支援に

関する項目等、様々な地方に対する財政的な措置の項目等が増加したことによって、交付税

そのものは増えております。併せまして、その逆にこれまで相当の額で見込んでおりました

臨時財政対策債については逆に今年度もそうですが、過去からずっと減額になっていると、

当然そちらは普通地方交付税と臨時財政対策債等も含めて一般財源ということで事業実施の

貴重な財源として使っているわけであります。 

一方、自主財源として、もう一つの大きな割合を占めます税収、こちらは当然伸びていく

ことが期待されます。普通地方交付税の算定にあたりましては、基準財政需要額それから基

準財政収入額等一定のルールで計算される計算式に基づいて交付されるものでありますので、

それを上回る形で町税等自主財源というものがあれば質問にありましたとおり、町独自の事

業等について、非常に安定的にサービス等が提供できるのではないかということで見込みま

す。ただ、なかなかそういった期待とは別に、町の環境等が様々整備されますと逆に交付税

が本町は非常に良い条件で行政展開されていますねというような場合もございますので、一

概にそういったところでの期待が外れる場合もございますが、やはり自主財源、こちらはそ

れが多くなるといいますか、そういったところで歳入の確かな見込み等、こういったものを

立てていければというように思うところであります。 

もう１点、普通地方交付税に算入されます特に起債の中で、後年度手立てなっているもの

というご質問もございましたが、今申し上げたとおり、その多くは起債に対する国の手立て

ということで、これは多岐に渡りますので、この場では説明は省略させていただければと思

いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（町野昌弘委員） 丸山町民課長。 

○説明員（丸山誠司町民課長） 令和４年度３月補正後の町税の予算減額と令和５年度予算の

町税の額の比較でありますけれども、こちらにおきまして令和５年度予算の方が増額になっ

ているということではありますが、令和４年度の予算においては、やはり当初予算におきま

しても堅い数字を計上させていただいているというところでありまして、３月補正において

増額の補正予算を計上しなかったからといって、まずはその当初令和４年度の当初予算額と

同額の歳入になるというものではなく、やはり当初予算額よりは増収にはなるというもので

あります。この令和５年度の予算額における 0.5％の上昇におきましては、令和４年度にお
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いてもクリアできるという内容で見込んでおるところであります。 

あと、固定資産税における算定内訳の考え方におきましては、これは当然、令和４年度の

実績を踏まえながら計上しているわけでありますけれども、その個々の算定におきましては、

若干の数字の変動はありまして、ただこれが直接個別的にどういうものという内容について

は、その分析は今資料を持ち合わせておりませんので、こちらは後程ご説明させていただき

たいと思いますけれども、まずは令和４年度の実績を基準にこの数字を計上しているという

ものでございます。 

ただ、農業収入との関連というご質問もあったところではありますけれども、まずは固定

資産税の評価におきましては、その土地の単収という部分も評価の一つにはあるわけであり

ますが、そちらにつきましては評価替えの時点においての算定ということになりますので、

令和５年度におきましては評価替えの年度ではないので、この金額に直接影響をしていると

いうものではありません。 

なお、戻りまして、個人町民税において先程農業収入に関連する数値を申し上げましたが、

まずは令和４年中の１０ａ当たりの数量が令和３年と比較すると約マイナス１０％、一方仮

渡金につきましては約１０％の増というところでありまして、農業収入においては令和３年

と令和４年の比較においてはあまり大きい収入の違いはないのかなというように感じている

ところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 須藤産業振興課長。 

○説明員（須藤輝一産業振興課長） 森林環境譲与税の基金の使い道についてのご質問でござ

いました。当基金につきましては、基金を創設する段階で、木のぬくもりが感じられて安全

性の高い遊具ということで、400 万円から 500 万円程度の遊具ということで、実はある程度

想定をしております。それで令和７年ぐらいまでの間に400万円から500万円の基金が集まっ

た段階で、その遊具の設置ということで想定をしておるところでございます。 

ただ、実は近年の情報でいわゆる物価等の高騰によって当初想定をしておった遊具につい

て、当初の価格での購入について確認をしておりませんので、今の時点ではある程度想定を

しておる遊具ということでございますので、いわゆる公聴会といいますか検討会というのは

開催をする予定はございませんが、今後先程もお話しましたとおりに購入の予定金額の部分

について変更、差異が生じた場合については、中身を精査して関係機関とは調整を図りつつ、

より木に親しみが持てるような子どもたちの安全性の高い遊具については購入を検討してま

いりたいと考えておるところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 暫時休憩します。            （午前１０時３６分） 

○委員長（町野昌弘委員） 再開します。              （午前１１時００分） 

引き続き審議を行います。加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） それでは、私の方から資源の買い取り価格等についてのご

質問でございます。資源の買い取り価格につきましては、その単価の方、伸び悩んでいると

いうところは聞いておるところでございます。町の方のリサイクルステーションにおきまし

て、買い取りいただいている金額、紙が 1.5円等かなり少ない金額であるということは十分
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認識しているところでございます。 

また、各町内会におきましても各々業者の方と話し合いをしているというところではござ

いますが、やはり収入金額について伸び悩んでいるというのは話は聞き及んでいるところで

ございます。また各町内会それから育成会等で行っている資源回収におきまして、やはり人

数的な面、人員的な面で大変だという声も聞いているところでございます。また、今後、そ

の単価の方を増額するということも、やはり見込めないものかなということで、現在見通し

は立たないところでございます。 

しかし、この活動、ごみの資源回収としての活動につきましては、やはりごみの排出量の

削減それから環境に対する意識の高揚、様々な要因、効果が見込めるものでありまして、今

後も町としましては推進していかなければならないという思いで、皆さまの方にお声がけを

していきたいと思っているところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ８番 成田光雄委員。 

○８ 番（成田光雄委員） ２点ほど伺います。予算書の２３ページ、委託金ありますけれども、

この中の２行目の個人県民税徴収事務委託金、このいわゆる算定基礎ですね、それがどのよ

うになっているのかお知らせ願いたいと思います。 

あとその下の方に戸籍住民基本台帳の委託金としまして、人口動態調査事務委託金、この

中にはいわゆるホームレスの調査費も入っているのかどうなのか少し確認です。そしてこの

ホームレスの調査というものはいえば、１月の大寒の日、はっきり言えば一番寒い日です。

１月の１８日から２０日あたりですけれども、寒いときは本当はあまりホームレスは出ない

んですけれども、そういうときに調査をしているということ自体もおかしいんですけれども、

そういうようになっているんです。その辺のことの調査も含まれるのかどうなのかと、そし

てこれは関連でホームレスの調査費というのは、これはどこの項に入るのか少し分からない

ので聞いたのであって、それがどこに入っているのかも少しお知らせ願えればと思います。 

それからこれは先程の同僚委員の質問にもあったようですけれども、１４ページ、これは

入湯税 1,300万円ですけれども、前はもっと入っておったと思います。この入湯税の関連で

少し伺いますけれども、今、田田に行きますと従業員募集とパート募集とそういうことで随

分あちこちに張ってありますけれども、あのパート従業員の賃金が最低賃金に近い、そうい

う金額になっていると私は見ているんですけれども、いわゆるそういうことでいいのかどう

か。私はやはりこの界隈の企業はほとんど 1,000円ぐらいになっております。簡単に言うと

860 円になっているんですね。ずっとあれで１年、２年ぐらいになります。私はっきり言っ

て、あんまり来ないと思います。やはりもう少し上げて、働く人にはそれなりの賃金を払う

と。 

○委員長（町野昌弘委員） 成田光雄委員に申し上げます。次の労働費でお聞き願いたいと思い

ます。 

○８ 番（成田光雄委員） 労働費。入湯税絡みで今聞いたのですけれども、もし答えられれば

答えていただきたいと、こういうことでございます。これは全部関係あるんですよ。その辺

を少しお知らせ願えればと思います。 
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それからこの絡みで先程アスレなの花という話も出ましたが、いわゆるアスレなの花を利

用して田田に入る方が相当多いんです。その実態をどのぐらいつかんでいるかどうか分かり

ませんけれども、それが今回休むということになりますので、対応策はどのようにするのか、

少しその辺をお知らせ願いたいと。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 丸山町民課長。 

○説明員（丸山誠司町民課長） それでは最初に、２３ページ１６款３項１目におきます徴税費

委託金でありますが、こちらにつきましては本町が個人の町県民税を一括して徴収しておる

わけでありますが、そのうちの県民税におきまして、山形県より徴収事務委託金としてこの

予算計上している金額におきましては均等割りとして予算計上しました 3,700人に１人当た

りの単価 3,000円を掛けて算出しておるものでございます。１人当たり 3,000円でございま

す。 

次の人口動態調査事務委託金におきますいわゆるホームレスと言われる方々の調査費が

入っているかどうかという部分につきましては、この中にはそのような調査は含まれており

ません。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木健康福祉課長。 

○説明員（鈴木武仁健康福祉課長） ホームレスの調査に関してでございますけれども、こちら

の方に関しましては木村福祉主査がご答弁申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 木村福祉主査。 

○説明員（木村 功福祉主査） ホームレス実態調査についてご説明させていただきます。こち

らの調査につきましては、国が指定する日に全国的に調査が行われておりまして、例年です

と１月２０日頃に実施しております。どこの費目に計上しているかにつきましては、まず調

査の方法ですが、健康福祉課職員がその指定する日に、橋の下、公園などを公用車で巡って

目視確認しているものでございます。ですので、特にホームレス実態調査の項目では費用計

上していないところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤企画調整課長。 

○説明員（佐藤 亮企画調整課長） アスレなの花の改修に伴うなの花温泉田田の入浴者に対

する対策というようなご質問でありましたけれども、町の体育施設をご利用になった方々が

近くにあるなの花温泉田田に帰り際、汗を流すために利用していただいているという状況は

少なからずあるというようには認識しておりますけれども、ただ、今回のアスレなの花の改

修時期によって利用者が減るという部分について、特になの花温泉田田の入浴に対する対策

というのは特に考えていないところではあります。ただ、こちらの方、みかわ振興公社の方

で、令和５年度入浴者の増加対策ということで、様々営業努力をしていくところであります

ので、そういった中で何かしらの対策ができればというように考えております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） 今企画調整課長がご答弁申し上げたとおり、アスレなの花のト

レーニングルームを活用して、その後に田田の方に入浴に入られる方というのは実際いらっ

しゃるということは認識をしておりますが、どの程度の人数であるかは私の方でも人数まで
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把握はできていないというのが現状でございます。 

アスレなの花のトレーニングルームの活用に関しては、例えばみかわスポーツクラブに入

会をいたしますと、その会員になられると、トレーニングルームの方が無料で使うことがで

きるというような特典がございます。さらに、スポーツクラブの会員でありますと、田田の

方の入浴券の方で５０円のキャッシュバックを行うといった、そういったサービスなども実

施しております。トレーニングルームに限らず、三川町でそういったスポーツを楽しむ方々、

今回スポーツクラブの方での活用にはなっておりますけれども、そういった細やかなサービ

スなども提供しながら、これからも田田の入浴の方の促進もスポーツをする上で図りまして、

縷々情報提供をしていきたいというように考えております。 

○委員長（町野昌弘委員） ８番 成田光雄委員。 

○８ 番（成田光雄委員） ぜひそのようなことで認識をし、そして対応していただければと思

うものでありますが、様々特典があるようです。今初めて私は聞いたのですけれども、酒田

市の方から来る方が私は名前がよく分からないんですけれども、そういう方が結構あそこを

活用してスポーツジムですかな、それで腰が治ったと。それでその後に温泉に入ると、そう

いうパターンで大体毎日やっているようでした。そうなので、やはりどなたか同僚議員も言っ

ていましたけれども、スポーツできる器具ですか、あれもやはり本当にスペースがあれば、

どこか田田の場所を借りて行うとか、やはり行った方が親切ではないかなとこのように思う

んですよね。ぜひ今後の対応をお願いしたいと思います。 

それから、先程ホームレスの調査の関係で答弁があったわけでございますけれども、これ

は全国的に暦の上では大寒ですけれども、寒いときにホームレスの数を調べなさいと、国の

指導はそのようになっているのですか、もう一度確認です。これは全国的にその日にちになっ

ていると。他の町村はどうなのかというのが私は分からないので、それを聞くのですけれど

も、私は寒いときに、冬ですよ、寒いときに調査を行うということ自体、無理があるんです

よ。やはり年間で、ある程度日にちはあると思いますよ、国の押さえる日にち。でも１月１

８日の大寒のときに調べなさいという国も何も分かっていないですね、はっきり言いますと。

やはりその３ヵ月の間に行いなさいとか、そういう指示なら私は分かりますけれども、そん

な大寒のときに調べようがないですよ、皆どこかに隠れますから。寒いですから。その辺が

いるかいないかの調査は無理くり行わせられていると私は思ったのですが、その辺もしその

ような期間とか全国的な問題と、その辺分かればお知らせ願いたいと思います。 

あと労働費で私いなくなるので聞けないのですけれども。仕方がないですね、答弁もな

かったので。 

先程の県民税の徴収事務はこれ１人 3,000円で人口に掛けるとそういうことで間違いない

んですね。一応確認ですけれども。あと均等割、3,000 某とその辺、もう一度正確な数字を

お知らせ願いたいと思います。 

あと先程ですね、自主財源比率、私もずっと見ておりますけれども、２２町村の中で自主

財源比率の高いのはおそらく絨毯を作っている山辺町あたりとか、あるいはイオンのある三

川町とか、このように県下の２２町村のうちではおそらく上位に位置していると思います。
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もしこの２２町村の中であるいは全国的にはどうなのか、あるいは県ではどうなのか、その

位置が分かればお知らせ願いたいと、このように思います。２２のうちのおそらく１番か２

番、あるいは３位以内には入っているのではないかなと。自主財源比率ですよ。その辺少し

分かれば。分からなかったら後でもいいです。少しお知らせ願えればと。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木健康福祉課長。 

○説明員（鈴木武仁健康福祉課長） ご質問がありました調査日の関係ですけれども、こちらの

方は全国的に国の方からその日ということで指示がある日でございます。暦の関係から毎年

１月２０日前後ということで聞いております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） 自主財源比率における本町の位置についてのご質問でありま

すが、少し手元に資料がございませんので申し訳ございませんが、機会を捉えてお知らせさ

せていただきたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 丸山町民課長。 

○説明員（丸山誠司町民課長） 県民税の徴収事務委託金につきまして、まず予算計上としてこ

の 1,110万円計上させていただいておりますけれども、この算定におきましては徴税におけ

る個人町民税の均等割におきまして、納税見込人数 3,700人を見込んでおるわけですけれど

も、この人数に 3,000円を掛けた数字で歳入を見込んでいるというものでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ６番 鈴木淳士委員。 

○６ 番（鈴木淳士委員） 私からページでいきますと１７ページの１４款使用料及び手数料

の考え方といいましょうか、取り扱いに関しての基本的な方針等を確認したいと思います。

それぞれ、ここに列記されております使用料につきましては、町の施設の貸し出し、使用を

許可する内容に伴っての使用料ということになるわけですけれども、昨今、水道光熱費、特

に電気料等の高騰が現実の問題として動いているわけですが、そういった観点で使用料の引

き上げというようなことについての考え方をお伺いしたいと思います。 

その中で一番気になりますのが一番下にあります子育て交流施設使用料、これはテオトル

を半分と言ってもいいくらいテオトルの５割を占めるほどのいわゆる昨日の一般質問でも触

れました放課後児童対策としての学童保育エリアという部分についての貸し出しというよう

に認識しておりますが、その中でも学童保育所については現在の制度を切り替える際に公設

民営にすべきということを私は主張させていただいたんですが、結果的には今現在、民設民

営方式、つまりは庄内アソビバプロジェクトの自主的な事業経営という形態になっておりま

す。一方、子育て支援センターについては、公設民営という形態になっておりまして、これ

は町が庄内アソビバプロジェクトに業務委託をしているという関係性になっているわけです。 

同じ会社で同じような放課後児童対策を講じている中で、一方は公設民営、一方は民設民

営という観点からすると、この子育て交流施設使用料、当時説明がありましたのが月額１３

万 7,000円。この根拠としましては施設本体の使用料等含めて光熱水費を含んだ数字として

月額１３万 7,000円ということだったんですが、この数字が令和５年度の予算計上額と令和

４年度が全く同じという状態になっておりまして、さすがに学童保育については昨日の一般
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質問でも様々な考え方をお伺いしましたが、町として非常に庄内アソビバプロジェクトにお

世話になっているという感謝の気持ちは誰しも持っているところではありますけれども、こ

れはもうビジネスというように捉えるしかない話ですので、この使用料についての見直しは

必要なかったのかどうかという観点でお伺いしたいと思います。 

それと併せて農村センター使用料。これについては、シルバー人材センターがほぼ独占状

態と言っても過言ではないほどの活用をしていただいているという中で、シルバー人材セン

ターも一つの事業団体なわけですので、これも同様の考え方で、それぞれシルバー人材セン

ターに対しては後段の歳出予算の方での活動補助金、それから学童保育所に対しても約年間

3,000 万円ほどの補助金ということで、町から然るべきルールに則っての補助金というもの

はあるわけですが、補助金は補助金、事業を展開している団体に対しての法人等に対しての

使用料のあり方という部分については、どのようにお考えなのか、その辺の所見からお願い

したいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） 公共施設等の使用料に関するご質問でありましたが、まず全体

で言いますのはご質問にもありましたとおり、光熱水費、特に電気ガス等については、昨今

の原油高等によりまして概ね年度途中から 1.2倍から 1.3倍ということでの経費がかかって

おり、先の１２月定例会でも補正させていただいたところです。令和５年度予算においても

そうした実態を踏まえて、前年度よりもやはり同じように 1.2倍から 1.3倍等の光熱水費を

各施設等の維持管理費として計上させていただいております。 

そうした光熱水費がかかる中で、現在の使用料についての今後の考え方なり、町の考え方

ということになるわけですけれども、現時点では確かに電気料は料金体系、徴収する電力会

社が現在申請しておる段階で、まだ年度当初からスタートするというのは決まっておりませ

んけれども、ただ、そうした積算にあたっての電力会社の考え方に基づいた料金が現在と同

じ額になるのかどうか報道等もなされているとおり、国の手立て、電力等の使用者にできる

だけ負担を軽くするという視点で行っている支援がどの程度まで続いて、どういった効果が

発揮されるのかというのが新たな料金体系、これを見てみないと分からないところがありま

す。 

やはり施設を維持する上で、使用料がそのままというのは、受益者負担といいますか、そ

ういった観点からはそのまま看過できないものというところでは認識しています。ただ、施

設の使用にあたって経費がかかるから、そのまま利用者の方にその分をご負担というように

は、なかなか簡単にはいかないのではないかというようにも捉えています。といいますのは、

かつて消費税が段階的に値上げといいますか率が上昇する段階で、それでは一体どのぐらい

の値上げ、消費税増に伴う値上げが適当であるかというのは、庁舎内でも相当の期間をかけ

て検討しました。当然同様の施設が近隣市町にもある中で、本町だけが値上がりすることで

の利用者減というデメリットも、当然踏まえた上で、改定等は行ってきたものと認識してお

ります。値上げに伴う利用料の増の一方それによる利用者の減、そういったところのどこに

均衡といいますか、バランスを図るのかというのは、非常に重要な課題であろうかと思いま
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す。 

前段申し上げましたとおり、新しい料金体系の中で、国の支援等がどのような効果を発揮

し、新たな料金体系での本町への光熱水費の料金がどの程度のものなのかということを実態

をきちんと踏まえまして、周辺町村の動向も注視しながら検討をしてまいりたいということ

で考えております。その結果によって実際に上げる、上げないという議論については、やは

り先の消費税のとき同様に相当の期間を要しますので、新年度当初からそういった関係のプ

ロジェクトといいますか、そういったものを庁舎内に設けるなどして新年度といいますか、

当然上げるとなりますと当該年度のうちに上げるというような、なかなかその周知なり検証

する期間も要しますので、具体的なその結果、検証結果等については、令和６年度以降に出

さざるを得ないのかなということでも見込んでおります。 

そうしたことを踏まえますと質問にありました子育て交流支援施設における使用料、それ

から農村環境改善センターのシルバー人材センターに対する施設の貸し出しに伴う使用料等

についても、他の公共施設等との整合性といいますか、均衡を図る上で、実態を踏まえなが

ら対処してまいりたいというように考えております。 

○委員長（町野昌弘委員） ６番 鈴木淳士委員。 

○６ 番（鈴木淳士委員） 特に指摘させていただいたシルバー人材センターそれから庄内ア

ソビバプロジェクト以外については町民の負担というようなことになりますので、本音を言

いますと町民負担を増やしてほしくないなという視点の中で、ぜひ慎重な検討をお願いした

いというところでありまして、シルバー人材センターにつきましても、様々とインボイス制

度の関係でシルバー人材センター本体も非常に苦慮しているというところもありますので、

そういったメンテナンスを含めて適切な対応をお願いしたいところです。 

庄内アソビバプロジェクトに先程指摘しましたとおり、民設民営方式というようなことで、

今現在のこの月額１３万 7,000円、当時は施設の貸し付け、それから光熱水費を含めての算

定根拠というような話だったんですが、あの建物そのものが十数億円の建物というようなこ

とから見ていきますと施設の貸付分、光熱費を除いた施設本体の主要的な貸付部分について

は、いくらか低い金額で算定になっているのではないかなと、私の試算でいくと大体月額３

０万円ぐらいする施設になるのではないかなというように思うところでありまして、その辺

も積算の根拠等を改めてお示しいただきながら、今回様々な問題で庄内アソビバプロジェク

トと、それから町との関係という部分についてはきちんとした形で整理を図る必要があるだ

ろうと改めて光熱水費が上がっているという状況も踏まえて、見直すとすれば今のタイミン

グかなというところも含めての考え方を伺いたいんですが、算定根拠等分かる範囲で示して

いただきながら今後の方針等について、もう一度伺えればと思います。 

つまりは町民対応とは、全く別の視点での考え方というところをお伺いしたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

○委員長（町野昌弘委員） 本多子育て支援主幹。 

○説明員（本多由紀子育て支援主幹）  子育て交流施設の中にあります庄内アソビバプロジェ

クトで使っている部分の使用料に関してでございますけれども、委員がおっしゃられました



- 22 - 

１３万 7,000円ではなくて、現在月額１０万円ということで年間 120万円を施設使用料、光

熱水費ということでいただいているところでございます。民設民営になった経過でございま

すけれども、学童保育所運営協議会の方から現在の庄内アソビバプロジェクトの方に事業の

継承という形をとっております。ですので、もともとありましたのが民設民営ですので、今

回も民設民営という形で運営しておりますし、あと庄内アソビバプロジェクト、企業とはなっ

ておりますけれども、利用しておるのが三川町の子どもでございます。ですので、使用料の

方は１０万円としたということでお聞きしております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ６番 鈴木淳士委員。 

○６ 番（鈴木淳士委員） 今、非常に意表な回答ということで驚いたんですが、確かに学童保

育事業については、もともとは学童保育運営協議会という住民団体で運営していただいた。

当時、庄内アソビバプロジェクトにその業務を移管する際には、当時の学童保育運営協議会

の皆さんは公設民営を求めるということで、町当局に要望書なども提出していた問題だった

んですよ。それが結果的には、庄内アソビバプロジェクトの自主的な経営に任せるというこ

とで、民設民営になった。であるにも関わらず、我々に令和元年１１月２５日の全員協議会

で示された資料では１３万 7,000円、これが今現在１０万円に減額なったと。先程の質問の

中でも触れましたが、子どもたちがお世話になっているというその町として感謝の気持ちは

誰しも持っているわけですけれども、それと営業事業活動とは別物という、これがまさに公

平公正な考え方だと思うんですが、所見はいかがでしょうか。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） 大変申し訳ございませんが、まずその使用料の差異については

私資料を持ち合わせておりませんのでお答えできませんが、ただ、その使用料の設定等にあ

たっては委員がご指摘になられるとおり、そこは事業としての正確性といいますか他の事業

者がいる場合もございますので、やはり公正なものでなければならないというようには認識

しております。また、併せまして、その使用料を設定する上で今委員の方からはお世話になっ

ているといいますか、当然、町もそうした子育ての支援策ということで、補助金ということ

で事業化しております。そうした中で委託料はともかく、補助金となりますと、当然そこで

運営される様々な経費がその補助金の対象となってくるものです。そうした場合、人件費等

もそうでありますが、その施設の使用料についても、やはり補助の対象ということになるわ

けであります。ですので、回答として説明としては少し妥当性といいますか、誤解を招くか

もしれませんが、かかった分だけ経費ですよとした場合、これがある意味補助金への跳ね返

りも出てくるということもあろうかと思います。そうした中で当然先程申し上げましたとお

り、その施設使用料にあたっては他から指摘を受けないような形での公平性が求められてい

るものというように認識しております。 

○委員長（町野昌弘委員） 進行にご協力お願いします。 

○委員長（町野昌弘委員） 以上で、第一審査区分の審査を終了します。 

○委員長（町野昌弘委員） 次に、第二審査区分の審査を行います。 

第二審査区分として１款 議会費、２款 総務費、３款 民生費、４款 衛生費、５款 労働
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費について審査を行います。 

○委員長（町野昌弘委員） 質疑を許します。 

５番 砂田 茂委員。 

○５ 番（砂田 茂委員） それでは、私からは３５ページ上段にあります２款１項１１目の防

犯費の安全で明るい町づくり推進整備事業、こちらは各町内会の防犯灯の LED化を進める、

こういう事業だったと思うのですが、ここの予算減額ということは説明欄からも工事費とい

う項目も消えていますので、防犯灯はすべてもう LEDに変えられたのか、これを１点伺いた

いと思います。 

それとこれに係る防犯灯の電気料金、この LED化で随分安くなっているとは思うんですけ

れども、この電気料金の支払いはどうなっているのか。これは町が負担しているものなのか、

各町内会が負担しているものなのか、そこのところをお聞かせください。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） ご質問にありました安全で明るい町づくり推進整備事業、ご質

問のとおり、各集落内における防犯灯の設置、LED 化等を支援している内容のものでありま

す。令和５年度の予算並びに各防犯灯に係ります電気料、この区分といいますか棲み分けに

ついては、危機管理担当の齋藤課長補佐より説明させます。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤総務課長補佐。 

○説明員（齋藤一哉総務課長補佐） 安全で明るい町づくり推進整備事業関係の防犯灯の質問

に対してお答えさせていただきます。まず減額要因でありますけれども、こちらの内容は、

町内会が既存の街灯を LEDに変える、そういうものに対する補助がメインとなっております。

持っている記録の中では、平成２６年ぐらいからずっと補助が続いておりまして、今年度の

実績としましては１４灯分となっております。だいぶ LED化が進みまして、今後そんなに多

くはこの LEDに変える街灯が少ないであろうということを見込んでの補助金の減額となって

おります。 

続きまして、電気料金の支払い関係ですけれども、まず大きく分けると町内会管理と町の

管理があります。町内会に関しては町内会の中にある街灯、町の方では、町内会と町内会の

間、町道ですとか、そういうところについている街灯については、町の方で負担となってお

ります。電気料金の見込みですけれども、LED 化にはなっているんですけれども、近年のこ

の料金の値上げですとか、そういうことで急に LED 化になったわけではなくて、徐々に LED

化が進んでいる中での電気料金なので、急に安くなるということではなくて、むしろ電気料

金の高騰により電気代はかかっていくのかなと見込んでおります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ５番 砂田 茂委員。 

○５ 番（砂田 茂委員） 電気料金の区分は分かりました。今おっしゃったように、電気料金

は今後３割高になっていくということで、これから各町内会でも総会等で会計報告の中で

様々その辺が議論になるところだとは思うんですけれども、ここで少しお尋ねしたいんです

けれども、近隣の市や町、そういう防犯灯に関する電気料金の支払い、それは自治体が全部

負担しているというようなところもあると少しお聞きしたんですけれども、その辺の情報が
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お分かりになればお聞きしたいんですけれども、お願いいたします。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） ご質問にありましたとおり、本町は集落内と町道等のというこ

とで集落外ということで設置になり電気料の支払いは分けております。なお、近隣というこ

とでは一番近い鶴岡市等ではそういったものは市が負担しているということは認識、聞いて

おります。 

○委員長（町野昌弘委員） １番 小野寺正樹委員。 

○１ 番（小野寺正樹委員）  それでは私の方から数点お聞きしたいと思います。まず１点目、

すみません、ページ数は分からないんですけれども、内容的には総務費かと思われますが、

前年度の総務費一般管理費の中に職員研修事業６６万円が計上されておりましたが、今年度

の予算書には見えないようですけれども、その辺説明の方をお願いしたいと思います。 

続きまして、予算書３５ページ、総務費２款１項１２目町営バス運営費備品購入費で１８

万円といった部分に関しましてはバス１台分という話を聞いておりますし、また６６ページ

の教育費の方には１０款１項３目の方にはスクールバス運営費、部品購入費としまして２台

分で３６万円といった説明を内々的に聞いておりました。前回一般質問で触れさせてもらい

ました置き去り対策の部品かと思われますけれども、具体的にどんな部品なのか分かればお

願いしたいと思います。 

続きまして、４０ページ、３款１項１目社会福祉総務費の中で社会福祉協議会補助金とし

まして、6,500 万円と社会福祉センターの空調設備の部分で老朽化した１９年間使った空調

設備を電気に交換するといったような話も聞いておりました。電気料の値上げ等で負担も増

すのではないかと心配しておりますが、以前は灯油といったような話も聞いております。そ

ういった部分に関しまして問題はないのか、お聞かせ願いたいと思います。 

続きまして、４２ページ、３款１項５目福祉医療費の中で子育て支援医療補助金がありま

すけれども、これに関しましては、昨日の説明でも中学生までだった部分を高校生まで全額

医療費の支援になったといったような話を聞いておりますけれども、対象人数と時期はいつ

ごろから始まるのか、該当なるのかお聞かせ願いたいと思います。 

最後になります。３２ページ、２款１項６目の中でデマンド交通システム運行業務委託 532

万円が計上されているようですけれども、前年より幾分か上がっているように思われますけ

れども、我が町内会でも様々なご意見があるのですけれども、利用者から要望の多い部分で

ダイヤの改正、行くときは行けるけれども返ってくるときのダイヤがなくて大変不便だとい

うような話も聞いております。こういった部分の配慮もあったのかお聞かせ願いたいと思い

ます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） ２点ご質問いただきました。２点目の町有バス、スクールバス

等へのいわゆる置き去り防止に関するその機器の使用については総務担当の齋藤総務課長補

佐より説明させます。 

１点目の研修費についてであります。ご質問にありましたとおり、これまで総合計画事業
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の一つとして、職員研修というものを計上しておりました。ただ、コロナ禍にあってその研

修形態が非常に多岐といいますか、いわゆる Web、出張することなく、庁舎内において座学

において研修できるようなスタイルのものも多くなってきてございます。そうしたことから

特にいわゆる手挙げ方式で職員が希望するもの等を、その総合計画事業の職員研修というこ

とで拾ってはきましたが、そういった職員が手挙げで希望する研修においてもいわゆる Web

会議といいますか、パソコンを目の前にして受ける研修等も多くなってきてございます。そ

ういったことから、従来から総合計画事業とは別に総務の一般総務管理費の中において計上

しておりました職員研修は、そちらの方にこれまでの総合計画事業の経費を加えて来年度、

令和５年度以降は実施する。要は、これまでの政策事業ではない職員研修に係る予算と総合

計画事業として計上してまいりました職員研修を統合させて、一方の総合計画事業であった

職員研修費を廃止して来年度以降実施するということであります。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤総務課長補佐。 

○説明員（齋藤いつ総務課長補佐） 私からは町営バス運営費の備品費１８万円。そして今回の

審査区分ではありませんが、スクールバス運営費、こちらの方に備品費として３６万円、計

５４万円の計上をしておりますので、こちらのご説明をさせていただきます。 

送迎バスの置き去り防止機器の設置が義務化されたということに伴いまして国のガイド

ラインに沿いまして、町営バス、スクールバス計５台ありますが、そちらのうち園児の登園

に使用している３台に置き去り防止車内確認ブザーというものを設置する予定でおります。

その他、園外保育などで臨時的に運行するバス２台ありますが、こちらには設置義務があり

ませんので、今回は３台ということで考えております。 

設置にあたりまして設備につきましては、国では降乗時確認式と自動検知式、二つの方法

を設定をしておりますが、本町では降りるときに確認するといった、降乗時確認式を採用す

る予定としております。この設備につきましては、バスの後ろの方にブザーを設置しまして、

運転手、そして添乗員もおりますので、どちらかがエンジンを切った後に後ろの方に行きま

して、園児等が乗っているかどうか残ってないかどうかを確認しながら、車内の後方に行き

ましてブザーを押すというような形のものです。これを押さなかった場合には、５分以内程

度に大音量のアラームが鳴って、子どもの置き去りを周囲に知らせるといった形のものにな

ります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木健康福祉課長。 

○説明員（鈴木武仁健康福祉課長） 予算書４０ページの社会福祉協議会補助金でございます。

ご質問にありましたように、この主な増額の要因といたしましては、社会福祉センターの空

調設備の改修工事及び工事監理費でございます。2004年、平成１６年１月に改修工事を実施

しまして、１９年経過した空調設備を現在使用しておりますが、老朽化により故障が相次ぎ、

部品も供給していないため、今回改修するものでございます。 

現在、灯油とそれから保守点検代がかかっておりまして、年間 177万円ほどの維持費がか

かっているという状況でございます。これを新たに電気式のエアコンに変えることになるわ

けですけれども、電気代３０％増で算出した結果、123 万円ほどということで差し引きしま
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して、５４万円ほどの削減が期待できるというように確認をしております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 丸山町民課長。 

○説明員（丸山誠司町民課長） 福祉医療における子育て支援医療給付事業につきましてです

が、その実施時期につきましては、今議会におきまして一部改正を予定させていただいてお

ります条文案に記載のとおり令和５年７月１日からの適用ということでの予算額を見込んで

いるところでございます。また、関連して高校生の対象の見込み人数につきましては、佐藤

国保係長よりご答弁申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤国保係長。 

○説明員（佐藤由貴子国保係長）  令和５年度の高校生の見込み人数についてご説明いたしま

す。来年度は高校生 196人の人数を見込んでおります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤企画調整課長。 

○説明員（佐藤 亮企画調整課長） ご質問がありました地域公共交通推進事業のデマンド型

交通システム運行事業委託に関するご質問です。令和４年度予算に比べて令和５年度予算３

３万 7,000円ほど増額しておりますが、この増額理由につきましては燃料費等の高騰、それ

から物件費等の高騰による増額ということで見込んだものであります。 

なお、併せてご質問がありました利用に関する質問でありますが、これまでこのデマンド

交通につきましては何度か改正を行ってきました。平成３０年度５便から７便に変え、土日

運行も開始したという状況であります。さらに、令和元年度には７便化において運行時間の

変更も行ってきたところであります。こういった経緯を踏まえ、現在も７便で運行している

ところでありますけれども、特に役場の方には具体的な運行時間の変更に関する要望という

のは届いていない状況であります。 

ご質問があったように、ご利用者の中で不便さを感じているということのようであります

ので、今後は適切な時期にその利用者の方にアンケートなどを実施しながら、運行時間の適

切な実施がされるよう検討はしていきたいというように考えております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） １番 小野寺正樹委員。 

○１ 番（小野寺正樹委員）  研修費に関しましては統合されたといった部分で大変安心しま

した。やはりコロナ禍が３年間続いた中でそういった部分もなかなかできなくなってしまっ

たといった状況の中で、Web 会議といった部分の会議内容も、私も役場庁舎内で何度か拝見

させていただくことができました。やはりこういった部分に関しましても、やはり外に行っ

て肌で自分で感じてくるといった部分は、今後も大切だと思いますので、ぜひ職員の芽を摘

むようなことのないように、そういった研修制度の充実をお願いしたいと思います。 

続きまして、町営バスに関しましては、大体イメージが沸きました。たぶんそういった金

額程度ですので、そういったことかなとは思ったんですけれども、しっかり国のガイドライ

ンを押さえているのであれば問題はないかと思いますし、まずあくまでもそういった運転手、

そして補助者の皆さんが定期的にしっかり目で確認していただく体制もお忘れないようにお

願いしたいと思います。 

続きまして、社会福祉センターに関しまして、５４万円の削減ができるといったような話
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の中で、社会福祉センターに関しましては工事期間がいつからいつまでで、またその間の福

祉センターの利用に関しましてはどのように考えているのかお願いしたいと思います。 

あとは、子育て支援に関しましては 196名、７月１日からということで分かりました。あ

りがとうございました。 

あとはデマンドタクシーに関しましてはアンケート調査をしてもらうといったような話

も今出ましたし、私に言いやすかったから話が来ているのか、役場に企画調整課長の方には

話が入っていないといった話がありました。具体的に私の方には老人会の集まり等にも度々

出席しているので、そういった要望が数名の方からありましたので、ぜひそういった調査が

あるといった部分をお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上

です。 

○委員長（町野昌弘委員） 暫時休憩します。            （午前１１時５７分） 

○委員長（町野昌弘委員） 再開します。              （午後 １時００分） 

引き続き審議を行います。鈴木健康福祉課長。 

○説明員（鈴木武仁健康福祉課長） 社会福祉協議会の補助金の中の工事の関係でございます。

ご質問がありました工事期間、それから予約の関係ですけれども、まず工事の期間に関しま

しては資材の準備もございますので、４月早々には入札等を行いまして工事を開始したいと

いうように聞いております。なお、実際の工事期間といたしましては、９月から１１月に各

部屋の工事に入っていくというようなことでございました。 

なお、予約に関してですけれども、工事業者が決まってから詳細な工程が決まるというこ

とで、今のところはまだはっきり分からないというところが状況となっております。ただ、

やはり工事のやり方といたしましては、利用の妨げにならないように各ブロックを区切ると

か部屋ごとにするとか、そういったことで利用の妨げにならないように善処していきたいと

いうように聞いております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ８番 成田光雄委員。 

○８ 番（成田光雄委員） 予算書４６ページ、これは民生費の一番最後の保育園幼稚園感性情

操教育推進事業、この内容について少し伺いたいと思います。これは講師謝礼ですけれども、

実際はどういう内容で、通常は荘内音楽センターとかそういうものに委託は出しているのか

なとは思いますけれども、この内容についてお知らせ願えればと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 本多子育て支援主幹。 

○説明員（本多由紀子育て支援主幹）  保育園幼稚園感性情操教育の内容でございます。委員

おっしゃられるとおり、おんがくハウスからの音楽、または人形劇の方から来ていただいて

子どもたちに見せているものであります。 

○委員長（町野昌弘委員） ８番 成田光雄委員。 

○８ 番（成田光雄委員） 今、人形劇とか荘内音楽センター、その関係で考えていると、そう

いうことでありましたけれども、やはり小学校も中学校も非常に感性豊かなそういう時期・

時代でありますので、本当のことを言いますと、やはりせっかく山形県には山形交響楽団と

いうのがあって、そこで５人か６人のバイオリンを弾く方がいるんですけれども、例えば良



- 28 - 

い音楽を聴かせると。毎回同じようなパターンで行うのではなくて、そういう例えばですが、

ヴィヴァルディの四季とかそういう良い曲を聴かせればいいんですよ。そうすると子どもた

ちは全然違いますから。いつも人形劇だあれだと、それはそれで良いのですけれども、山形

交響楽団等の質の高いレベルの高い音楽を聴かせると違います。予算が１６万円ですけれど

も、こんなものではあがりませんけれども、その辺をぜひご検討いただきたいと思います。

教育長、何も考えていないですか。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木教育長。 

○説明員（鈴木孝純教育長）  その年齢に沿った情操教育というのがあると思いますし、確かに

今の成田委員が言われたとおり一流のものを聴かせるということはこれはすばらしいことで

あって、ただ、幼稚園は幼稚園なりの幼児教育がありますので、私が教育長としてあれをや

れこれをやれというのは少しでしゃばりかななんて思いますけれども、また一つの意見とし

て、幼稚園あるいは小学校・中学校も関わるかもしれませんけれども、またそれぞれの責任

者とともに考えたいと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ７番 鈴木重行委員。 

○７ 番（鈴木重行委員） 私から数点質問させていただきます。 

初めに３２ページ、総務費の企画費、結婚新生活支援事業補助金９０万円ほど計上なって

おりますが、この事業内容、また想定する支給件数についてお伺いしたいと思います。 

次に４２ページ、先程も同僚委員から質問ありましたが、民生費の福祉医療費、子育て支

援医療給付事業であります。先程の答弁によりますと１８歳までの延長ということが見込ま

れると。以前から望んでいた保護者にとっては大変うれしい事業となることと思いますが、

条例でお伺いするべきなのかもしれませんが、先程答弁で７月１日からというような答弁が

ございました。この期間、始まる期間について、４月１日からではなく７月１日となる理由

についてお知らせいただきたいと思います。 

次に４４ページです。民生費の出産祝金ですけれども、先程歳入の部では令和５年度５５

人ほどの出生を見込んでいるというようなお話でありました。合計特殊出生率、東北でも上

位に位置する本町といたしまして、第２子、第３子の状況といったものをどのように見込ん

でおられるのか。この 1,500万円といった予算の中で、どのような配分を考えておられるの

かお伺いしたいと思います。 

それから同じ４４ページでありますが、下段の学童保育支援事業、増額計上なされている

わけでありますけれども、受け入れの状況、令和５年度の受け入れの予定ですね。今年度と

比較してどのようになっておられるか。また、この増額の要因についてお伺いしたいと思い

ます。 

最後に５０ページ、廃棄物処理事業におきまして廃棄物処理業務委託料が増額なって

6,000 万円ほどの計上となっております。増額の要因について説明をお願いいたします。以

上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤企画調整課長。 

○説明員（佐藤 亮企画調整課長） ご質問がありました結婚新生活支援事業でありますけれ
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ども、こちらは国の補助事業を活用して令和５年度から新たに取り組む事業でありまして、

その詳細については、吉田企画調整主査が申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 吉田企画調整主査。 

○説明員（吉田直樹企画調整主査） それでは私の方から結婚新生活支援事業につきましてご

答弁申し上げます。こちらにつきましては、令和５年度の新規事業といたしまして、夫婦と

もに３９歳以下で、かつ世帯所得 500万円未満を対象といたしまして、婚姻に伴う引っ越し

費用の他、賃料ですとか敷金礼金、共益費などの住宅賃貸費用を支援するものでございます。

交付上限額は３０万円で、夫婦ともに２９歳以下の場合は６０万円といたしまして、各１件

ずつを想定しての計上となっております。 

なお、財源といたしましては、地域少子化対策重点推進交付金を１／２の補助率で見込ん

でいるところでございます。以上でございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 丸山町民課長。 

○説明員（丸山誠司町民課長） 子育て支援医療給付事業につきましては、高校生までの範囲の

拡大におきまして、町の考え方として、まず近隣市町の動向を注視しながら適用を検討して

いくというお話をさせていただいていたわけであります。この度、鶴岡市及び酒田市におき

ましても令和５年７月１日から適用ということでお聞きしておりますし、庄内町におきまし

ては今現在の情報では１０月１日からの適用というようにお聞きしているところであります。 

そういった状況もありますし、また、令和５年度になりましてから高校生までの適用のた

めのシステムの変更、または医療証の発行準備等の事務作業もございますので、この７月１

日からの適用という内容での条例案にさせていただいているところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 本多子育て支援主幹。 

○説明員（本多由紀子育て支援主幹）  ２点のご質問だったかと思います。 

最初に１点目、出産祝金の出生の人数でございますけれども、1,500 万円の内訳です。出

生数を５５名と見込みました。そのうち第２子を２５名、第３子というのが１歳から４歳ま

で、１０万円ずつ支払う分ですけれども、その分を４５名と見込みまして 1,500万円とした

ところでございます。 

２点目の学童保育支援事業の増額です。500 万円ほど増額しておりますけれども、こちら

につきましては、押切小学校へ開設するための補助金になります。あと、受け入れの人数と

いうことでしたけれども、テオトル内に 104名、押切小学校１９名、合計 123名の受け入れ

でスタートする予定でございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） 廃棄物処理業務委託料の関係でございます。この内容につ

きましては、鶴岡市に一般廃棄物のごみ処理の委託をしているところでございまして、この

業務に対する委託料ということになってございます。その内容につきましては鶴岡市の方か

ら連絡をいただいたものでありまして、ごみ焼却施設、それから資源化処理施設、最終処分

場、し尿処理施設、各々での処理についての経費ということで連絡をいただいたものでござ

います。 
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内容につきましては、昨年度よりもその事務処理料の方が増額をしているということで連

絡をいただいておりまして、また、その排出量の見合い、こちらの方も加味しながら、令和

５年度の予算を計上させていただいたものでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ７番 鈴木重行委員。 

○７ 番（鈴木重行委員） 結婚新生活支援事業として新たな国の補助で支援されるというよ

うなことでありました。やはり全国的に少子化、晩婚化対策ということで対策がとられてい

るようでありますし、本町も宅地造成等住環境整備が行われる中で、転入策の一つとして有

効に働くものかと思っているところであります。 

年間２０組前後の婚姻数があったかと思いますけれども、対象となるのは２件ほどの夫婦

を対象にしているというようなことでありました。若い世代の方々の晩婚化が進む要因の一

つとして所得がなかなか伸びないために結婚に踏み切ることができないといったこともある

ようでございますが、２件ほどの対象という見込みで良かったかどうか。若い方たちの所得

といったものに対する考えをお伺いできればと思います。 

子育て支援医療給付事業でありますが、期間のことは分かりました。金額の方であります

けれども、前年度から 200万円の増額ということで、これが１６歳から１８歳分の医療費と

して見込んでいるものかどうか。３月の補正予算では 168万円ほど増額して、合計でおそら

く 2,970 万円ほどの医療費扶助があったかと思われますけれども、１８歳まで延長しても

3,000万円ほどで収まるのかどうかお伺いしたいと思います。 

出産祝金の方は理解いたしました。相変わらず第２子、第３子が多いのかなと思うところ

でありますし、少子化と言っても違う形の少子化になっているのかと思ったところでありま

す。 

学童保育支援事業でありますけれども、123 名の受け入れ、また押切小学校には分室のよ

うに設けて受け入れをするというようなことだと思います。学童の委託先にお話をお伺いし

ますと支援員の確保がなかなか難しい状況にあるといったことも伺っております。支援員に

対しても支援策がとられているわけでありますけれども、なかなか勤務の時間帯が難しいこ

とから支援員の確保が難しいといったようなことも聞いておりますけれども、この辺の補助

の内容、また支援員の確保策等、費用としては補助しているわけではありますけれども、受

け入れを十分に可能にするために何か対策等の考えはないかお伺いしたいと思います。 

最後に廃棄物処理事業であります。事務処理料が増額なされたというようなことでありま

したけれども、具体的にどういった事務処理といったものが増額になったのか。また、ごみ

の負担、ごみの割合が増えているといったことも大きな要因の一つかと思いますけれども、

この点に関しては、一つ上段にありますごみ減量化等促進対策事業ということで、廃棄物減

量等推進審議会等の活動が大きなものになってくるかと思われますけれども、この減量化対

策といたしましては、こういった推進審議会が具体的な施策と、他にはなかなか見受けられ

ないわけでありますけれども、ごみの減量化に対する取り組みに対して具体策があればお伺

いしたいと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤企画調整課長。 
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○説明員（佐藤 亮企画調整課長） ご質問がありました結婚新生活支援事業に関する積算の

根拠ということでありました。この事業の要件として夫婦二人で 500万円未満というような

所得制限があり、実際この所得制限にどれほどの婚姻数、結婚する夫婦が該当してくるのか、

なかなか見込めないところでありました。そういったことから、当初予算として３０万円と

６０万円の対象を１組ずつということで予算計上させていただいたところであります。当然、

令和５年度中にこの該当する婚姻数が多くあれば町としてもありがたいことですし、そう

いった場合には補正予算対応をしていきたいなというようには考えております。 

一方、この対象経費が住宅に関する費用、引っ越し費用ですとかアパートの賃料ですとか

そういったところであります。三川町内に結婚する場合、この対象経費が３０万円、６０万

円という上限はありますが、ここまで該当なるのかどうかという部分もありまして、予算の

範囲内、９０万円の範囲内で婚姻数増えた部分を賄えるだろうなというよう見込みは立てて

いるところであります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 丸山町民課長。 

○説明員（丸山誠司町民課長） 子育て支援医療給付事業の高校生分の見込みでありますけれ

ども、実際令和５年度が初年度になるわけでありまして、具体的な金額というものについて

はあくまでも推計ということでしかできないわけですが、まずは７月から一月当たり３０万

円という金額を見込みまして、９ヵ月分で 270万円という金額を見込んだものでございます。 

それで、３月補正後の金額との比較という部分でありますけれども、まずは３月の補正後

の額として、こちらにつきまして見込んだ額はあくまでもやはり最大限予算執行ができるよ

う予算を確保しなければいけないという考え方もあるわけであります。ですので、まずは補

正予算と当初予算との違いという部分につきましてご理解いただきたいというものでありま

す。 

高校生の部分におきましてもそうなんですけれども、各月によりまして支出額に変動が生

じるところもありまして、なかなか実績額を推定するという部分で難しいところがあります

ので、まずそういう理由も含めまして、ご理解をいただければと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 本多子育て支援主幹。 

○説明員（本多由紀子育て支援主幹）  学童保育所の支援員に対する支援ということでしたけ

れども、こちらにつきましては、放課後児童対策の補助金、国と県の補助金を利用して行っ

ているものでございます。処遇改善加算というものがあるんですけれども、目一杯見まして、

その中で支援を行っているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） 廃棄物処理業務委託料の関係でございます。先程説明の際

に事務料という形でお聞きされたかと思うんですが、事業料ということで実質的な経費、そ

の処理にあたっての経費が増額したという部分が大きなものと捉えておるところでございま

す。 

廃棄物減量等推進審議会等、その減量化に対しての活動でございます。町の方といたしま

しては、廃棄物減量等推進協議審議会、それからクリーンみかわ推進員など様々な組織、そ
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れから町内会等の協力、それから住民等の理解を得ながら対応しているところでございまし

て、皆さまの方にその減量化、先程歳入の際にもお話をしましたけれども、捨てればごみ、

活用すれば資源ということで、皆さまの方にご理解をいただきながらその廃棄物としての減

量を進めていきたいということで考えているところでございまして、ホームページ、広報、

それから機会を捉えて皆さまの方に周知・啓発をこれからも継続していきたいというところ

でございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ４番 佐久間千佳委員。 

○４ 番（佐久間千佳委員） それでは、私の方から数点お伺いしたいと思います。 

まず初めに、予算書の方でありますけれども、３２ページ、企画費の中にあります山形県

タイ友好協会負担金、こちらが計上されております。国際交流推進費の中にありますけれど

も、こちら事業目的、本町における効果をどのように捉えているか説明をお願いします。 

２点目になります。４１ページになります。民生費の中で社会福祉費の中の最後になろう

かと思いますが、７番ということで、高年齢者就業機会確保事業ということで、昨年より増

額になっておりますけれども、こちらの増額要因について説明をお願いします。 

続いて下のページ、４１ページになります。先程来同僚委員より質問がされておりますけ

れども、子育て支援医療給付事業に関しましてお聞きしますが、まずこの事業の目的は何な

のか。１８歳までの無償化をする目的、それは高校生までの医療費を軽減することによって

まずは負担を抑えようという目的があろうかと思いますけれども、この事業の無償化に至っ

た目的を説明願いたいと思います。目的と合わせてその効果、本町が目論んでいると言いま

すか本町が目指す効果、どういった効果を目指しているのか、この事業についてお伺いした

いと思います。 

また、高校生までの無償化ということで、過剰受診に関してどのように捉えているのか。

無償化をしますと過剰受診がやはり問題・課題になってくるのではないかなと思いますので、

その辺。さらには、この地域における医師不足に関する認識、どの程度この事業と併せて考

えられているのか。真に医療が必要な方への圧迫といいますか影響。その辺をどのように捉

えているのかお伺いしたいと思います。 

それと併せて、高校生まで１８歳までの医療費を無償化することによる増加分の医療費、

再度こちら、そもそも無償化する前にどのくらいだったのか今回どのくらいの想定をして計

上しているか。その以前の事業との比較もしていきたいと思いますので、どの程度の増額に

なるのか、そちらの説明も併せてお願いします。 

続きまして、４８ページになります。衛生費の中にあります健康増進費。この中の事業に

おいて歯周疾患検診も行われるかと思います。歯周疾患検診に関して、令和３年の決算書し

か分かりませんが、１０名ということでかなり少ないかなと思われます。令和５年における

予定、事業の内容等、この歯周疾患検診に関して説明いただければと思います。 

続きまして４９ページになります。先程も同僚委員が質問しましたが、ごみ減量化等促進

対策事業ということで、歳入の際にも少し触れさせていただきましたが、今回は職員の研修

等に絡めて、議会で提言した内容に関してはやはり職員の方からも現場に赴いて研修してい
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ただきたい、先進地に行っていただきたいといったような提言もさせていただきました。そ

ういった観点から職員研修、こちらの先進地の方へ令和５年度は計画されているのかどうか。 

また、ごみ減量化推進に関して具体的な推進策を今年度は盛り込むのか。例年ですと啓発

に努めるという説明をされておりましたけれども、やはり町民の方からは啓発よりも具体的

なハード面での支援、例えば家庭用の堆肥化する装置であったり、そういったところの支援

をしたらいかがかというような意見も寄せられておりますので、具体的な軽減策についても

し考えがあれば説明していただきたいと思います。 

次のページになります。５０ページの中で衛生費、こちらの清掃費の中に廃棄物処理業務

委託料の下段に備品購入費というのがあります。900 万円ということで大変大きな購入をさ

れるのだなと思いますけれども、こちらの詳細な内容について説明を求めたいと思います。

最後の項目になります。労働費に関してお伺いしたいと思います。労働費の中にあります鶴

岡地区雇用対策協議会負担金ということで計上されておりますけれども、こちらに関しまし

て雇用創出であったり地場産業の発展に寄与するものかなと思いますけれども、効果、また

は地元定着に関して、この協議会の動き、どのような形になっているのか説明をお願いしま

す。 

最後になります。一番下段、勤労者生活安定資金預託貸付金 400万円ということで、例年

計上されておりますけれども、令和３年の実績を見ますと新規貸し出しは０ということで、

貸し出し残高が 100万円そこそこということでありました。この預託貸付なので、今現在の

預託残高といいますか、そちらの方はどのぐらいになっているのか。また、新規貸し出しは

令和３年度は０でしたので、今現状どのような形になっているのか説明を求めます。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤企画調整課長。 

○説明員（佐藤 亮企画調整課長） 山形県タイ友好協会に関するご質問でありました。手元に

詳しい資料を持ち合わせておりませんので少し大まかなところになるかと思いますが、2018

年１１月に設立された協会のようでありまして、そのころから三川町もこの協会に加入して

いるというところであります。この協会については県内の多くの市町村、それから自治体の

みならず民間の企業なども加入している協会ということで把握しております。当然、国際交

流という観点からこれまでは新型コロナウイルスの関係であまり直接的な交流というのがで

きておりませんが、今後コロナが５類に移り、海外との交流も行われるようになれば、山形

県とタイとの人の交流、インバウンドが期待されるものと考えており、その効果が三川町に

もいくらか及んでくるものというように捉えております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木健康福祉課長。 

○説明員（鈴木武仁健康福祉課長） 健康福祉課分として２点お答えいたします。 

まず最初に４１ページ、高年齢者就業機会確保事業の補助金でございます。こちらの増額

要因に関しましては、この事業に関しましてはまずシルバー人材センターへの補助金になる

わけですけれども、そのシルバー人材センターで働く事務員の賃金が他市町と比較すると安

いということで、段階を踏みながら増額をするということで予算計上したものです。他市町

が月１８万円に対しまして本町が月１５万円ということで、令和５年度は１５万 5,000万円
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ということで考えているところです。 

２点目です。４８ページの健康増進事業の中の歯周疾患検診に関しましては、齋藤健康係

長がご答弁申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤健康係長。 

○説明員（齋藤 哲健康係長） ご質問をいただきました歯周疾患検診につきまして私の方か

らご回答申し上げます。こちらの検診につきましては様々な別の疾患に繋がる歯周疾患を予

防するため実施している検診でして、４０歳、５０歳、６０歳、７０歳の１０歳刻みの方を

対象としております。令和４年度の現時点での実績としましては１１名となっておりまし

て、昨年度よりも１名増という形になっております。 

また、こちらの検診の主たる目的としまして、今までかかりつけ歯科医がない方につき

まして、検診を通じてかかりつけ歯科医を新たに作りまして今後の治療に繋げていくという

ことで、すでに治療を行っている方も多くいらっしゃることから、こちらの検診の受診者が

少ないものと考えております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 丸山町民課長。 

○説明員（丸山誠司町民課長） 子育て支援医療給付事業に関するご質問でありますが、まず最

初に目的におきましては、やはり子育て世代の経済的な負担軽減というものがございます。

そういった中での効果という内容につきまして、どの程度負担軽減になったかということに

ついては実際の支給額でしか判断はできないわけですけれども、まずはその最終的な部分と

しましてやはり本町における子育てしやすい町や出生数の増加に繋がるものというように勘

案しているものでございます。 

この高校生までの医療費の給付を行うことによって受診が増えるという可能性は確かに

考えられますが、それがどの程度増えるかという部分に関しましてはデータを持ち合わせて

いないため回答できる内容は持ち合わせていないところでございまして、ただ、どの程度医

療費が増加するのかということに関しましては、中学生の医療給付における見込みの額で参

考にいたしますと、例えば令和３年度においては約 390 万円、令和４年度においては約 400

万円の見込みというように算定しておるところでございます。 

なお、医師不足に繋がる可能性等の課題があるのではないかというご質問でもありました

が、その件に関しましては健康福祉課長よりご答弁いたします。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木健康福祉課長。 

○説明員（鈴木武仁健康福祉課長） 医師不足もそうですし看護師の不足というのも全国的な

課題なのかなというように思います。そういった中で南部・北部定住圏自立構想のビジョン

により５市町連携の課題として捉え、広域的な取り組みとして広報等活動を行うということ

で捉えておるところです。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） 廃棄物対策処理事業におきます備品購入の関係でござい

ます。この備品につきましてはパッカー車、町の方で現在２台所有しておりますけれども、

そのパッカー車について、一定程度の年数が経過して老朽化が進んだということで更新をす
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るということで今回備品として計上させていただいたものになってございます。 

続きまして、ごみ減量の取り組みに対しての研修ということで、令和４年度に旅費を計上

させていただきまして職員の方が様々勉強するということでお話をさせていただいた件でご

ざいます。今年度、先進地を視察したいということで、担当の方で排出量が少ない市町村に

対して研修をしたいということでお話をさせていただいておりました。ただ、やはり新型コ

ロナウイルスの蔓延等がございまして、現地でのお話を聞くということについては叶わな

かったところでございます。 

その代わりということではありますけれども、その連絡をした際に、先方の取り組み状況

についてお話を伺うことができまして、やはりソフト面での充実、呼びかけ、周知、そうい

うものを充実しているんだということが分かったところでございます。やはりハード面とい

うものではなかったということが聞き取りされたところでありました。 

そのようなことがありまして、町の方といたしましてはソフト面の充実、こちらの方がや

はり効果的なのではないかということで、内部の方で話し合いをしておりまして、本年度そ

れから来年度以降につきましては出前講座、今までも出前講座をしたいということで考えて

はいたところでありますけれども、その小学校等町内会、必要に応じてそちらの方に職員が

出向いてお話をさせていただいて理解を深めていただくという活動を積極的に取り組んでい

こうということで考えておるところでございます。 

あとハードの整備ということでハードについての取り組みでございます。町の方といたし

ましても以前コンポストなり堆肥の処理機の補助なりということで取り組んでまいったとこ

ろでございます。近年コンポストについては、やはりその取り組みについて存在について皆

さまの方に周知していただいているのかなと。ただ、実際の取り組みについては町の方に要

望がないというところがございまして、今年度におきましても補助に対する金額の方は計上

させていただいておらないところであります。ただし町内会、それから住民の方からやはり

必要だというような声が上がってきた段階で、その取り組みの必要性について考えてまいり

たいと思っているところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 須藤産業振興課長。 

○説明員（須藤輝一産業振興課長） それでは鶴岡地区雇用対策協議会負担金についてのご質

問でございました。本協議会につきましては、関係行政機関諸団体との緊密な連携のもとに

労働力の確保並びに雇用の調整を図り、地域産業の発展に寄与するということを目的とする

ものでございます。新規学卒者の雇用促進、ＵＩＪターンの促進、離職者等の就業支援、労

働力の確保対策に対する事業等、さらには雇用情勢の調査・研究に関する事業ということで、

この協議会を通して実施をしておるというところでございます。 

町内におきましては製造業を中心に４事業所が加入をしておるというところでございま

すが、先程お話をいたしました新規の就業者につきましては、その事業説明等では実施をし

ておるわけですけれども、個々の事例についてその就業の段階での件数というものを特に把

握をしてございませんので、数字としての効果は特に持ち合わせてございませんが、連綿と

続くこの事業の中で、町内あるいは庄内の鶴岡地区の事業所の説明会ということを実施する
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ことにおいて、蓄積される分も含めてある程度の効果があったものということで考えておる

ところでございます。 

続きまして、勤労者生活資金預託金貸付金でございます。こちらにつきましては 400万円

ほど計上してございますが、同額を労働金庫が拠出をいたしまして、三川町の勤労者生活安

定資金の融資要綱に基づいて融資を実施するという形でございます。内容といたしましては、

自動車資金あるいは勤労者の教育、勤労者の福祉、あるいは勤労者の生活資金ということで

それぞれの資金について融資を行うということでございますが、近年新規の貸付者がいない

ということでございますので、今後もＰＲに努めてまいりたいということで考えておるとこ

ろでございます。 

現在の貸付残高については手元に資料がございませんので、後程お示しをしたいというよ

うに思います。 

○委員長（町野昌弘委員） ４番 佐久間千佳委員。 

○４ 番（佐久間千佳委員） それでは一つ目の質問から再質問させていただきますが、タイ友

好協会負担金がなぜ計上されているのかなと少し不思議に思って今回聞いてみたのですが、

確かにこれからインバウンドの復活ということで期待はされるところではありますけれども、

では本県においてインバウンドがどの程度来ているのかなと。コロナ禍前ですけれども、そ

れを見ますと、山形県にインバウンドとして外国人が訪れる順位としては大体全国で４０位

なんだそうです。そして、一番多いのが台湾、次に香港、中国、韓国と続いて、タイが５番

目ということで、なかなかニッチなところのインバウンドを広げようとしているのかなと。

リピーターとしても一番多いのは台湾の方が一番多いということなんだそうです。約４割が

山形県にリピートしていただけるということで、ただし、その内容もまだ山形市の方ですと

か内陸の方に偏っておりまして、ほとんどが蔵王関係の観光に来られるということで、庄内

の恩恵というのはまだまだ少ないんだなというように思っております。 

他のインバウンド関係の協会がないのかどうか分かりませんが、なぜタイだけに絞ってい

るのか。そして、影響はそんなにあるのかなと、無理しなくてもいいのではないかなと。タ

イの方の影響を本町にあるからといって協会の負担金をこのままずっと続けていくのかなと。

その辺の判断をもう少し客観的にといいますか判断してもよいのではないか。台湾の方の友

好協会があって負担金というのは分かりますけれども、その辺の動きが少し分からなかった

もので、それに関する見解を再度お伺いできればと思います。 

インバウンドに関しては、本町はまだまだ動き出した段階ですので、この友好協会に負担

金を払ってでもタイの方が来たときに、果たして対応できるのかというところも含めて見解

をお伺いしたいと思います。 

続きまして、シルバー人材センターに関する補助の件でありましたが、説明ですと事務員

の方の賃金の向上ということで説明がありました。若干増額するということでありましたけ

れども、今回他との比較でもまだ差異があろうかと思いますが、この小幅な増額に至った要

因といいますか、やはり人材確保の面で人件費というのが大変重要になってくると思います

ので、その辺同額程度にできなかった理由がもしあれば説明いただきたいと思います。 
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また、シルバー人材センターの方からはインボイスの関係で大変これから苦しくなるとい

うような請願もいただいております。その辺の対応を町としてはこういった補助的な考え方

として持ち合わせているのかどうか。その辺も併せてお伺いしたいと思います。 

続いて、子育て支援の関係でありますけれども、効果目的といいますのはその保護者の経

済的負担軽減、それはもちろんだと思いますが、では行政における目的というのは子育て世

代であったり人口増加策の一端であろうというように思います。しかしながら、やはり同様

の施策を広げることによってその効果というのが打ち消されてなくなるのではないかなと。

足並みをそろえることが行政としては得意といいますか、常套手段で行うわけでありますけ

れども、その真の目的といいますか、その軽減の先にある子育て世代を呼び込むそういった

目的というのがこの無償化では効果は出せないのではないかなと思います。その辺の見解を

お伺いしたいと思います。 

少し古いデータなんですが、平成２１年４月の段階では医療費無料化、高校生までしてい

る自治体が 817というような、少し古くて申し訳ありませんが、そういった数字はあります

けれども、今回本町も審議されるところで、分かっている段階で全国でどのぐらいの自治体

が無料化されているのか。または県内の状況。もし分かれば併せて説明していただきたいと

思います。 

これに関しては、そもそも自己負担が就学児ですと２割、小学生以下ですと３割というそ

もそもの負担をまず自治体で負担しましょうというところから始まって高校生まで拡大する

ということでありますので、これに関して数字がないとおっしゃっておりましたけれども、

東京大学で実証実験しているそうです。過去に行われた実験ですが、やはり無償化した場合

１０％医療費が増加しているということで実験がされているようでありました。それはゼロ

価格効果と言われるそうであります。やはり無料なので、些細なことでも医療機関にかかろ

うという気持ちがどうしても生まれてしまうということで、この増額に関してはそのゼロ価

格効果というものを加味されて検討されているのか。もし年度途中でそれが間に合わなくな

るような状況であれば補正をかけるという作業は必要かもしれませんが、当初予算の査定段

階でどの程度加味されているのかお聞きしたいと思います。 

それと併せて、この事業やはり一旦始めると後戻りはなかなかできないと思います。兵庫

県の三田市においては所得制限を設けて行ったところ、受診率が１０％下がったということ

で、やはり今後効果、影響等も鑑みながら一旦戻るということも考えておかなければならな

いと思いますけれども、その際の判断をどのように行っていくのか。所得制限等を将来的に

検討されるぐらいの事業設計をしているのかどうか、そこをお伺いしたいと思います。 

続きまして、歯周疾患検診に関しまして、その新たな検診かかりつけ医を見つけ出しても

らうというような目的であったということで、４０歳というのが若干遅いのかなというよう

に思いまして、歯科医の方に聞きますと、やはり３０歳中盤ぐらいから歯周病が広がってき

ていて、それはもう後戻りできないと。４０歳からでは若干遅いのではないかというような

こともお聞きしましたので、ぜひここは早めに歯のケアをできるような体制、町としてバッ

クアップできないものかと思いますので、その早期の検診に関しての見解をお伺いしたいと
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思います。 

続いて、ごみ減量化の件でありますが、研修がなかなかできないところで先進地の情報を

仕入れたり様々な動きは途中で確認させていただいておりました。その中で重要なのがソフ

ト面での充実ということで、出前講座を検討されるということでありましたが、その研修の

中で出前講座以外にもソフト面充実されているような先進自治体があったのかどうか、その

辺をお伺いしたいと思います。 

本町において行える範囲で進めていこうということであろうと思いますが、その辺に関し

てもしあればお伺いしたいと思いますし、ハード面での助成に関して支援に関して要望がな

いのでというような答弁でありましたが、議会からも提言書等を出させていただいています

ので、住民の声はもちろん大事ですけれども、議会の声も大事にしていただければなと思い

ますので、その辺に関して少し見解をお伺いしたいと思います。 

次に、パッカー車の備品購入ということでしたが、備品購入ということになるのですね。

こちらは契約上備品購入したものに関する負担金といいますか、そういったものは本町持ち

と。例えば鶴岡市がそういったものを買った場合も鶴岡市持ちとなり、この業務委託料に入っ

てこないかということを一旦確認させていただければと思います。 

最後になります。まず鶴岡地区の雇用対策協議会に関しまして、地元定着がやはりなかな

か難しい状況なのかなと思いますが、令和４年１２月現在の資料ですけれども、ハローワー

クが出している資料、令和５年３月新規高等学校卒業予定者の職業紹介状況ということで、

地元就職が 3.28倍もあるということで、かなり地元で働きに働いてもらいたいというような

状況が大きいので、その辺の対策といいますか、そういった地元定着に対する対策をこの協

議会においてどの程度効果的に行うのか。その辺もしあれば教えていただきたいと思います。 

最後ですけれども、先程の勤労者生活安定資金に関しては、貸付残高が令和３年の段階で

104 万 5,807 円ということで、その 400 万円というのを預けるということでありましたけれ

ども、利用実績がないことに対して 400万円計上するという根拠、そういう条件なのかどう

なのか、そこの説明を再度お願いしたいと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 暫時休憩します。            （午後 １時５９分） 

○委員長（町野昌弘委員） 再開します。              （午後 ２時２０分） 

引き続き審議を行います。佐藤企画調整課長。 

○説明員（佐藤 亮企画調整課長） 山形県とタイとの国際交流、友好協会の関係のご質問であ

ります。もともと国際交流の活動につきましては、お互いの国または地域ともともと何らか

の繋がり、結びつきがあり、それを基とし、協会など組織体制が作られてきたものというよ

うに捉えております。本町ではこのタイ友好協会の他に鶴岡田川地区の日中友好協会にも関

係しており、そちらについてもだいぶ古い年代からこの協会が立ち上げられてきたというこ

とでありました。 

山形県タイ友好協会については自治体のみならず民間企業主導で行われてきた活動であ

り、県内の 220数団体が関わっているものというように聞いております。そういった官民合

わせての取り組みが全県で行われ、その一環としてお互いの国と人の交流を行いつつ、友好
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を深めながら経済的な効果も得ようという活動だと捉えております。 

具体的に三川町にどれだけの効果があるのかというようなご質問でありましたが、まるき

りこういった活動をしていなければ何ら効果は見込めないものでありますが、三川町として

年間１万円という少額の負担金ではありますが、この友好活動に参加していることにより、

将来的に全県にわたるインバウンドの効果も現れる中で、三川町にとっても効果が期待でき

るものというように捉えております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木健康福祉課長。 

○説明員（鈴木武仁健康福祉課長） まず１点目のシルバー人材センターの補助金の件ですけ

れども、人材確保の上ではやはり賃金は大切な項目なのかなと思います。今後も財政状況や

他の事業等とのバランスを考えながら検討していきたいなと思います。 

それからインボイス制度への対応ですけれども、現在のところ補助としての考え方はあり

ません。今後シルバー人材センターと情報交換、それから相談、そういったものを踏まえな

がら対応を一緒に検討してまいりたいと思っているところでございます。 

最後に歯周疾患検診でございます。４０歳で遅いのではということでしたが、こちらは健

康増進法で決まっている年齢での検診となっております。３０代への早めのケアというよう

なお話もありました。生活習慣の多様化等で様々な健康課題がやはり増えてきているのかな

と思います。今後も生活習慣改善のみならず、早期発見、早期治療の視点で町民に検診受診

への啓発を推進してまいりたいと思っております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 丸山町民課長。 

○説明員（丸山誠司町民課長） 子育て支援医療給付事業に関してのご質問でありますが、まず

最初に目的と効果という部分であるわけですが、先程の答弁でも申し上げましたとおり、ま

ずこの事業における目的としましては、子育て世代の経済的な負担軽減であるというもので

ございます。まず経済的負担の軽減を行うということの上位の目的、またさらにその上の目

的というようなことを考えれば、子育て世代から町内に来ていただくというようなことや、

または若者世代の増加といったようなこともあろうかとは思います。 

ただ、近隣の市・町と足並みをそろえるような形でこの事業拡大を行うという部分に関し

まして、それが子育て世代の増加に対する効果が打ち消されるという懸念でありますが、よ

りその近隣の市・町から移住していただくというだけではなくて、やはり県外からの移住等

も含めまして考えていく必要があるんではないかと思います。 

そういった中で、庄内地域がこの度子育て支援医療給付事業を足並みそろえて高校生まで

拡大するということは庄内地域全体のイメージアップにも繋がっていくということで、そう

いった中におきまして、よりこの移住者の増加に結びつけていけるようにしていく必要があ

ると思うわけであります。 

全国のこの医療給付事業の高校生までの適用状況でありますが、私どもも古いデータしか

持ち合わせておりませんが、2020年４月１日時点で、子どもの通院費につきまして、高校生

まで独自に助成している市区町村の数といたしましては 733市区町村というように把握して

おります。また、県内の状況でありますが、令和４年度までは２８市町村が高校生まで適用
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しているという状況でありますけれども、令和５年度におきまして本町も含めまして、残り

の７市町が高校生までの適用を拡大するという予定でお聞きしております。なお、この中に

は入院費のみの適用という市・町もあるというように聞いております。 

それと、この高校生に適用拡大するということで、医療費が増加することに相まって、ま

ず今まで以上に医療が増加するのではないかという懸念はあるわけですけれども、実際のと

ころ高校生がどの程度今医療を受けられているかというデータの集計は行っていないと、実

際に行うのが非常に困難だというようなことで、先程も中学生の場合のデータをご説明申し

上げておりますので、そういった数値の部分についてはご理解いただきたいというように思

います。 

なお、先程の答弁でも申し上げましたが、受診の増加に繋がる可能性という部分について

は否定するものではありませんが、なお、本町といたしましては、適正受診をしていただく

よう引き続き皆さんに周知してまいりたいというように思っております。 

所得制限の関係につきまして、現時点におきましては所得制限をかけるというような考え

は持ち合わせていないという状況であります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） それでは廃棄物処理事業の物品購入の部分でございます。

パッカー車についてでありますけれども、パッカー車につきましては三川町が所有しており

まして、三川町にお住まいの方に対してその車両を貸与し、収集を行っているものでありま

して、そこで使用しているパッカー車、三川町だけで使っているものであります。鶴岡市は

鶴岡市の方で対応、三川町は三川町ということで、各々で収集を行っているところでありま

す。 

続きまして、先進地の視察の関係でございます。本年度その先進地と言われるその排出量

が少ない市町村に対してその内容とお聞き取りをさせていただいているところでありますけ

れども、その中で皆さんおっしゃるにはやはり周知啓発に尽きるというところでございまし

た。大きなハード事業、設備的なものではなく、やはり皆さんに理解を深めていただくのが

一番だというようなことで聞き取りをさせていただいたところであります。その内容があり

ましたので、町の方といたしましてもやはり周知が大切だということで、ソフト事業、出前

講座なりの周知活動に重点を置きたいということで考えたところであります。 

また、議会の提言等ご意見をいただいたことについてではありますけれども、これにつき

ましては、やはり皆さま議会の声、それから住民の声、それから各種団体組織の声、様々町

の方にもお話が入っております。こちらの方をお聞きしながら、より効果の出るもの、内容

的に充実できるものを探りながら対応してまいりたいと思っているところでございまして、

議会の皆さまの方から以前も提言はいただいたところではありますけれども、様々な情報等

をお持ちの際は担当の方にお伝えいただき、内容等を勉強させていただければありがたいと

思っているところでございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（町野昌弘委員） 須藤産業振興課長。 

○説明員（須藤輝一産業振興課長） 鶴岡地区の雇用対策協議会の先程のデータによりまして、
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地元の高校生の地元定着に対する政策についてのご質問でございました。先程データをお示

しいただきましたとおり、鶴岡地区雇用対策協議会の会員の企業といたしましても、ぜひ地

元の方からの就職ということで様々な取り組みを行っておるというところでございます。例

えば、鶴岡市内の高校でのガイダンス、あるいは高校生の地域雇用を考える懇談会等を開催

して高校生の地元就職について進めておると。その意味で、その求人の倍率が高いものがあ

るというところでございますが、残念ながら当の高校生の方からしますと、例えば労働条件、

賃金等の関係もございまして、県外への就職を希望される方がやはり多いということがござ

いました。 

この中で、新卒での地元企業への就職ということが当然望ましいということで取り組んで

おるわけでございますけれども、例えば既卒の方、あるいは県外に一度就職等をされて、い

わゆるＵターン等、あるいは新規にぜひ庄内鶴岡地区の方での就業ということで、先程もお

話をしましたがＩターン、Ｊターン等の希望の方、こちらの方を対象としまして、今年度か

らになりますけれどもオンラインの企業の説明会ということも実施をして労働者の募集に努

めておるというところでございます。 

今後とも、実は鶴岡地区雇用対策協議会の団体としてもそうなんですが、酒田飽海地区、

あるいは庄内総合支庁とも連携をして、庄内全体の中での雇用の創出、あるいはマッチング

ということで取り組んでまいりたいということで考えているところでございます。 

第２点目ですけれども、三川町勤労者生活安定資金のまず貸し付け状況でございますが、

先程委員からお示しをいただきました 104万 5,807円につきましては、令和４年３月３１日

での貸付残高ということでございます。令和５年１月末の貸付残高といたしましては６７万

4,021円ということでございます。 

先程ご指摘がありましたとおりに、新規の貸し付けの方はいらっしゃらないということで

ございます。これだけの予算措置が必要かというご質問であったかと思いますけれども、先

程大まかに中身のご説明をいたしましたが、まず勤労者の生活資金ということで、セーフ

ティーネット的な意味合いを持つというところが１点。それと自動車運転資金であるとか教

育資金ということで、労働者の生活を豊かにするという部分の資金ということで、現在国全

体の動きとしては、いわゆる賃金の上昇というものが取り組まれておるというところでござ

いますが、現時点での物価の上昇、あるいは電気代等の資金の上昇ということもございます

ので、当然当面の生活資金ということなら貸し付けも可能でございますので、ぜひとも今後

ともＰＲに努めながら、その意味ではご指摘があったとおりに、実は平成２９年に 500万円

ずつ 1,000万円の資金から現在の 400万円ずつ、労働金庫からも 400万円ずつの 800万円の

資金に変更しておるところでございます。 

ただいま申し上げましたとおりに、社会状況を見ながら今この基金の額については検討し

てまいりたいと思いますが、お話をいたしましたとおりに必要なときに必要な方に届けられ

るようにということで、準備を怠らないようにしてまいりたいということで考えているとこ

ろでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ２番 佐藤栄市委員。 
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○２ 番（佐藤栄市委員） 初めに３２ページ、企画費の中でやまがたハッピーサポートセン

ター負担金というのがありますし、これに関しては昨年度も出しているようです。今度はそ

のサポートセンターの登録料の補助金という形の中で、半額の 5,000円を１０人にという予

算を組まれているようですけれども、令和４年度の実績としてはどのくらいの人が入ってい

るのか最初に聞きたいと思いますし、婚活支援事業費補助金というのがあります。先程の県

のもので、これは町自体で行っている事業かなと思いますけれども、これの説明をお願いし

ます。 

それから、３３ページの開発費に職員出張旅費がありますけれども、これの内容を教えて

いただきたい。 

それからその下の電子計算費、電算処理業務委託料が出ています。電算処理業務委託料と

いうのは年々上がっていくというイメージだったのですけれども、昨年より 1,000万円弱下

がっています。予算が低くなっていますけれども、これの要因をお聞きしたいと思います。 

３４ページの交通安全対策費に関して、今度新たに高齢者の安全運転支援装置設置促進事

業補助金が出てまいりました。この２５万円の数字の根拠、というか計算の仕方を教えてほ

しいなと。それから、そのすぐ上の工事請負費、これは何なのかも伺いたいと思います。 

それから３５ページ、先程ありました防犯灯の改修事業補助金でありますけれども、町内

会の補助金ということでした。ずっと毎年助成はしてきたわけですけれども、まずは町の総

務課に関わる出費と建設環境課に関わる出費の部分は全部 LEDに変わったという認識をして

いますけれども、それでいいのかどうか最初に伺いたいと思います。各町内会の LED化もど

のくらい進んでいるのか、パーセント等で教えていただければありがたいと。 

それから４１ページ、社会福祉費ですけれども、寿賀敬老事業があります。今年はどのよ

うな形で考えているのか伺いたいと思いますし、その次の高齢者地域活動支援事業、老人ク

ラブ活動費補助金ですけれども、これは県が半分出して、町も半分で支援しているお金のよ

うですけれども、その県から来る支出金はどのような計算の仕方で下りてくるのかの説明を

いただきたいと思います。 

それから４７ページ、保健衛生費ですけれども、重粒子線がん治療患者支援事業扶助費が

あります。これも県から半額来て町で半額足した予算になっていますけれども、この三川町

の住民の中に重粒子線がん治療を受けている人がいるんだという解釈の仕方でいいのかどう

か伺いたいと思います。 

予防費の中で、昨年までは新型コロナウイルスの予防接種があったのですけれども、今年

は載っていないようです。新型コロナウイルスの予防接種に関しては町の職員も慣れない中

だいぶ苦労して行っておりました。おかげで、最後の方、５回目にはスムーズな運営の仕方

をしていたというように捉えています。大変ご苦労さまでしたと思っておりますけれども、

この件に関しては、国は来年の３月まで予防接種は無料で行うという考え方でいるようです

けれども、それの説明をしていただきたいと思います。 

それから、子宮頸がん予防ワクチン接種事業扶助費１９万 3,000円ですけれども、これの

数字の根拠をまず伺いたいと思います。 



- 43 - 

あとは、４８ページのがん検診受診向上対策事業負担金にこれは絡めて質問ですけれども、

がんの検診によりがんの早期発見が一番大事だというようにずっと教わってきましたけれど

も、この今の現状について少しお伺いしたいと思います。 

それから４９ページ、資源回収推進事業補助金ですけれども、昨年よりも若干であります

けれども少なくなっているようです。これに関しては資源回収の回数とか、町内会や育成会

で頑張って行っているわけですけれども、それが不足になったのかどうか。状況説明をお願

いしたい。減った要因をお伺いしたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤企画調整課長。 

○説明員（佐藤 亮企画調整課長） それでは３点のご質問がありました。 

まず１点目、やまがたハッピーサポートセンターに係る登録人数の件でありますが、すみ

ません手元に最新のものがなく、令和４年３月末ですので令和３年度分なんですけれども、

こちらの状況は登録者が男女１名ずつの２名というような形での登録でありました。それか

ら令和５年度予算に計上しておりますやまがたハッピーサポートセンター登録料補助金５万

円でありますけれども、先日の一般質問の中でも説明をさせていただきましたが、ハッピー

サポートセンターの方で令和５年１月からＡＩを使ったマッチングシステムを導入しており

ます。このシステムへの登録料が２年間で１万円というようなことでありますので、その半

額２分の１の 5,000円分を補助したいというように考えております。令和５年度予算では１

０人分の予算計上をしたところであります。 

続きまして２点目、開発費におけます旅費の内容でありますけれども、こちらにつきまし

ては、毎年庄内開発協議会において庄内地区の重要事業要望ということで、山形県庁はもち

ろんのこと国土交通省なり中央省庁への要望活動を行っているところであります。その際の

職員の旅費ということで予算計上しています。 

３点目の電子自治体推進事業費の電算処理業務委託料の減額の要因でありますが、令和４

年度におきまして三川町ＤＸ推進計画に基づいて国の施策に基づきます行政のオンライン化

などの取り組みを行ってきたところであります。そういった経緯の中で予算計上しました行

政手続オンライン化ネットワーク機器業務委託、こちらがマイナスの 671万円、令和４年度

で業務が終了するということでなくなった部分であります。その他、山形県とのセキュリティ

クラウドの移行に伴う庁内ネットワークの設定業務委託もあったわけですが、こちらも終了

したということで 102万 3,000円の減、それから地方公務員等共済組合法の改正に伴う人事

給与システム改修の業務委託、こちらも終了したということで 232万 1,000円などがあり、

この業務委託の部分で 1,040万円ほどの減額になり、これらを含んでの令和５年度予算要求

としたところであります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） 大きく二つのご質問をいただきました。 

まず１点目の交通安全対策におけます高齢者安全運転支援装置設置促進事業についてで

す。この事業につきましては令和５年度からの新規の取り組みであります。先の議会等で議

会からの提言書にもあったかもしれません。高齢者の交通安全に資する事業ということでい
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ただいた内容等も参考に新たに設定することを予定しております。 

その内容につきましては、後で担当の危機管理の齋藤総務課長補佐より説明させます。併

せて、その上にあります工事費についても同じく追って説明させていただきます。 

２点目、安全で明るい町づくり推進整備事業についてでありますけれども、この事業費に

おいては、当課で担当します、いわゆる街路灯を除いた防犯灯について、その LED化の進捗

状況ということになろうかと思います。その状況につきましても、前段と併せ、齋藤補佐よ

り説明いたします。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤総務課長補佐。 

○説明員（齋藤一哉総務課長補佐） 私の方からお答えさせていただきます。 

まず高齢者安全運転支援装置設置促進事業でありますけれども、これはアクセルとブレー

キの踏み間違いがよくあるということで、そちら踏み間違えた際に急発進を抑制する機械、

既存の車に後付で付ける機械を想定しております。補助率としましては１／２で、上限２万

5,000円。来年度予算に関しては１０件で２５万円ほどの予算計上しております。 

続きまして工事費の内容ですけれども、こちらは町民等からの要望を受けて、まず道路に

注意喚起を促す白線的なところを引く工事を考えております。一時停止ですとか横断歩道等

の交通安全を指示する線とか印というのは町では付けることができませんので、そういうも

のではなくて、道路の中に線を引いて、指示線等にはならない注意喚起を促す線等を考えて

おります。場所に関しましては、東郷小学校の北側の農道から県道にあたる丁字路みたいに

なるのですけれども、そちらに１ヵ所。もう１ヵ所が土口町内会から押切中町町内会に通ず

る道のブロイラーのあるところの農道との交差点、その２ヵ所を計画しているところです。 

続きまして、防犯灯の LED化に関してですけれども、町管理の防犯灯に関しましては 100％

LED 化が完了しております。町内会管理の LED 化に関しましては、今現在こちらで把握して

いるものから推測しますと、今現在で 92.8％ということで、約９３％近くが LED化になって

いるものと考えております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木健康福祉課長。 

○説明員（鈴木武仁健康福祉課長） 合計６点ほどのご質問があったかと思います。 

１点目の寿賀敬老事業につきましては、令和４年度より寿賀のつどいを出席状況や町内会

の負担を考慮の上廃止し、寿賀祝い品を贈呈するスタイルに変更しております。内容として

は、米寿対象者には賀詞、金婚者には田田ペアお食事券または記念写真撮影券、最高年齢者

には花束、百寿には祝い金と花束をそれぞれ町長が直接訪問し、贈呈しているという状況で

ございます。 

２点目の老人クラブの県からの補助内容につきましては、積算内容を木村福祉主査よりご

答弁申し上げます。 

続きまして３点目、４７ページ、重粒子線がん治療患者支援事業扶助費でございます。こ

ちらの方は公的医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる山形大学医学部附属病院での

重粒子線治療に要する経費のうち町が最大６２万 8,000円を助成するものでございます。こ

れは全県で取り組むということにしておりまして、一人分予算を措置している状況でござい
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ます。 

４点目の新型コロナウイルスの関係、それから５点目の子宮頸がん、６点目のがん検診の

現状につきましては、齋藤健康係長がご答弁申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 木村福祉主査。 

○説明員（木村 功福祉主査） それでは老人クラブ活動費補助金の積算根拠についてご説明

させていただきます。こちらの補助金につきましては、予算書の２１ページ、１６款２項２

目民生費補助金のうち老人クラブ活動費補助金２８万 9,000円の積算根拠になります。こち

らの方は、まず単位老人クラブに対しましては４クラブございまして、１クラブ当たり

1,750 円に１２ヵ月を掛けまして、さらに２／３を乗じた額５万 6,000 円を計上しておりま

す。その他、老人クラブ連合会の方になりますが、こちらは１０万円プラス４０円掛ける登

録人数ということで 254 人分を見込みまして、さらに２／３を乗じる、こちらの方は７万

3,000円を計上しております。 

その他に、高齢者いきいき活動支援事業費補助金がございまして、老人クラブ連合会が実

施いたします女性会員研修会、それから歌声なの花活動事業、高齢者いきいきフェスティバ

ルの事業費２４万円に２／３を乗じまして１６万円を計上しています。こちらを合算したも

のが２８万 9,000円となるところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤健康係長。 

○説明員（齋藤 哲健康係長） 私の方から３点ご回答申し上げます。 

1 点目、新型コロナウイルスワクチン予防接種に関してになります。こちらは国の令和５

度の新型コロナワクチン接種に関する方針の策定が遅れていたため、当初予算には歳入歳出

ともに計上しておりません。令和５年３月７日に国の厚生科学審議会予防接種ワクチン分科

会で実施方法が検討され、３月９日に自治体に説明があったところですが、令和５年度につ

きましては全額公費負担による接種を継続し、令和４年秋に接種が始まったばかりの小児の

追加接種と乳幼児の初回接種につきまして接種体制を継続するとともに、初回接種を完了し、

前回接種から３ヵ月以上経過する方を対象に、５月から８月の春夏シーズンに６５歳以上と

基礎疾患があったり、医療介護施設等の従事者など感染リスクが高い方の接種を実施する予

定です。次に、９月から１２月の秋開始接種では、春夏で受けた方も含めて、５歳以上の全

年代で１人１回の接種機会が設けられる予定です。 

続きまして２点目、子宮頸がんワクチンになります。こちらにつきましては、令和４年３

月まで重篤な副反応が見られたことから積極的な接種勧奨を差し控えてきたところですが、

国の方の審議会の決定を受けまして、令和４年４月から定期接種などの積極的な勧奨を再開

しているところであります。４７ページに計上しております子宮頸がん予防接種予防ワクチ

ン接種事業扶助費につきましては、その積極的勧奨を差し控えていた期間、令和４年３月ま

でに自費で接種を受けた方につきまして、そちらの接種費用につきまして自費で払った分を

償還払いするための費用になります。こちらの方の計上としましては、４名１２回分で積算

の方を行っております。また、こちらは償還払いですので、過去に受けた方が対象になるの

ですけれども、これから受ける方につきましてはキャッチアップ接種という制度で、予防接
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種委託料の中で新たに定期接種になる方と合わせまして４７名分の方を計上しているところ

です。 

続きまして３点目、がん検診の受診に関してですけれども、がん検診の受診率につきまし

ては、令和４年度に関しましては現時点で把握している受診者数を単純に対象人口で割った

場合の受診率は、肺が 28.2％、胃が 16.2％、大腸が 23.2％、子宮が 15.5％、乳が 17.8％と

なっています。こちらの受診率は令和３年度実績よりも若干低い数値となっていますが、ま

だ委託先から報告が来ていない分もあり、そちらを加味すると令和３年度とほぼ同水準にな

るものと見込まれます。 

令和５年度の当初予算につきましては、新型コロナウイルスで落ち込んだ受診率が、令和

３年度以降コロナ禍前の状況に回復しておりますので、そちらの傾向が続くものと考え、令

和４年度と同程度の受診者数を見込み計上しているところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） 資源回収推進の補助金に関するご質問でございました。

金額的に昨年度の予算と比べまして、幾ばくかの減額ということで今回計上させていただい

たところでございます。その内容といたしましては、単価については今までと同様の単価で

計算しているところではありますけれども、その回収にあたる育成会等の活動内容、それか

ら過去の実績等を踏まえて、その収集量が若干減少するのではないかということで減額させ

ていただいたものになるものでございます。 

なお、その減額となった部分につきましては、町のリサイクルステーション、それから

個人での排出等、他の手法を使って適切な排出をされているものもあるということで、純粋

にこの活動が衰退したというところだけでは捉えていないところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ２番 佐藤栄市委員。 

○２ 番（佐藤栄市委員） 最初に企画費と婚活支援事業費補助金について、これは町のだと思

いますけれども、先程答弁がなかったのでお願いしたいというように思いますし、以前はル・

ポットフーも絡んで町で継続的に、コロナ禍前ですけれども行われていたという記憶があり

ます。これと同じことだというように捉えていいのかどうか伺います。 

それから開発費に関しては、以前町長がトップセールスということで各企業回りをして様

々な情報を集めたりお願いして回った時期がありました。そのときは職員も遠くへ出張し

て、飛び込みはなかったのかと思いますけれども、様々な企業に足を運んだという経過があ

りました。桜木地区の住宅開発が進んで人口増加を今考えているわけですけれども、やはり

働く場も一緒になって今から動いていく必要があるのかなというように考えたときに、ぜひ

またこういう活動、ご苦労ですけれども町長によるトップセールスをしてもらうのが一番印

象に残るのかなというように考えていますのでお聞きしましたし、これは当初予算にはない

ようですけれども、機会があったらお願いしたいなというように思います。 

それから、交通安全に関しての白い線引きというのは、説明を聞きましたけれども、ま

だイメージができなかったので、もう一度説明いただければありがたいなというように思い

ます。 
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防犯灯に関してはいいです。９３％、あとわずかですので、何とか 100％になってもらい

たいというように思います。 

それから、寿賀敬老事業に関しては、コロナ禍前の形は取らずに、コロナ期間中の形を

とって令和５年度は行っていくという捉え方でいいのかどうか。再度確認したいと思います。 

老人クラブに関しては、連合老人クラブに入る団体が年々少なくなってきているようで

すけれども、それが減るということは県から来る予算は間違いなく減るという捉え方をして

いいのかどうか。最後にはその単位クラブがなくて、仮に三川町老人クラブというのが一つ

残ったときには、その分は確保できるという形になるのか。その辺を教えていただきたいな

というように思います。 

重粒子線がん治療というのは、これは三川町に患者がいるというのでなくて、全県でそう

いう人たちを応援していこうということだというのを理解しました。ということは、この支

出に関しては毎年出てくるという捉え方をしていいのかどうか。 

それから、新型コロナウイルスワクチンは今年もあって対応していくというお話でした

けれども、それの連絡の仕方、ＰＲの仕方をどのように考えているのか伺いたいと思いま

す。 

子宮頸がんに関しては分かりました。がん検診に関しては受診率は前と同じとありまし

たけれども、私が聞き漏らしたのか、数字でどのようにどのくらいになっているのかもう一

度お伺いしたい。 

それから資源回収に関しては、単価が同じ、変わらないんだよというのであれば、単に

資源回収推進事業で集める量が減ると、その量が減るという見込みを立てた要因が少し分か

らないです。町内会や育成会、子ども会で行う数が減るのかどうか。少しその辺をもう一回

確認したいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤企画調整課長。 

○説明員（佐藤 亮企画調整課長） 二つの質問がありましたが、まず１点目、企画費におけま

す結婚推進事業の中の婚活支援事業費補助金１０万円についてでありますけれども、これに

つきましては令和４年度まで実施してきた補助金でありますけれども、町内で行う婚活事業

を実施する個人または団体に対する補助金ということで、令和４年度までは２０万円の予算

を計上していたところでありますが、これまでの令和４年度の実績から新型コロナウイルス

など様々な要因があろうかと思われますが、実績がなかったということで減額をし、令和５

年度１０万円の予算計上をしたところであります。引き続き、この婚活推進事業が希望する

個人・団体が出てくるようにＰＲなどの周知を図っていきたいというように考えておりま

す。 

２点目の開発費に関するトップセールスというご質問でありました。桜木地区の住環境

整備事業について、令和５年度事業を実施する予定であります。その開発の目処が立ちます

と、今度は三川町産業団地の拡張というようなことも考えているところであります。そう

いった開発、新たな産業団地の開発にあたり進出企業を募集するわけですが、そういった経

緯の中で町長からのトップセールスというのは考えられることだとは思いますので、令和６
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年度以降、必要に応じてそういった予算は計上していきたいというようには考えておりま

す。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） 質問についてはその LED化がより進むようにということであっ

たかと思います。まず LED化については率が普及するよう努めてまいりたいと思います。 

それから２点目の白線については、改めて齋藤一哉総務課長補佐より説明いたします。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤総務課長補佐。 

○説明員（齋藤一哉総務課長補佐） 改めまして説明をさせていただきます。線を引くというこ

とで、イメージしているのは、コの字型でまず道路に線を引くことを計画しております。と

言いますのは、一時停止とかという停止の指示に関する表示は町では引けないことになって

おりますので、まずドライバーがここに止まらなければいけないなと思えるような線という

ことで、道路の中心と脇から縦に一本と、止まってほしいところに横一本、コの字のような

形で線を引くようなことを計画しています。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木健康福祉課長。 

○説明員（鈴木武仁健康福祉課長） それでは何点かご回答したいと思います。 

まず１点目の寿賀敬老事業に関してですけれども、こちらの方は新型コロナウイルス関係

なく、今後このようなスタイルで継続して取り組んでいきたいと考えているところです。 

２点目の老人クラブの関係ですけれども、こちらの方は県の補助金が先程ご答弁したよう

に人数割、均等割、それから老人クラブの事業割という形になっておりますので、結論から

は結局は県の要綱に従って取り組んでいるというところですので、県の要綱等を確認しなが

ら取り組んでいきたいなというように思っております。今後老人クラブへの加入人数がやは

り生活の多様化等で減少している傾向もありますので、人数の部分が減っていってしまって

いるので減少傾向はどうしても止められないのかなというところもあるのかなと思っており

ます。 

３点目の重粒子線がんの関係ですけれども、こちらの方は県との連携事業でありますの

で、県との状況を見ながら予算は今後も考えていきたいなというように思っております。 

４点目の新型コロナウイルスの今後の連絡状況ということでしたけれども、先程お話を

したように、昨日町への報告があったばかりです。今後様々町の方針・計画等も煮詰めなが

ら対応していきたいなと思っているところですが、できるだけ早くお知らせするということ

で、４月１日のお知らせ、全戸配布のチラシ等は考えているところでございます。 

最後にがんの検診状況の数値に関しましては、齋藤健康係長がご 答弁申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤健康係長。 

○説明員（齋藤 哲健康係長） 私の方から令和４年度のがん検診受診率等につきましてご回

答申し上げます。令和４年度のがん検診につきましては、肺がんが1,312名の受診で28.2％

の受診率、胃がんが877名の受診で16.2％の受診率、大腸がんは1,264名の受診で23.2％の

受診率、子宮がんが482名の受診で15.5％の受診率、乳がんが233名の受診で17.8％の受診

率となっております。こちらはあくまで現時点での把握している数字となっております。以
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上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） 集団資源回収の関係でございます。この集団資源回収の補

助金につきましては、あくまで育成会、それから町内会等で行っている資源回収に対する補

助金ということでございまして、全体の発生量とはまた別物ということで解釈しているとこ

ろでございます。今回この補助金の金額が減少したというものにつきましては、育成会等で

の活動が近年、その収集量も落ちているという部分、こちらの方を反映して計上させていた

だいたものになってございます。 

なお、その動向といたしましては、新聞雑誌等の紙類の減少、それから生活様式の推移な

のか、一升瓶等の減少、こちらの方でやはり発生量そのものが減っているというものがある

のかなということで捉えているところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ６番 鈴木淳士委員。 

○６ 番（鈴木淳士委員） それでは、私からは時間のないところですので、二つに絞って確認

したいと思います。 

少し前後しますけれども、まず１点目は廃棄物処理の関係で、もう１点は午前中最後の部

分で質問しました学童保育の関係について再確認したいと思います。 

初めに廃棄物処理に関しましては、今、同僚委員から様々質問があったとおり、非常に当

局で頑張っていらっしゃる、啓発活動・啓蒙活動も様々展開しながら頑張っていらっしゃる

という部分については評価するところでありますけれども、私から確認したいのは、以前か

ら確認しております廃棄物処理業務委託料、それから一つを置いて、一般廃棄物焼却施設等

整備事業負担金、これの内容についてでありますが、この２項目につきましては、鶴岡市か

らの業務委託に伴う委託料としての請求であろうというように認識した上で、地方財政法第

９条第１項に規定されております内容としましては、地方自治体の事務、これはすべての行

政事務のことを言うわけですけれども、それを行うための経費については、当該地方団体、

三川町が全額をこれを負担すべしという地方財政法の規定があるわけですが、それに関連す

る話として、同じく地方財政法の第２８条の２第１項においては、法令の規定に基づき経費

の負担区分が定められている事項、つまりは今お話をしました第９条、各自治体で行うべき

事務についての負担については、それぞれが定められている事務については、他の地方団体

に対し、この事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互間における

経費の負担区分を乱すようなことをしてはならないという規定がなっているわけです。 

つまり、法令等で定めておる負担金、それはどういう場合を言うかというと、一部事務組

合等を構成して、その中で負担割合等を決めたもの以外は、他の市町村に負担金として求め

ることはできないという地方財政法の基本的な考え方があるにも関わらず、依然として業務

委託契約を結んだ内容の一部を負担金として予算計上するということについては、これは相

手方の鶴岡市に対して誤解を招くような項目になるわけですので、この取り扱いについての

所見をお伺いしたいと思います。 

この鶴岡市からの業務委託料の算定内容については、まさにこの負担金として計上してい
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る部分に施設整備事業に関する負担金相当部分の委託料として計上なって鶴岡市から請求に

なってきているわけですので、先程歳入で指摘しました子育て交流施設使用料、これについ

ては、もう当初レベルから月額１０万円というようなお話があったわけですけれども、これ

に対しての答弁として、ページ数でいくと４４ページ、学童保育支援事業総額 3,074万 2,000

円、そのうち学童保育所運営費補助金として 2,095万 8,000円が計上になっているわけです

が、この内訳と、テオトルという施設の減価償却費、本体の減価償却費、どれくらいの投資

経費がかかっているのかというような部分を比較した上で、この補助金の請求内容及び補助

金交付の積算内容について、細かい部分ではありますけれども、確認したいと思います。 

もし時間の都合があるようであれば、１３日月曜日にその資料を頂戴するということでも

構いませんので、ご対応をよろしくお願いいたします。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） まず１点目の負担金、委託料ということでのご質問でございま

した。ご質問でありましたとおり、ごみの焼却に関わらず、本来、市町村・自治体が行うべ

き業務、それを自ら行うことができる以外にも他の事業者等への委託ということで、その事

業の主体性を持って事業に取り組むことができるとされているものであります。 

負担金につきましては法令等により負担金もございますが、それぞれ市町村・自治体が行

う事業において、それを享受といいますか、事業から得られる受益等に鑑みて、一定の事業

費の一部を負担する。これも負担金の性質であろうということで認識していることでところ

であります。 

ご質問にありました廃棄物等の処理に係る協定等においては、その中に確かに委託料とい

う文言で規定されている部分があるわけですが、併せまして、その中には整備負担金という

文言も規定されているところであります。前段申し上げましたとおり、委託料、負担金、そ

れぞれ支出する際の性質等がございますので、そういった内容等どういった形での支出にな

るのかということを精査し、それぞれの予算に計上しているということであります。 

それから、２点目の子育て交流施設に係る減価償却等についてのご質問でありましたが、

誠に申し訳ありませんが、その計算式については非常に私は知識等がありませんけれども、

手元にある数字で、もし誤りがありましたら正したいと思いますが、まずもって子育て交流

施設、この建設にあたって、例えばボイラーとか冷暖房とか、そういった機械を除く建物と

いうことだけで見ますと、大まかな数字になって申し訳ございませんが、８億 3,300万円、

その内容は鉄筋コンクリートということで、４７年ということで認識しておるところであり

ます。残存価格等の計算もあるかもしれませんし、その計算においては定額定率というとこ

ろでの計算式もあろうかと思いますが、私の説明では単純にその８億 3,300万円を４７で割

返した場合、その数字は 1,770万円と、１年当たりの金額ということでありますけれども、

それが質問にありましたその資産価値といいますか、そういうものに合致するかは分かりま

せんけれども、私の段階でご質問に答えられることについては以上であります。 

○委員長（町野昌弘委員） 本多子育て支援主幹。 

○説明員（本多由紀子育て支援主幹）  学童保育所運営費補助金 2,095万 8,000円の内訳でござ
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います。基本額です。テオトルに対しまして 467 万 6,000 円掛ける２支援、押切小学校 172

万 6,000円、その他に開所日数加算ということで５７万円、長期時間開所、平日分というこ

とで 122 万 1,000 円、長時間開所加算長期休業分、休みの日になります。こちらの方が 121

万 8,780円、障害児受入事業ということで 391万 2,000円、障害児受入強化事業 195万 6,000

円、育成支援体制強化事業 144万円で、ICT化推進事業費５０万円、これを合計しまして 2,095

万 7,780円となっているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ６番 鈴木淳士委員。 

○６ 番（鈴木淳士委員） それでは、最初に廃棄物処理の関係の考え方についてなんですが、

総務課長の答弁にありましたとおり、鶴岡市からは負担金として請求が来たんでしょうか。

負担金分という委託料、確か契約内容を見ますと、あくまでも契約は委託契約でしたよね。

その中の処理費負担分と、それから施設整備負担分という表現にはなっていましたけれども、

鶴岡市からの公文書で来ているものについて、負担金という金をつけた請求は来ていないは

ずですが、その辺が、地方財政法を読み込みしましたか。この先程紹介した第９条なり第２

８条、もし鶴岡市が負担金として請求してきたとしたら鶴岡市は違法行為を行ったというこ

とになるんですよ。ですから、私は敢えてこだわって言っているのですが、鶴岡市に対して

そういう失礼な処理をするということについて、三川町で下手すれば責任を問われるという

ことになります。 

県当局からの答弁では、各自治体の判断に任せますということだったようですけれども、

それは当然各自治体はこういった上位法に基づいて処理するわけですから、適正な処理をし

ているはずだという前提で、県当局はそういう答弁をしておると思いますので、もう一度熟

読していただいて、本当に法律に違反ないのかどうか。改めて機会を求めたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

それから、学童保育に関しては、少し私も聞き取れませんでしたので、４点だけ確認した

いと思いますけれども、それぞれの学童保育事業に関しての項目、申請が上がってきたとい

うことは理解できるのですが、その施設に関する補助金の交付という部分では、つまりは施

設管理、電気・水道・光熱費とかそういったものはないと思うのですけれども、そういった

類いに施設の運営に関する補助金の交付請求額が来ているのか。そこだけ少し確認したいと

思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） 委託料と負担金につきましてですけれども、先程質問にもござ

いましたが、この委託料と負担金、ご質問の内容等につきましては、所管課の方で山形県等

への照会の中で、これもご質問にありましたとおり市町村の判断ということで聞き及んでお

ります。そうした中で、鶴岡市と締結しております協定書においては、先程申し上げました

とおり、確かに委託料ということではありますが、その協定書の中に建設、その負担金、設

整備負担金という文言が出てまいります。その負担金の内容は最初にお答えした内容であり

ますので、受益者の方において相応の負担をするということになろうかと思います。 

請求もしくは鶴岡市の予算上、三川町からそれを受け入れる段階では、どのような科目設
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定になっているかは存じ上げませんが、この負担金の計上については適切であるというよう

に判断しているところであります。 

○委員長（町野昌弘委員） 本多子育て支援主幹。 

○説明員（本多由紀子育て支援主幹）  先程申し上げました内訳につきましては、国の子ども放

課後児童健全育成事業の補助金のメニューの中にあります補助基準額を使っております。そ

の補助にプラスして保護者負担の保育料がございます。そちらを足しました合計額としまし

て、庄内アソビバプロジェクトの方で学童保育所を運営しております。その中から支出とし

て先程の使用料とか灯油代、その他支援員の賃金等をすべて賄っているものと認識しており

ます。 

○委員長（町野昌弘委員） 進行にご協力願います。 

○委員長（町野昌弘委員） 以上で、第二審査区分の審査を終了します。 

 

○委員長（町野昌弘委員） 本日の予算審査特別委員会はこの程度にしたいと思います。 

なお、１３日は午前９時３０分から本会議場において予算審査特別委員会を再開しますの

で、ご参集くださるようお願いいたします。 

これをもって散会とします。 

 

（午後 ３時３２分） 

 



- 53 - 

第 ２ 日   ３ 月１３日（月） 

 

○出席委員（９名） 

１番 小野寺 正 樹 委員 ２番 佐 藤 栄 市 委員 ３番 小 林 茂 吉 委員 

４番 佐久間 千 佳 委員 ５番 砂 田  茂  委員 ６番 鈴 木 淳 士 委員 

７番 鈴 木 重 行 委員 ８番 成 田 光 雄 委員 ９番 町 野 昌 弘 委員 

 

 

○欠席委員（０名） 

  な し 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

阿 部  誠 町 長     石 川  稔 副 町 長 

鈴 木 孝 純 教 育 長     髙 橋 誠 一 総 務 課 長 

  
佐 藤  亮 企 画 調 整 課 長 丸 山 誠 司

 町 民 課 長 兼 

     会計管理者兼会計課長 

 
 
鈴 木 武 仁

 健康福祉課長兼 
本 多 由 紀

 健康福祉課子育て支援主幹併 

  地域包括支援センター長  教育課学校教育主幹 

 
須 藤 輝 一

 産業振興課長併 
加 藤 善 幸 建 設 環 境 課 長

 

  農業委員会事務局長  

 教育委員会教育課長兼 
中 條 一 之 公民館長兼文化交流館長併 

 農村環境改善センター所長 

        総 務 課 長 補 佐           総 務 課 長 補 佐 
齋 藤 一 哉            鈴 木  亨 
        （危機管理担当）           （ 財 政 担 当 ） 

佐 藤 由 貴 子 国保主査兼国保係長   真 嶌  幸  介 護 支 援 係 長 

佐 藤  潮 地域包括支援センター補佐   齋 藤  哲
 健康福祉課健康係長 

     （ 衛 生 担 当 ） 

佐 藤 千 絵
 健康福祉課健康係長   

菅 原  勲
 産業振興課長補佐 

     （ 保 健 担 当 ）           （ 農 政 担 当 ） 

髙 橋 朋 子 商 工 観 光 係 長   本 間  純
 建設環境課長補佐 

     （環境整備担当） 
 



- 54 - 

五 十 嵐 章 浩 建設主査兼建設係長   三 船 伸 並 環 境 整 備 係 長 

       学 校 教 育 係 長 
佐 藤  豊 社会教育主査兼係長    笹 原  大  

       （教育指導担当）兼指導主事 

星 川 洋 平 学 校 教 育 係 長   渋 谷  淳 農業委員会事務局長補佐 

 

和 田  勉 監 査 委 員   庄 司 正 廣 農業委員会会長 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

黒 田  浩 議 会 事 務 局 長   飯 鉢  凜 書 記 

須 藤 達 也 書 記     遠 渡  蓮 書 記 



- 55 - 

○委員長（町野昌弘委員） おはようございます。ただいまから予算審査特別委員会を再開しま

す。 

（午前 ９時３０分） 

○委員長（町野昌弘委員） 第三審査区分として、６款 農林水産業費、７款 商工費、８款 土

木費、９款 消防費、１０款 教育費、１１款 災害復旧費、１２款 公債費、１３款 予備費に

ついて審査を行います。 

質疑を許します。 

５番 砂田 茂委員。 

○５ 番（砂田 茂委員） では、さっそくですけれども５２ページ、６款１項３目農業振興費

からですけれども、前年度比較で 986万 7,000円の減額で 885万 9,000円となっていますが、

これは前年度予算の半分以下ということで、説明欄のところでも強い農業・担い手づくり総

合支援事業が消えていまして、農業が三川町の基幹産業とされている中で、この振興費の減

額に驚いているところです。振興費ですので農業を盛んにするための予算だと思いますが、

先日令和４年度の補正予算の質疑の中でも減額補正で議論が交わされていますが、できるだ

け簡潔に、前年度から見て減額したわけをお伺いしたいと思います。 

続いて、その下の畜産業費２８万 9,000円の増額、今飼料とかあらゆる資材が高騰してお

ります。酪農畜産は史上最悪の危機であるとも言われていますが、本町で経営されている農

家は何軒あるのか。また、どういう状況にあるのか。そして、その支援内容はどうなってい

るのか教えていただきたいと思います。 

それと、予算書のどこを見たらいいのかをお尋ねしたいのですが、農作物の鳥獣被害に対

する調査とか対策などに係る費用、これはどこに載っているのか教えていただければと思い

ます。 

次に５７ページ、７款１項５目のいろり火の里施設費に関連して伺いたいのですが、お答

えいただければと思います。実は先日、福岡県の老舗旅館で基準値の 3,700倍ものレジオネ

ラ菌が検出されたとの報道がありました。週に１回以上完全にお湯を交換しなくてはならな

いのに年に２回しか行っていなくて、水質検査も虚偽の報告をしていたと。利用客の健康を

全く考えていない衛生管理といいますか、その経営姿勢に怒りとともにこんなことがあるの

かと大変驚いたところでした。そこで、本町の温泉施設田田ではお湯の交換、この頻度はど

うなっているのか。それから水質検査の状況、県への報告で主な項目とはどういうものがあ

るのか。これは主なもので結構ですけれども、レジオネラ菌は基準値に対してどうなのかお

分かりになれば教えていただきたいと思います。 

それから６１ページ、８款４項２目公園費の減額 1,181万 5,000円、これの要因をお聞か

せください。 

○委員長（町野昌弘委員） 須藤産業振興課長。 

○説明員（須藤輝一産業振興課長） それでは私からご質問にお答えしたいと思います。まず第

１点目、農業振興費の減額の理由ということでございました。過日の補正予算案の審議のと

きにも説明をさせていただきましたけれども、本事業につきましては項目にございますが、
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土づくり支援事業、あるいは瑞穂の里づくり事業、園芸等生産向上推進事業ということで、

各項目につきまして機械購入あるいは設備の整備のための支援ということで予算を計上して

いるものでございますが、基本的には農業者からの要望を聞き取りいたしまして予算を計上

しておるというところでございます。 

補正予算のときにも申し上げましたが、補正予算のときには前年度に要望者があって、そ

れを計上させていただいたのですが、諸般の事情によって農業者の申請がなかったというこ

とでございます。来年度予算につきましては、現時点で農業者からの機械購入あるいは設備

投資に関する要望というものが大きいものはございませんでしたので、現時点で調査できる

範囲ということで予算を計上しておるというところでございます。 

続きまして、畜産の経費に関するご質問でございました。畜産農家の軒数、あるいはその

内容ということについては、菅原産業振興課長補佐がご答弁申し上げます。 

続きまして、鳥獣被害の予算の計上部分ということでございましたが、令和５年度につき

ましては鳥獣被害という項目での予算計上はしてございません。以上でございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原産業振興課長補佐。 

○説明員（菅原 勲産業振興課長補佐）  畜産農家の軒数でございますが、養豚に関しては０軒

になりますし、牛に関しては２軒、鶏に関しては７軒というようになっております。以上で

す。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤企画調整課長。 

○説明員（佐藤 亮企画調整課長） いろりの火の里、なの花温泉田田のお湯の交換というよう

なご質問でありました。田田におきましては、毎日お風呂のお湯を抜いて清掃作業を行って

いるところであります。それから水質検査についてでありますけれども、こちらの方はみか

わ振興公社の方でお湯の検査等をしており、その報告は受けているところですが、細かい項

目等の資料はありませんので分からないんですけれども、レジオネラ菌とかそういった項目

について検査をしているというところであります。 以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） 公園費の減額要因でございます。公園費におきましては令

和４年度まで青山地内におきまして、かわまちづくり事業ということで国の交付金を使った

緑地の整備を行っていたところでございます。この緑地の整備につきまして令和４年度の通

路それから駐車場の整備をもちまして大きな整備の方を完了したということで減額となった

ものでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ５番 砂田 茂委員。 

○５ 番（砂田 茂委員） 畜産農家の状況をどのように把握されているのか、それが聞かれな

かったような気がしたものですから、その辺をもう一度お願いしたい。 

それから鳥獣被害、これまでにもカラスやハクビシンとか、白鳥などによる被害もあった

と聞いておりました。そういう農作物の被害に対して声がかかった、声がかかったという言

い方はちょっとあれですけれども、訴えがあった場合どういう支援をしていくのかお聞かせ

願いたいと思います。 
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それから、温泉のお湯の交換を毎日してくださっているということで一つ安心した材料で

はありますけれども、あの報道以来やはり客足に影響するのではないかと少し心配するとこ

ろです。それで、例えば入浴客の安心のためにも、検査結果の主な項目だけでも、利用客に

見えるような例えば通路とかにいつの検査結果はこういう状態ですよというような表示をし

てはどうかなと考えていますが、その辺お考えいただければと思います。 

それから公園費の方ですけれども、あそこのパルク赤川は整備されまして、これからもた

くさんの人から利用されるようになると思いますが、あそこのトイレは良い評判が聞こえて

きません。人が来れば当然のことトイレは必要なもので、そこのトイレをどうお考えになっ

ているのか。障害を持っている方や高齢の方、小さなお子さんも安心して使用できるような

トイレをお考えになってはどうかと思いますが、いかがでしょうか。お願いいたします。 

○委員長（町野昌弘委員） 須藤産業振興課長。 

○説明員（須藤輝一産業振興課長） それではまず第１点目、畜産業の状況ということでござい

ました。本町における畜産業につきましては先程お話をしましたが、牛に対する分につきま

してはまず２軒の軒数ということでございますが、畜産業に関する飼料等の高騰については

それも把握をしておるところでございます。現時点での支援策等につきましては、国あるい

は県の実施する支援に対して、そちらと歩調を合わせて支援を実施してまいりたいと考えて

おるところでございます。 

続きまして、鳥獣被害の状況ということでございます。鳥獣被害につきましても、毎年の

ように被害状況については相談を受けておるというところでございます。これにつきまして

は、いわゆる専門家ということで山形大学でありますとか県の普及課等にも問い合わせをい

たしまして、その対策について様々、こちらについても研究あるいは助言をいただいておる

というところでございます。 

現時点では有効な対策がないということで対処療法ということになりますが、いわゆる音

による威嚇といいますか、昨年度につきまして鳥獣被害対策用の花火ということで、獣害被

害を軽減するための花火を購入したというところでございます。希望される農業者の方には

配布をしておりますし、今年度につきましては、その花火が若干残がございますので、今年

度は特に現時点では予算を計上しておらないのですけれども、今後の状況次第によっては、

消耗品等によって買い足し等も考えておるというところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤企画調整課長。 

○説明員（佐藤 亮企画調整課長） 温泉の水質検査の公表についてというご提言でありまし

た。ご提言いただいた内容につきましては、みかわ振興公社の方と話をしながら検討してい

きたいと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） パルク赤川のトイレについてのご質問でございます。パル

ク赤川のトイレにつきましては、現在移動式のトイレを２基設置しているところでございま

す。令和５年度におきましては、これに加えて移動式のトイレ１基、こちらの方を備品とい

うことで導入したいということで考えているところでございます。また、公園のトイレが移
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動式ということで、やはり高さがある、地面からそのトイレまでに至るまで少し差があると

いうことでお話の方はお伺いしているところでございます。そのため、令和５年度におきま

して踏み台・手すりということでサポートするようなものを導入したいということで担当の

方で考えているところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） １番 小野寺正樹委員。 

○１ 番（小野寺正樹委員）  それでは私の方から数点お聞きしたいと思います。質問の内容に

関しましては予算書の方でページ数を言いますので、よろしくお願いいたします。 

まず１点目、５２ページ、６款１項３目農業振興費の中で新しく学校給食米粉パン導入拡

大推進事業費１２万円を見ているようですけれども、その上にある学校給食地産地消促進・

米粉利用促進事業と関連があるような感じもするのですけれども、敢えて区切った内容につ

いて説明願いたいと思います。 

続きまして５６ページ、７款１項２目商工費の中で、前回ポータルサイト運営の内容につ

いて質問あったように感じておりましたけれども、その中でも業務委託料 132万円、新しく

計上されている内容についてもう一度お聞かせ願いたいと思ったのですけれども、一番は相

手側がいるかと思います。その上にある作業手数料、前年に関しましては 2,500万円、収納

事務等手数料が 560万円から特に大きく上がっているように思われます。こういった部分、

大きく相手側、業務委託側があると思われますので、その辺、公表できるようでしたらお願

いしたいと思います。 

続きまして６１ページ、公園費の中で８款４項２目イベント運営業務委託料４９万円あり

ますけれども、パルク赤川のオープニングイベントの予算なのかお聞かせ願いたいと思いま

す。 

続きまして６９ページ、教育費の中で学校管理費、中学校施設等整備事業 1,000万円で設

計監理委託料 150万円、工事請負費が 850万円について、特に新しい内容のようですが、中

身について説明お願いしたいと思います。 

続きまして教育費、７４ページ、１０款５項１目保健体育総務費の中のスポーツ文化振興

協議会活動費補助金 150万円に関しまして、こちらの方も特に新しい事業のように思われま

すけれども、こちらに関しても内容について説明お願いしたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 須藤産業振興課長。 

○説明員（須藤輝一産業振興課長） まず米粉の利用に関するご質問でございました。この件に

つきましては、菅原産業振興課長補佐がご答弁申し上げます。 

続きまして、商工費のポータルサイトの運営と中身についてのご質問ということでござい

ました。こちらにつきましては開示できる部分の中でのご答弁ということになりますけれど

も、髙橋商工観光係長よりご答弁申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原産業振興課長補佐。 

○説明員（菅原 勲産業振興課長補佐）  補助金の二つについての説明でございました。二つの

補助金につきましては、いずれも県産米粉を使用した米粉パンを給食で提供する場合に価格

差の支援するものでありまして、パンに配合される米粉の配合の比率によって補助金が異な
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ることになります。前段の学校給食地産地消促進・米粉利用推進事業補助金につきましては

通常の米粉パン、後段の学校給食米粉パン導入拡大推進事業費補助金につきましては米粉の

配合率が８割以上のパンを提供する場合に支援するものでございます。以上です。  

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋商工観光係長。 

○説明員（髙橋朋子商工観光係長） 予算書５６ページ、ふるさと納税に関する質問についてで

すが、ポータルサイト運営業務委託料につきましては、新たに楽天のポータルサイトを追加

するため、サイトの画面の制作部分のみを業者へ委託したいということで予算計上させてい

ただいております。 

作業手数料及び収納事務等手数料につきましてですが、作業手数料の増額につきましては、

三川町の主力ポータルサイトでありますトラストバンクの手数料の形態が令和５年度から変

わるということで、今までは収納事務手数料と作業手数料の方を分けて請求が来ていたので

すが、こちらの方が作業手数料に含めた形で請求が来るということで、変更点があったため

作業手数料の方を増額して計上しております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） パルク赤川のイベントについてのご質問でございます。パ

ルク赤川につきましては４月から施設全体の供用開始を予定しているところでございます。

イベントといたしまして、５月６日菜の花まつりと同日に、パルク赤川の北側の駐車場それ

からふれあい広場等を中心にアトラクションを予定しているところでございます。その内容

といたしましては、熱気球の係留飛行それから凧揚げということで幅広い年代が楽しめるよ

うなものということで考えているところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） ２点のご質問がございました。 

まず６９ページの中学校施設等整備事業に関わる部分でございますが、こちらにつきまし

ては中学校の方に空調を設置するという内容でございますが、詳細につきましては星川学校

教育係長より説明申し上げます。 

それから二つ目の７４ページにございますスポーツ文化振興協議会活動費補助金に関し

ましてでございます。こちらにつきましては中学校の部活動の地域移行に関わる部分として

今回補助金として計上している部分でございます。詳細な内容につきましては、佐藤社会教

育主査より説明申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 星川学校教育係長。 

○説明員（星川洋平学校教育係長） 私から予算書６９ページの中学校施設等整備事業の内容

についてお答え申し上げます。内容については、三川中学校の理科室に空調を設けるものと

なっております。現在、中学校に理科室は２部屋ございますので２部屋とも新しく空調を設

置するものとなっております。以上でございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤社会教育主査。 

○説明員（佐藤 豊社会教育主査） 私の方からスポーツ文化振興協議会活動費補助金につい

てご説明いたします。来年度から中学校の部活動が地域移行されていくため、三川町ではス
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ポーツ文化振興協議会を立ち上げる予定としております。そのための補助金となっておりま

す。補助金の内訳といたしましては、事務局長への謝金、五十数万円ですけれども、あと指

導者に対する謝金、これも年間分を考えております。あとは、消耗品として１０万円ほど考

えておりまして、合計で 150万円の補助金となっております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） １番 小野寺正樹委員。 

○１ 番（小野寺正樹委員）  それでは１点目から再質問させていただきます。先程米粉パンに

関しまして分かりましたけれども、米粉パンを利用するにあたって特にそういった品種構成

とか先程歩合とか８割までのそういった中身はありましたけれども、品種的な要請はあるの

か。例えば、地元であればつや姫を使った米粉パンとかそういったイメージがあるんですけ

れども、今回国の決まりごとによりますと品種的にもなかなか三川町に合う品種もなかった

ように感じておりましたけれども、そういった部分、地元の消費に繋がるような流れになっ

ているのかお聞かせ願いたいところでありますし、特にまた、田川管内におかれましてはは

えぬきといった部分で特に需要の高いものもございます。そういった部分には使えないもの

なのかも含めて質問させていただきます。 

続きまして、商工費の中の今の説明では楽天にといった部分がありました。実は私も多く

楽天サイトで様々なものを買わせてもらっているのですけれども、中身を見ますとやはり楽

天の特性といいますのはかなり安いといった部分で、そういった流れがあるようです。ぜひ

そういった部分で値引き合戦にならないことに気をつけていただいて、業務にあたっていた

だければと思います。 

続きまして、６１ページの公園費の中で、先程４月から使うといった中で、実は昨日私も

どのように使っているのか通らせていただきましたら、車が２４台停まっておりました。多

くの家族連れがそういったバーベキュー等を楽しんでいて、もうイベントが始まったのかな

と勝手に思っていて、どうあれ利用してもらえるのは大変ありがたいなと思っておりました。 

その中で５月６日菜の花まつりと一緒に北側広場、アトラクション的には熱気球と凧揚げ、

そういった部分の経費が４９万円といった部分で、私は事前の話を聞いたときにかなり大き

なイベント的なものをイメージしていたのですけれども、議会側からもそういったイメージ

で大々的に行ってほしいといったような要望もさせていただいた記憶がございます。 

そういった部分でゴムボートを使って赤川から見る体験をさせていただきましたし、多く

の皆さんにそういった体験をぜひさせてほしいといった部分で考えていたところではござい

ますが、少し予算規模で、当然予算内容も厳しいという中でこれもかなり頑張っていただい

た部分だとは感じておりますが、やはり特にパルク赤川に関しましては、先程同僚委員から

もトイレ問題の話も出ましたし、最初がやはり肝心だと思います。マスコミも当然多く来る

と思いますし、関連の町民に関しまして、また鶴岡市酒田市からも多く、そういったイベン

ト内容に来てもらえると思っております。 

そういった人たちの、来たのはいいけれども少しがっかりというようなことのないように、

何か凧揚げといいましょうか、凧揚げに決して文句言っているわけではございません。凧揚

げもすばらしいとは思うんですけれども、来た人たちが楽しめる内容であればいいと思いま
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すし、特に熱気球と凧揚げに関しましては、当日の天気にもかなり左右されると思います。

そういった部分で失敗にならないことを願うところではございますが、ぜひ、いま一度内容

についても失敗しないための方策を考えてもらいたいと思うところでございます。 

続きまして、教育費に関しまして理科室の空調設備２部屋といった話が出ました。前回質

問の中で、特に福祉センターの電気工事、福祉センターに関しましても空調設備の交換といっ

た部分で電気に今度切り替えるというといったような話がありました。こちらの方に関しま

してはどういった電気で使うのか。そういった部分の話がもし分かれば願いたいと思います。 

あと続きまして、７４ページのスポーツ文化振興協議会に関しましては、新しく事務局も

作りながら置きながら行うといった形は分かったんですけれども、例えば事務所的なものも

新しく考えているのかお聞かせ願いたいと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 須藤産業振興課長。 

○説明員（須藤輝一産業振興課長） 米粉パンに関するご質問の中で、地産地消に繋がるような

取り組みがあるかというご質問でございました。この件につきましては、菅原産業振興課長

補佐よりご答弁申し上げます。 

続きまして、楽天のサイトがいわゆる価格競争にならないようにというご質問でございま

した。もともと楽天のサイトにつきましては、ふるさと納税サイト以前の楽天市場というサ

イトがございまして、こちらにつきましては、いわゆるサイトの利用者の傾向といたしまし

て、なるべく他社・他業種よりも安いものを求められるという傾向があるようには理解して

おります。ただ、先日の一般質問の中でもご答弁申し上げましたが、ふるさと納税制度その

ものを絡めた場合に、いわゆる返礼品がメインということで得をするとかしないとかという

ことではないんだろうというように考えております。本町に対するファンといいますか本町

に対する応援という方についてご寄附をいただいた返礼品という性格でございます。 

ただ、先だってご答弁申し上げましたとおりに、かといって、残念ながら寄附金の減少傾

向が続いておりますので、手をこまねいているわけにはいかないということですので、今回

新たに楽天のサイトに参入して、広く三川町をアピールしつつ、寄附金の増額に繋げたいと

いうところでございます。 

お話がありましたとおりに、いわゆる価格競争ということはしたくはないというのは同じ

気持ちでございますし、本町の返礼品、主力はお米でございますが、その他、果物でありま

すとかあるいは商工業品につきましても本町の魅力あるものということで自信を持って返礼

品として登録をして、ご寄附をしていただいた方に懇切丁寧な対応をして返礼品をお届けし

たいということで考えているところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原産業振興課長補佐。 

○説明員（菅原 勲産業振興課長補佐）  米粉パンに使う米の品種について指定はあるのかと

いうような内容だったかと思います。県の方からは、あくまで県産の米粉を使用した米粉パ

ンというだけで品種の指定はないところでございます。ただし、メーカーからの情報により

ますと、米粉パンにする場合は一番膨らみの良いのがはえぬきだという情報をいただいてお

ります。県の方も当然こういう情報をつかんでいると思いますので、これから県から示され
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る要綱を確認して必要な対応をとっていきたいと考えております。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） 二つご質問がございました。まず三川中学校の今回の空調設置

に伴いまして電力をどのようにするかというお話でございましたが、これまでも中学校の方

に空調の方は設備を設置しておりまして、令和４年度についても美術室とか技術室の方にも

エアコンの方を設置しているという状況です。同様に電力での供給を考えているところでご

ざいます。 

それから、二つ目のスポーツ文化振興協議会を設置するにあたって事務室をどこに置くか

というご質問でございましたが、業務の関係において、今現在はテオトルの事務室の中での

運営を考えているところでございます。状況によりまして、町民体育館との連携等も図る予

定ではございますが、それにつきましては、今後協議会が設置されてから検討してまいりた

いというように考えております。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） パルク赤川におけるイベントについてでございます。委員

おっしゃるとおり、天候に左右される可能性の高いアトラクションの内容ということで、こ

ちらの方は無事にそのイベントができるように我々も努力はしてまいりますけれども、天候

の方、成功することを祈りながら日々準備をしているところでございます。 

また、このイベントにつきましてはやはり多くの皆さま、小さいお子さまから高齢の方ま

で公園に来ていただく、その公園の雰囲気を味わっていただくということを主眼に、天気の

良い、いわゆるゴールデンウイークの連休の際に皆さまが集まりやすいような時期に設定を

させていただきまして、今後の利用の一端になればということで考えているものでございま

す。 

また、施設の使用、ＰＲにつきましては、各種企業団体、それから町民の皆さまに広報等

でお知らせをいたしまして、その施設の活用について促していきたいと思っているところで

ございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ７番 鈴木重行委員。 

○７ 番（鈴木重行委員） 私の方から数点お伺いいたします。 

初めに５２ページ、先程も同僚委員から質問がありました農業振興費の減額についてであ

ります。減額の要因としまして農家からの希望する声が少なかったということもあります。

令和４年度におきましても３月の補正予算で大きく減額されたわけでありますけれども、農

家からの声の聴取の仕方、どのように声を拾ったのか。どのような調査をなされて希望がな

かったと判断されたのか、お伺いしたいと思います。 

次に５４ページ、新規就農者育成総合対策事業費補助金、また、下段の農業次世代人材投

資資金給付金、これも令和４年度予算では減額補正されましたけれども、この対象となる新

規の農家、継続された方が何名で、新規では何名ぐらいおられるのかお伺いしたいと思いま

す。 

それから５６ページ、７款商工費の小売店業者振興支援事業補助金、この内容についてお
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伺いしたいと思います。 

続きまして６４ページ、９款消防費の中に防災士養成研修講座受講助成事業助成金がある

わけでありますけれども、年間どのぐらいの方が受講をなされているか。また、これまで累

積でどのぐらいの方が防災士となっておられるのかお伺いしたいと思います。 

続いて６８ページ、小学校また中学校にも及ぶものと思いますけれども、教育費の、小学

校費の方から小学校教育情報化推進事業として中学校の方にも計上なされております。この

内容・目的についてお伺いしたいと思います。 

次に、ページ数がないわけでありますけれども、来年度、小学校・中学校におかれます図

書整備の事業費が計上なされていないようでありますけれども、学校図書に関する整備の仕

方について考えをお伺いしたいと思います。 

もう１点、最後に７９ページ、８０ページからですけれども、給与費明細書の中から職員

数についてお伺いしたいと思います。今年度の退職者、また、来年度の新規採用者の数をお

伺いしたいのですけれども、一般の職員、また、会計年度任用職員、再任用職員、それぞれ

についてお伺いできればと思いますし、会計年度任用職員１４人減少と大きく減るようであ

りますけれども、この要因についてお伺いできればと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 須藤産業振興課長。 

○説明員（須藤輝一産業振興課長） ３点ほどのご質問でございました。 

まず１点目ですけれども、予算の希望の調査の方法ということでございました。本事業に

つきましては、特にいわゆるアンケート等の調査をとるという形ではございませんで、例年

購入予定あるいは施設整備予定の農業者の方がご相談にみえるということを拾い上げるとい

うのが１点と、生産組合の会長等を通してこのような方、動きがあるよというような情報を

仕入れて、その方と連絡をとってという形の情報収集をしておるところでございます。 

続きまして、新規就農者等の数あるいは助成の内容ということでございますが、こちらに

つきましては菅原産業振興課長補佐よりご答弁申し上げます。 

また、小売店業の支援事業の内容ということでございますが、これらにつきましては髙橋

商工観光係長よりご答弁申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原産業振興課長補佐。 

○説明員（菅原 勲産業振興課長補佐）  農業次世代人材投資資金給付金につきましては、新規

就農者に対しまして１人当たり最大 150万円を支給するものでございます。その 150万円を

５年間継続して受けることができるわけでございますが、現在６名が補助金の対象になって

おりますが、今年度最終年という方が４名おりますので、来年度は２名が対象となります。

なお、新規に就農される方は来年度はいないということになっております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋商工観光係長。 

○説明員（髙橋朋子商工観光係長） 予算書５６ページ、小売店業者振興支援事業補助金につき

ましては、出羽商工会三川支所が実施しますプレミアム付商品券発行事業を支援するため計

上しているものです。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 
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○説明員（髙橋誠一総務課長） ２点ご質問をいただきました。 

１点目の防災士につきまして、いわゆる大規模災害の際に自助・共助・公助ということで

対応してまいるわけですが、そのうち共助の部分について、やはり行政だけでは担えない部

分、これを地域でお互いに助け合いながら対応する際にその防災に関する知識等を生かして

サポートいただくということで防災士が位置付けられているかと思いますが、本町におけま

す人員等につきましては、齋藤一哉総務課長補佐より説明いたします。 

２点目の職員の人員についてのご質問でありました。現時点では、退職が定年１名、途中

退職が１名ということで計２名。来年度の新規につきましては２名の採用を予定していると

ころであります。 

もう一つ会計年度任用職員についてでありますが、こちらは年度のそれぞれの業務量等を

踏まえまして、その人員については配置を計画するものでございますけれども、来年度令和

５年度が令和４年度に比べて大幅の減になっているというのは、庁舎内におけます新型コロ

ナウイルス等への対応というのもございまして減になりますが、大きくは保育園幼稚園にお

けます会計年度任用職員の減がその主な要因となっております。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤総務課長補佐。 

○説明員（齋藤一哉総務課長補佐） 私の方から防災士養成研修講座の受講者数、またその他に

ついてご説明いたします。まず令和５年度の予算につきましては、受講者数としましては１

０名以上が申し込んでも対応できる予算を確保しております。これまでの累積の人数ですけ

れども、令和３年度に取得した３名がこの事業を活用して取得した人数となっております。

令和４年度に関しては残念ながら０人ということで、申し込みが０だったわけですけれども、

この案内に関しましては全自主防災会、全部の町内会の方に町内会長を通して講座の案内を

行っておったのですけれども残念ながら令和４年度は０ということでした。また、令和５年

度についてもなるべく多くの方が受講できるよう案内等も行っていきたいと考えているとこ

ろです。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） ２点のご質問ございました。後段の図書整備に関する予算の計

上の仕方につきましては、星川学校教育係長より説明申し上げます。 

私からは今回小学校、それから中学校の方に計上になっております教育情報化推進事業に

ついてご説明申し上げます。昨年度までは小学校教育振興費教育機器等整備事業というよう

な事業名で予算計上しておりましたが、令和５年度から小学校教育情報化推進事業と、また

中学校教育情報化推進事業というように名称を変えて予算を計上しております。 

内容につきましては、これまでの ICT機器等につきまして、学校等に整備をしてきたとこ

ろでございますが、GIGAスクール、また校務支援システムといった様々なシステム等の導入、

そういった ICT機器や情報化につきましての様々な予算計上している部分ございますが、そ

ちらの方をそれぞれ小学校中学校ともに予算計上した内容となっております。 

○委員長（町野昌弘委員） 星川学校教育係長。 

○説明員（星川洋平学校教育係長） 小学校と中学校の図書整備事業費の件でございますけれ
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ども、こちらにつきましては、学校で使う各種消耗品と同様に、予算の執行については学校

長に委任をしているところでございます。そのような中で今年度につきましては、予算につ

いて小学校でありますと予算書６８ページの小学校教育振興費の中の図書整備費として同額

の８４万円を計上しているところでございます。中学校につきましても、同じように中学校

の教育振興費に図書整備費として同額を計上しているところでございます。 

このように変更した理由としましては、この予算執行については今までも、令和５年度に

つきましても学校の方の事務の方で管理しておりますけれども、学校現場の方で働き方改革

が進んでいる中で、少しでも事務の効率化を図るために予算をまとめた方が処理としてもス

ムーズに進むということで、そのような観点から振興費の方に移設したところでございます。

図書整備する方針としましても、これまでと同様のスタイルで続けてまいりたいと考えてお

りますので、予算の出どころだけ変わったというような形の変更となっております。以上で

す。 

○委員長（町野昌弘委員） ７番 鈴木重行委員。 

○７ 番（鈴木重行委員） ５２ページの農業振興費の件ではありますが、やはり令和４年度で

減額補正された理由が何となく分かったような気がしたところでありました。対象者は相談

に来た方ということで、なかなかそれは伸びてこないのかなと。農家の声が届いているのか

と少し疑問に思うような答弁でありました。 

農業におきましては、やはり資材の高騰等で経営が非常に厳しくなっておりまして、農家

の間からもこれまでの農業では立ち行かなくなるのではないかと、農業形態も変えていかな

いと農地を守っていけなくなるのではないかといったことから農業スタイルの変更といった

ものも感じておられるというような声もあります。個人で農機具を持って営農にあたると

いったことの限界、共同所有、また組織化といったものもあろうかと思いますが、なかなか

そういった声は届きにくいのかなと思ったところでありました。そういった協同組織・団体

への支援等は考えられないか。また、今後の本町農業の維持の仕方について、そういった組

織化等のお考えをお伺いできればと思います。 

次に、新規就農者また農業次世代人材投資資金についてであります。残念ながら、来年度

の新規就農の見込みはないということでありました。新規就農者、担い手確保策として町で

はどのような取り組みを行うのか。喫緊の課題だと思いますけれども、ただ国からの補助対

象者に支援すると言っただけで新規就農者が出てくるとは思えません。近隣市町では、ベテ

ラン農家がサポートチームを組んで新規就農者の面倒を見るといったような取り組みも行わ

れているというような報道もあったわけでありますけれども、本町の担い手確保策について

お伺いできればと思います。 

次に５６ページの小売店業者振興支援事業費補助金、プレミアム付商品券を発行するんだ

というような答弁だったかと思います。これまでも地域通貨、また菜のＣａも配布であった

りポイント制であったりと様々工夫を凝らした支援が行われてきたようでありますけれども、

ここにきてプレミアム付商品券に戻る形になるのかどうか。また、直前のポイント制の菜の

Ｃａの発行についての評価はどのようであったか。対象となる中小企業の声もあればお伺い
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できればと思います。 

次に、防災士の養成についてであります。令和４年度は申し込みがなかったということで

ありました。また、自助・共助・公助の部分では共助ということで、災害時また訓練等の際

には本当に貴重な人材となろうかと思いますけれども、地域の防災士という括りでどのぐら

いの範囲を指すのか。各自主防災会に１名ぐらい置きたいとするのか、また集落に一人とか、

また町内に何名といった基準を持って目標を持って防災士を養成していこうとするのか。そ

の辺例えば、隣の集落の防災士の方々を期待していいのかどうかといった部分もあるわけで

すけれども、そういった目標等がもしあればお伺いしたいと思います。 

また、個々の防災士ですと、どんな働きをすればいいのかといった部分もあろうかと思い

ますので、協議会等を作って情報を密にしていくといったことも有効ではないかと思います

が、そういった考えについてお伺いできればと思います。 

６８ページの小中学校の教育情報化推進事業でありますけれども、GIGAスクール構想にお

いて１人１台パソコンということで整備が整ったところでありました。コロナ禍におきまし

てはリモート授業が実現して、休校対策ということで十分効果があったものかと思っており

ますけれども、コロナ禍が収まった今後どのようにこういったデジタル機器を利用して教育

に結びつけていくか。このデジタル教育といったものの評価についてどのようにお考えかお

伺いできればと思います。 

それから、小中学校における図書整備については理解しました。今後も変わらぬ図書整備

に励んでいくということでありましたので、ぜひ進めていただければと思います。 

もう１点、職員の人数についてであります。今年度条例改正等によりまして職員の育児休

暇が取りやすくなったり定年前に再任用短時間勤務制度が始まったり高齢者部分休業といっ

たものが定められて、非常に職員の方々が休暇を取りやすくなったというようなことかと思

います。また、今後定年延長が予想されているわけでありますけれども、新規採用職員数、

また総職員数への影響と、また先程の休暇を取りやすくなったということによる業務のしわ

寄せ等はないものか。そういったものを職員数でカバーする必要はないのかと思っていたと

ころに会計年度職員数が減少するといった見込みでありましたので、その辺確認させていた

だければと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 須藤産業振興課長。 

○説明員（須藤輝一産業振興課長） ３点のご質問でございました。 

まず１点目、農業支援費の予算の減額という部分でございますけれども、補正予算の議論

の場でもご説明申し上げましたが、今年度の実績につきましては米価の下落によって農業収

入の減少等、あるいは燃料費や様々な資材の高騰ということもございまして、農業所得の確

保が難しくなったことによって高額な農業用の機械、あるいは設備の見合わせる方が増えた

ということで認識をしております。農業者の方からも、この先行きが見通せない中での投資

がなかなか難しいという声がございました。 

その現状に近い形での予算計上とさせていただいたところでございますけれども、当然な

がら今後社会情勢が好転をして農業者の購買力も向上して追加予算が必要と判断した場合に
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は、様々な形で対応させていただければということで考えているところでございますし、園

芸等生産向上推進事業費予算につきましては、令和４年度と同額ということでございます。

ここの部分につきましては、ご質問にもありましたとおりに、共同での機械購入等のご相談

を受けておるところでございます。この部分については当然経費を抑えた形での事業執行と

いうことになろうかと思いますので、ご質問のありましたとおり、本町の基幹産業は農業と

いうことでございますので、様々な形で農業者の支援は続けてまいりたいということで考え

ているところでございます。 

続きまして、担い手確保の問題でございました。本町独自にいわゆる新規就農者の募集と

いう形ではしてございませんが、新規就農の方のご相談は常に受けておるところでございま

す。令和５年度につきましては、県農林大学校、あるいは鶴岡市の SEADSの方の入学という

ことでご相談を受けまして、その橋渡しを行っておるというところが１点と。こちらも実は

補正予算の方でお話をさせていただきましたが、令和４年度中に今新規就農の方で、国・県

の補助金を受けて新規就農として就農するというご予定の方がいらっしゃったのですが、

様々な制約あるいは条件の関係で、補助金は受けないけれども新規就農者として頑張るとい

う意向をいただいておるところでございます。そのような方々を今後も支援をしてまいりた

いということで考えているところでございます。 

続きまして、小売店の支援の関係でございます。令和３年度、令和４年度につきましては、

地域通貨菜のＣａということで実施をさせていただきました。この地域通貨につきましては、

本来であればこの通貨、いわゆる現金以外の通貨として循環することによってその効果が最

大に引き出されるということでございます。ただ、ＰＲ不足もございまして、いわゆる循環

型にならなかったというのが１点でございます。その過程ではＰＲ不足の部分と、あるいは

手間がかかるというところで、事業者あるいは消費者の方からもなかなか浸透しなかったと

いう部分がございます。 

本来であれば、この地域通貨を浸透させることによって、いわゆるキャッシュレス化の方

向にも幾分流れがつけられるのかなというようにも考えておったのですが、残念ながらその

方向にはいかなかったということで、令和５年度につきましては、ポストコロナの経済復興

支援、これをまず一番に考えまして、分かりやすく経済支援が行えるものということで商品

券という形に移行したというところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 暫時休憩します。             （午前１０時２９分） 

○委員長（町野昌弘委員） 再開します。               （午前１０時５０分） 

引き続き、質疑を行います。髙橋総務課長。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） ２点ご質問がございました。 

初めに防災士についてでございますけれども、具体的に防災士の養成人員といいますか養

成目標というものは持ってございません。ただし、先程防災士の役割等について説明いたし

ましたが、やはり大きな災害等に向けての準備といいますか心構え、それから実際の避難行

動、そして避難所運営でのサポート等、その役割は十分にその災害時に大きな共助における
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リーダー的な役割ということになろうかと思いますので、今後本町においてもその増加とい

いますか期待しているところであります。 

併せまして、防災士のネットワークといいますか、そちらにつきましては全国、それから

県内においても防災士会というものが現に組織されているということは認識しております。

ただし、本町において少ない人数でありますが、そういった防災士の方々の組織については

今後の検討課題であろうと思います。ただ、先程申し上げました既存のネットワーク等にお

きましては防災士のスキルアップ等の研修会を行うなど、防災士の支質の向上に努められて

いるということですので、そういった研修への参加等も併せまして本町における組織化につ

いてはその状況に応じて判断してまいりたいということで考えております。 

２点目の職員の体制等におきまして、来年度令和５年４月からスタートします公務員の定

年延長、これに伴い公務員の多様な働き方というものが一層進められるところであります。

そうした中で育児休業なり高齢期職員の働き方など様々な制度の改革が見られる中で、本町

におきましてはどうしても限られた人員といいますか、他の自治体も同じような状況かと思

いますが、休業を取られた場合のその職場の人員については課題といいますか、他の職員に

対する負担の増というのが明らかでありますので、適切に対応していかなければならないと

いうことで捉えています。 

ただし、そういった育児休業なりを取得される職員の職場においては、一義的にはその職

場の中での事務分担、そしてその課の中での係を超えた連携、そしてその業務量等において

は年度途中であっても会計年度任用職員の配置等ということで、可能な限りそういった取得

する職員、それから取得の職員を抱える職場において負担が大きくかからないような形で、

その状況等に応じて対応してまいりたいということで考えております。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） 小学校及び中学校の教育情報化推進事業につきまして、コロナ

禍等がこれからだんだん終わって今後どのように学校等について ICT化、GIGAスクール等で

整備した内容が今後どのようになっていくのかというその方向性等につきましては、笹原学

校教育係長より説明申し上げます。 

私からは GIGA スクールの構想の推進にあたりまして、少しこれまでの経過を説明させて

いただきたいと思うのですが、こちらに関しましては、2018年に日本の学校での ICTの活用

が世界と比較して遅れているというような現状がございました。それを踏まえ日本の文部科

学省が中心となって GIGA スクール等の構想が計画され推進されてきたという状況でありま

す。もともと ICTの整備等につきましては、このコロナ禍によって若干時期が早まってしまっ

たというのはありますが、順次環境整備をし、日本の子どもたちも ICT化の波に遅れること

なくそれぞれ学習の中に ICTを取り込んで学習にあたっていくというような考えでございま

した。 

そのような中で本町の方の評価といたしましては、国の施策にしっかりと町としても対応

し、１人１台のパソコンの他にもネットワークの環境の整備でありますとか、様々なそのデ

ジタル化対応等につきましては他の市町村に遅れることなく準備をし、対応してきたという
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ように評価をしているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 笹原学校教育係長。 

○説明員（笹原 大学校教育係長） では、私の方からコロナ禍が収まった今後の方向性につい

てご説明いたします。学校では先生も子どももタブレットを使うのが当たり前になってまい

りました。ですので、今後はそれを生かしてさらに一人ひとりが授業がよく分かるといった

深い学びの方に方向を向けていきたいと考えております。文部科学省でも個別最適な学びと

協働的な学びと謳っております。個別最適な学びというのは一人ひとりに合った学び、協働

的な学びというのはみんなで学びを深めていくというところです。 

学校現場としては個別最適な学びに関してはインターネットを使いまして、一人ひとりの

興味・関心に合った調べものをしてみて、それをまとめるといったことや、学習が早く進ん

だ子に対してデジタルドリルを使ってもっと分かるようにと、さらに深い学びを繋げるとい

うことをしていきたいと考えております。 

もう一つ、協働的な学びについては、タブレットで子どもが意見を書くことによって、全

体に表示されまして一人ひとりの意見がみんなに分かるわけです。それをみんなで見合って

共有することで自分の考えがさらに進化というか深まるというところで活用することで深い

学びに繋げていきたいと思っておりますので、コロナ禍が収まった後はこのようにしていき

たいと考えております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ４番 佐久間千佳委員。 

○４ 番（佐久間千佳委員） それでは、私の方から数点お伺いしたいと思います。 

まず初めに予算書５２ページにあります、先程来同僚委員が質問しております農業振興費

に関してであります。こちらに関して農業関係全般を農林水産業費として見た場合、歳出の

総括表があるわけであります。予算書で言いますと１１ページ、こちらを眺めますと、農林

水産業費、比較増減１億 9,400万円ということでかなり減額されております。その半面、土

木費、教育費ということで、やはり町全体バランスをとりながらの予算計上の中で、農業振

興に関する減額ということはかなり難しい判断だったのかなということがこの表を見て思う

わけであります。 

しかしながらやはり減額が大きいということで、先程来同僚委員が質問しておりますけれ

ども、この事業、この農業振興に対する必要性、町の振興を図る上でどのような方向性で行

くのか。農家サイドからの意見のみで振興を図ろうというような姿勢が答弁から何度も聞か

れているわけでありますけれども、やはり町としての姿勢はどのような形で考えているのか。

そういったものがあるのかどうかお伺いしたいと思います。 

続きまして５６ページになります。先程同僚委員も質問いたしましたが、小売店業者振興

支援事業補助金ということで説明いただきましたけれども、商工会との事業ということでの

説明に終わってしまったように思いますので、再度詳細に関する説明を求めたいと思います。

どのような媒体で時期等、手法も含めて説明いただければと思います。 

併せて、デジタル対応はしていかないというような答弁でありましたけれども、本来とい

いますか、ここ最近の目的としてはマイナンバーカードの推進をこの事業に加味したり、デ
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ジタルの推進に少しは寄与していこうというような事業だったかに思います。その事業の目

的としてはこの事業から外れてしまったのかどうか。先程教育委員会の答弁の中にもありま

したが、子どもたちのデジタル化というのがすさまじく進んでいる中で、町民へのデジタル

化の推進というものをやはり進めなければ、もう二極化が進んでしまうと思います。そういっ

た意味で町のデジタル化推進に関しても、この事業一つとっても少し消極的ではないかなと

思いますけれども、その辺の現状をどのように捉えているのか。この事業を通しての見解を

お伺いしたいと思います。 

続いて６１ページになります。土木費、公園費の中にあります、先程同僚委員も質問しま

したがかわまちづくりに関して、赤川河川緑地ふれあい広場管理業務委託ということで計上

されておりますけれども、こちらのかわまちづくり推進協議会というのがあると思いますけ

れども、その活動に関してどのような形で令和５年度行われるのか。また、令和４年度の活

動に関してどのような形で行われるのか。そこを質問したいと思います。 

続きまして、６３ページから６４ページに続く防災費の中から数点お伺いしたいと思いま

すが、まずは防災費の修繕料ということでこちら計上されておりますけれども、直近での住

宅火災の際に私も現場に行って見ましたけれども、相当数の小型ポンプが故障であったり、

始動不良ということで使いものにならないというものがやはりありました。さらには、中継

等の不備もありまして、かなり機材の保守・点検等には気をつけなければならない状況に

なっているのかなと、現状を見たわけでありますけれども、その辺の保守・点検の考え方に

ついて現状どのような形をとられているのか。実際そういった取り組みをされていてもやは

り使えない小型ポンプが何台もありましたので、その辺の現状をどのように捉えているのか

お伺いしたいと思います。 

その下の６４ページになりますけれども、自主防災組織育成助成事業の中で消耗品とあり

ます。こちらの詳細の説明をお願いしたいと思います。こちら防災備蓄品だと思われますけ

れども、この防災備蓄品の各小学校での点検状況、そういった状況も合わせて、消耗品の詳

細と合わせてお伺いできればと思います。 

また、その下にあります地域防災事業、こちらの全体的な中身の説明を求めたいと思いま

すが、非常用持出袋に関する事項だと思われますけれども、昨年と比べますと３倍くらいの

予算が付いております。こちらの詳細と、非常用持出袋に関しまして一旦、事業といいます

か、そのものの確認をしたいと思いますので、初年度、いつから始めたのかと。町民の方に

配布している事業だと思いますけれども、この事業に関しての経緯といいますか、その辺も

併せてお伺いできればと思います。 

その下の印刷製本費というところも併せてお伺いできればと思います。 

続いて６５ページになります。外国語活動推進事業の中にあります英語指導助手報酬とい

うことで計上されておりますが、こちら現状どのような形になっているのか少しお伺いした

いと思います。といいますのも、話を聞きますと不在であったり、人の変更といいますか、

その辺が頻繁に行われたのかなと思いますので、この事業についてはそういった経緯も踏ま

えてお伺いしたいと思います。 
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続きまして７０ページになります。先程も同僚委員が中学校教育情報化推進事業というこ

とで質問されましたけれども、この中にあります学校システム設定業務委託料、これに関し

て説明をお願いしたいと思います。先程の教育課長の答弁の中には、校務システムに関して

の答弁もありましたけれども、こちら学校の方の校務システム、あと学習データの統合とい

いますか、それも国の方で進めるというような報道もありますので、その辺の対応なのかど

うなのか。また、本町においてのデータの管理というのがクラウド上になっているのかサー

バー上になっているのか、自前のサーバーなのか。その辺も併せてお伺いできればと思いま

す。 

こちらが私、小学校関係ではこの業務委託料というのが見当たらなくて、小学校に関する

学校システム設定業務委託料というのは発生していないものかどうかお伺いしたいと思いま

す。 

最後になります。７４ページになります。先程同僚委員も質問しましたが、スポーツ文化

振興協議会活動費補助金ということで、部活動の地域移行をこれから進めるという説明であ

りました。学校運営協議会の中でも協議されていますけれども、可能な部活動から始めると

いうことで、その算段をどのような形で考えているのか。もし具体的にあれば教えていただ

きたいと思いますし、その他の部活動に関しては進めない課題というのがどのような課題が

あるのか併せてお伺いできればと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 須藤産業振興課長。 

○説明員（須藤輝一産業振興課長） ２点ほどご質問がございました。 

まず１点目、農林水産業費トータルでの大きな減額の要因ということでございますが、こ

ちらにつきましては、令和４年度は国営施設の負担金がございまして、こちらは２億円を超

える大きな額がございましたので、こちらの負担金がなくなったということで、かなり大き

な変動があったというところでございます。 

そして、町独自の農業振興の考え方ということでございますが、先程もお話いたしました

とおりに、いわゆる農業機械、あるいは農業施設設備の助成につきましては農業者の希望を

とりながら町としてもその支援を行っていくという形を取っておるわけでございますけれど

も、その他、国・県の様々な補助事業等を取り入れながら農業振興を図ってまいりたいとい

うことで考えているところでございます。 

一例といたしましては、土づくりの支援ということで産地パワーアップ支援事業、こちら

につきましては 4,000万円を超える額について計上して、農業者に対する土づくり、農業支

援を行ってまいりたいということで考えておりますし、様々な形で農業者支援というものを

行ってまいりたいということを考えておるところでございます。 

続きまして、小売店業者振興支援事業の内容ということで、この中でいわゆる地域通貨か

らの変更によってデジタル化の遅れはないのかなというようなご質問でありました。先程お

話いたしましたとおりに地域通貨菜のＣａにつきましては、いわゆるキャッシュレスの一つ

の形として取り組んで、ご質問がありましたとおり将来的にはキャッシュレス化からデジタ

ル化まで進められればと、その一端にしたいという意図があったところでございます。 
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ただ、現金でなくて地域通貨という紙になって、現在も行っておりますが、いわゆるカー

ドという形のキャッシュレス化、その後に様々モバイルを使ったデジタル化というような流

れになろうかと思いますが、先程ご質問にありましたいわゆる二極化については、私はある

意味進んでおるのではないかなと考えております。というのは、モバイルをお持ちの方でそ

のモバイルを上手く使用できない方、この方がいらっしゃると。いわゆるスマホの普及率に

ついては７割８割を超えたというような統計もございますけれども、その中でその機能を有

効に使われている方はどのくらいいらっしゃるかという部分については、今後経済商業分野

のみならず、様々な部分で情報提供を行いながらデジタル化の推進に向けて、そのデジタル

化というものが当然町民の豊かな暮らしに繋がるものであるという前提になるわけですが、

私が個人的に思いますのは、以前のように例えばスマホを落としても今は認証制度がかなり

しっかりしておりますので、様々な悪用といいますか、ということはかなり少ないのかなと

思っておりますので、その意味では、その使い方の講習会というもの、これはこのキャッシュ

レスに関わらず様々な情報、災害時の情報等とか様々な使い方が出てくると思うのですけれ

ども、そのような形で有効利用にされるべきものであろうということで考えておるところで

ございます。 

その意味で、経済活動におけるデジタル化につきましては、当然実はこれは商店側の整備

というものも出てきますので、関連の方、関係者の方ともご相談をしながら進めてまいりた

いということで考えているところでございます。 

プレミアム付商品券につきましては、実は先程も申し上げましたが、実施主体が出羽商工

会三川支部ということで、現時点では細かな日程でありますとか、あるいは参加事業者につ

きましても、これまでもそうでしたが、出羽商工会の会員のみならず広く声かけを行って参

加を呼びかけております。ですので、新年度になって要綱がまとまり次第多くの方に声をか

けるということもございますので、現時点では申し訳ありませんが、細かいところまでは決

まっておらないというところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） パルク赤川の管理についてでございます。パルク赤川にお

きましては現在芝の管理につきましては造園業者の方に委託、それからごみの清掃等、こち

らの方につきましてはシルバー人材センターの方にお願いをしているところでございます。

その他通路ですとか周辺の施設については町の作業員の方が草刈り、それから土砂寄せ等を

しているところでございまして、町の方が業者等に委託して管理を行っているところでござ

います。 

続いて、三川町かわまちづくり推進協議会でございます。この協議会につきましては平成

２６年度にかわまちづくりに必要な施設整備の内容と利活用及び維持管理のあり方について

協議をするため設置されたものでございます。この協議会につきましては、令和４年度、本

年度まで開催するということで考えているところでございまして、この３月３１日に施設の

完了を受けて国土交通省の交付金事業を受けての整備が完了するということでその内容等を

説明しながら、また今後の管理についてお話をさせていただくということで考えているとこ
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ろでございます。施設の方が一定の整備が完了するということで、来年度以降はこの協議会

については開催をしない予定でございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） 防災費に関するご質問を各事業ごとにいただきましたが、まず

初めに小型動力ポンプの点検等そして修繕に関するご質問につきましては、まずポンプ等の

修繕については防災費ではなくて消防施設費になります。防災費に計上しております修繕費

については防災行政無線、こちらの修繕等ということでの予算計上であります。 

ポンプの点検等につきましては消防団の中で月に１、２回、通常の消防団員の活動として

なされているものと認識しておりますが、なお、有事の際そのような状況であったというこ

とでありますので、改めて団を通じて機械器具の点検等について呼びかけをしてまいりたい

と考えております。 

２点目の非常用持出袋についてのご質問でありますが、こちらは自主防災組織育成助成事

業、この中の消耗費で予算計上をしております。ですので、地域防災の事業での消耗品では

なくて非常用持出袋については自主防災組織育成助成事業の中で対応しているものでありま

すが、その内容につきましては、現在非常用持出袋、救急セット、水の背負袋ですか、それ

から手回し式の発電機付き LEDライト付きラジオ、こちらを転入者の方へお渡しすると。そ

の経費がここにございます。なお、この非常用持出袋の取り組みについては、誠に申し訳あ

りませんが、手元に資料等がございません。ただし、相当前からされているものということ

でございます。 

なお、３点目の地域防災事業におけます消耗品費、それから印刷製本費については、齋藤

一哉総務課長補佐より説明いたします。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤総務課長補佐。 

○説明員（齋藤一哉総務課長補佐） それでは、私から地域防災事業における消耗品費、印刷製

本費について説明をいたします。まず今年度、昨年度と比較しまして予算が大幅に増えてい

るところがありますけれども、こちらに関しましては、こちらの消耗品はすべて災害備蓄品

を見ているのですけれども、昨年度は消耗品と加えて購入物品の性質上、今回増額になった

分とほぼ同額が備品費の方に昨年度は計上されておりました。その分なんですけれども、今

年度は性質上すべて消耗品に該当するということで消耗品費で計上しているところです。 

内容としましては、今現時点での計画では折りたたみ式のマットですとか、あと野外でト

イレ等を設置する際に立てるパーソナルテント等の購入を予定しているところです。 

続きまして、印刷製本費ですけれども、こちらの方はハザードマップの増版になっており

ます。転入者等に配布しているのですけども、そちらの方の部数が少なくなってきたという

ことでハザードマップの増版になります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） １点説明漏れがありました。小学校備品の点検の状況について

でありますが、先程防災備蓄品等の整備ということで説明いたしましたが、そういった機会

を捉えて小学校等の備品を整備しているところについては内容の点検等を行っているところ
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であり、定期的な点検と言いますか、そういったものは行っていない状況であります。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） ３点のご質問ございました。 

２点目の中学校の教育情報化推進事業に関わりまして、この委託料の内容と校務データ等

のデータ管理の体系につきましては、星川学校教育係長より説明申し上げます。 

また、３点目のスポーツ文化振興協議会の補助金にかかりまして、この地域移行の現状と

課題について、こちらについては笹原学校教育係長より説明申し上げます。 

私からは１点目でございました外国指導助手の報酬についての予算計上についてご説明

申し上げます。こちらの外国語指導助手の報酬という項目でございますが、これはこれまで

の学校での英語指導員のものではなく、新たに ALTということで、来年度、令和５年度につ

いては一応８月ごろを目途に ALTを新たに募集を行いまして配置をしたいというように考え

ているものでございます。そちらについての予算計上ということで、英語指導助手報酬の方

を計上させていただいております。 

また、現在の英語指導員の状況についてというお話もございましたが、現在、押切小学校

と東郷小学校にそれぞれ英語指導員を１名ずつ配置しております。横山小学校につきまして

はそれぞれ東郷と押切の英語指導員が兼務というような形で横山小学校の方にも回っていた

だいております。三川中学校にも年度当初は英語指導員の方を１名配置していたところです

が、個人等の都合もございましてお辞めになられたということで不在のままでございます。

以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 星川学校教育係長。 

○説明員（星川洋平学校教育係長） 私からは予算書７０ページの中学校教育情報化推進事業

に係る学校システム設定業務委託料についてご説明いたします。こちらの内容につきまして

は委員おっしゃるとおり校務系システムの内容となっております。中学校と小学校では校務

支援システムのメーカーであったり体制が変わっておりますので、まずは中学校の方から説

明いたしますが、中学校の校務支援システムのそもそもの本体の費用としましては、同じと

ころにあります使用料及び賃借料の方に予算計上しております。ご質問ありました学校シス

テム設定業務委託料については、こちらはそのシステムの中の一部改修にあたる部分の費用

発生の部分になります。具体的には様式などが毎年のように変更ございますので、その様式

変更に対する費用発生ということで委託料を計上しておるものであります。 

中学校の校務支援システムにつきましては、高校との就学にあたっての連携であったり、

そういうこともありまして、校務に関わるすべてのメニューが入っているシステムを導入し

ておりまして、そのような形で小学校と違うものとなっております。また、データの管理に

つきましては、中学校にサーバーを設置し、そこで管理しているところとなっております。 

小学校につきましては予算書の６８ページになりますけれども、こちらの小学校教育情報

化推進事業の同じく使用料及び賃借料に計上しております。小学校については今年度、令和

４年度の８月から運用開始をしておりまして、機能としても最小限のものということに絞っ

ております。ですので、児童の名簿、または出席簿・成績管理、指導要録の管理というよう
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な形に絞っておりますので、その使用料だけで済むような形になっております。 

こちらのデータ管理につきましては、いわゆるクラウド管理をしておりまして、学校から

しかアクセスできない、いわゆる特定通信のものをインターネットで接続しましてデータを

クラウド上で管理しているということで、データの安全性の方も担保しているところでござ

います。以上になります。 

○委員長（町野昌弘委員） 笹原学校教育係長。 

○説明員（笹原 大学校教育係長） 私の方から部活動の地域移行の現状と課題についてご説

明申し上げます。まずどの部から始めるのかというご質問に対しましてお答えいたします。

顧問の先生、そして外部コーチ、保護者の方と相談していただきまして、令和５年度から土

日に地域移行できる部活動は何かということでアンケートを取らせていただきました。その

結果、運動部六つから今現在可能だという返事をいただいております。 

次に、進まない課題でございますが三つ申し上げます。一つ目は土日に指導できる外部

コーチがいないという点、二つ目は他の中学校と合同チームを組んでいるため難しいという

点、三つ目は文化部の吹奏楽部ですけれども、楽器の保管場所は学校ということもあり、土

日の楽器の持ち出し等で課題があるというところでございます。ですので、このことを踏ま

えまして、地域移行は国によりますと可能な限り早期ということになっていますので、令和

５年度は進められるところから進めていきまして、成果と課題を見極めつつ、進まない課題

も解決しつつ、できるだけ地域移行を進めてまいりたいと思っております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ４番 佐久間千佳委員。 

○４ 番（佐久間千佳委員） それでは、農業振興費の方から再質問したいと思います。まずは

別の事業において予算確保しているというような説明でありましたけれども、やはり事業の

作成方法、事業をどのように作っていくかというところが、課内だけで検討されて進めてい

た結果がやはりこういった予算要求になっているのではないかなというように思います。他

団体との協議であったり農業界との協議、こういった情報を吸収して、やはりこれからの三

川町の農業振興に関して手厚い支援を検討する仕組みを作らなければならないのではないか

なというように思いますけれども、そういった事業を検討時における外部からの助言と言い

ますか、様々な協議をするという姿勢に関して再度お伺いしたいと思います。 

さらに、やはり様々相談は課の方に寄せられているのではないかなと思いますけれども、

補助要件に合わなかったり、少し規定に漏れてしまったというような状況もあろうかと思い

ます。そういったところを加味しながら柔軟に事業設定していくべきではないかなと思いま

すし、昨年１２月の一般質問では設備投資は必ず減りますよと、現状を見れば農家は消極的

な設備投資の思考になっているということで、農業振興という意味ではやはり救うという発

想も必要ではないかというように申し上げましたけれども、柔軟なそういった農業振興に関

して再度検討するべきではないかと思いますけれども、この予算に関しての見解をお伺いし

たいと思います。 

続きまして、プレミアム付商品券の説明でありましたが、今詳細は申し上げられないとい

うことで、では、なぜこの金額がこんなに事細かに計上されてきたのかと。予算を積算する
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根拠、この根拠に関してどういったプロセスできたのかお伺いしたいと思います。デジタル

に関しては普及率と必要性というような答弁もありましたけれども、やはり二極化がかなり

進んでいきますので、少しのことからでも町で進められないものかなというように思いまし

て、このプレミアム付商品券のデジタル化、ハイブリット化というものも検討されるべきで

はないかと思いますけれども、これから事業を検討するということであれば、そこも少し加

味していたければと思いますが、先程の答弁ですと講習会等の開催の方がより確実ではない

かというような答弁もありました。講習会行いますか。その辺の検討をされているかどうか

お伺いしたいと思います。 

続きまして、かわまちづくりに関して管理の方法はお伺いしました。やはり課による負担

というものが大きくなるのかなと思いましたけれども、かわまちづくり推進協議会が今年度

で中止といいますか解散になるのかなと思いましたけれども、これからの利活用に関しての

協議する機会がなくなってしまうのではないかと思いますけれども、その辺、かわまちづく

り推進協議会、今後も検討して様々な町民の意見を受け入れるという、こういった事業に関

しては、重要な部分ではないかなと思いますけれども、今後の利活用の検討方法に関して、

この協議会のやはりあり方、その辺を含めて見解をお伺いしたいと思います。 

続きまして防災費に関する質問でありましたが、大変失礼しました。消防施設費の件も合

わせて質問になったわけでありますけれども、小型動力ポンプの故障に関しては、毎月の点

検による動作確認というものを行っていると思いますけれども、昨年度から消防団員の報酬

に関しては個別支給になっているのかなと思いますが、やはりそういった要件にも一つ動作

確認ということを必須要件として入れるべきではないかなと思いますけれども、班全体で点

検はしていると思いますが、やはり本当に毎月動作確認をしているのかどうか。やはりもう

少し厳しく確認するべきではないかなと思いますけれども、その辺に関して見解をお伺いし

たいと思います。 

また、少し順番は逆になってしまうかもしれませんが、この防災備蓄品に関して、小学校

では定期的な点検は行われていないということでありましたが、水害であったり地震、その

災害で避難する際に、やはり学校が開いているとも限らない、どういった場所にあるかも分

からないという現状があるそうです。そういった中でやはり自主防災組織との協定と言いま

すかマニュアル作りを進めるべきではないかなと。避難所開設に関しては学校からの全面的

な協力が必要ですけれども、その後の運営というのが町であったり自主防災組織で行えると

ころは行えるというマニュアルをやはり作っていかなければそれを有効活用できないのでは

ないかなというように思いますけれども、その自主防災組織への引き継ぎであったりそう

いった点検や物資の公表と言いますか、表示に関して、有事の際は学校にもし職員がいない

ときでも対応できるような表示等、その辺を検討されるべきではないかなと思いますけれど

も見解をお伺いしたいと思います。 

続いて、非常用持出袋の件ですけれども、我が家でも点検をしてきましてかなり古い状況

だなという形で今朝見てきました。もう開けるのも大変なぐらい固まっている状況で、年代

を書いておけばよかったのですけれども、いつ我が家に迎えたのか分からないぐらい古い状
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態で、町民の方からもやはり自主防災組織による避難訓練で使おうと思ったら紐がもうぼろ

ぼろになってだめ、袋がぼろぼろになってだめだったというような声も寄せられております

ので、その辺、町で、現在はローリングストックも推奨しているわけでありますので、その

推奨と合わせて新たな避難用持出袋の活用・考え方について、やはりもう１回スタートさせ

ても良いのではないかなと思いますけれども、その辺の見解をお伺いしたいと思います。 

続きまして、６５ページにあります外国語指導助手の件でありますけれども、ALT の派遣

といいますか養成に関して、ALT に関してはなかなか定着、ここ最近されてないのではない

かなと思いまして、その現状をお聞きしたいと思いました。人がすぐ変わってしまうであっ

たりそういった状況があったやに思いますので、その状況を再度確認させていただければと

思いますし、何か本町にとっての課題が、定着できないような課題があるとすればどのよう

な課題があるのか、再度見解をお伺いしたいと思います。 

続きまして、学校システム設定業務委託料の件でありますけれども、答弁では小学校に関

してはクラウドで中学校はサーバーでということで、なぜ分かれてしまっているのかなと。

サーバーにした理由というのがどういった理由でサーバーにしたのか。サーバーですと、自

前サーバーですと、その後の保守点検といいますかそういった経費が膨らんでくると言われ

ていますけれども、なぜサーバー方式になっているのかお伺いしたいと思います。 

また、校務支援システムと学習データの統合というのは、この事業によって令和５年度に

されるのかどうか、その辺をお伺いしたいと思いますし、教育の方のＤＸは相当進んでいる

のではないかなと私は聞いて思っているわけでありますけれども、三川町のこの教育ＤＸは

進んでいますので、授業に関してももう１段２段先のことが考えられるのではないかなと思

います。先程の深い学びの説明では、調べ物であったりデータドリルの活用を考えていると

いうことでありましたけれども、さらに仮想空間を使ったような授業であったり、そういっ

たことが全国的にも行われているので、本町は足並みを揃えなくて、できることを先んじて 

行うということも考えるべきではないかなと思いますけれども、そういった見解をお伺いし

たいと思います。 

その教育ＤＸの行う目的としては、教員の働き方改革というのもあると言われております。

このＤＸによって働き方改革にどのような形で効果を生むのか。現在のところの見解をお伺

いしたいと思います。 

最後になります。部活動地域移行に関してですが、課題がやはりあるということで、広域

連携といいますか広域的なところの協議、この辺をどのように進めていくのか。やはり広域

的な組織との協議というのが必要になってくると思いますけれども、その辺の今年度の予定

と言いますか、方針に関してお伺いしたいと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 須藤産業振興課長。 

○説明員（須藤輝一産業振興課長） ２点ほどのご質問でありました。 

まず第１点目であります。農業振興予算作成の段階での他団体・他機関との連携というご

質問の中身につきましては、ＪＡ庄内たがわ、あるいは県普及課とは毎月１回の定期的な会

合を持っております。その中で農業情勢あるいは様々な補助金の情報等もいただきながら適
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切な形で農業者支援が行われるように、あるいは再生協議会の中の生産組合長会議、これは

年２回実施をしておりますが、その中での要望、そして先程もお話をいたしましたが、各農

業者からの随時の要望、あるいは農業関係、それこそ生産組合長からも定期会議によらずに

このような動きがあるけれどもどうだというような要望・ご意見は頂戴をしているところで

ございます。その部分につきましては予算作成に反映をさせていただいて、なるべくご要望

に沿う形、あるいは適切な支援ができる形で予算を作成させていただいておるというところ

でご理解をいただきたいと思います。 

続きまして、小売店支援の関係でございますが、予算書５６ページにございますとおりに

小売店業者事業振興支援事業補助金につきましては 1,313万 7,000円という計上でございま

す。このうち 1,000 万円につきまして、いわゆるプレミアム付商品券の額と、300 万円ほど

事務費ということで想定をしておるところでございます。先程申し上げました細部決まって

いないというような部分につきましては、実施主体であります出羽商工会の方で今後実施の

時期でありますとか、先程申し上げました対象事業者でありますとか、その辺の精査につい

て出羽商工会の方で実施をするということでございます。 

ただ、個人的な話になって恐縮ですが、先程も申し上げましたとおりにポストコロナの経

済支援ということもございますので、出羽商工会からはなるべく早い時期の実施をお願いし

たいということで今後協議を進めたいということで考えているところでございます。 

そして、デジタル化についてのお話でございました。講習会という話で私言葉を出したの

ですが、その講習会につきましては、いわゆるキャッシュレスについての講習会というより

も、いわゆるモバイル操作全般についてということでございます。といいますのは、先程ご

質問にありましたが、いわゆる二極化という部分が消費者の二極化と事業所の二極化と両方

想定されるものであるというように考えます。その意味では、消費者のモバイル操作に対す

る理解が進むということは、逆にその整備をされていない事業者については、むしろマイナ

スになるんだろうということもございます。実は出羽商工会の方からもいわゆるデジタル化

については様々ご相談を受けているところでございます。ただ、こちらとして一番初めに申

し上げておりますのは、出羽商工会全体の会員の皆さんの中で、やはり進めないとだめだね

と、うちでもみんな頑張るのでやりましょうというような部分の、残念ながらその団体の中

での温度差といいますか、若干見えるようでございます。 

ただ、ご指摘のとおり、これからはやはりモバイルの活用というものはかなり重要な条件

になってこようかと思いますので、整備に向けた形としては国等でも様々な整備の補助金等

がございます。これは経済産業省の関係もそうですし、あるいは商工会関連の団体からも様々

な補助金等はあるようであります。あるいは、いわゆるアドバイス的な補助事業といいます

か、そういうものもあるようでございますので、そのようなものを活用しながら消費者にとっ

ても事業者にとっても有効な形になるように進めていきたいと考えているところでございま

す。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） パルク赤川の件でございます。パルク赤川につきましては
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国の交付金を受けての事業が終わるということで、その協議会については令和４年度でその

開催を終わろうということで考えているところでございますが、この施設のより良い環境、

こちらの方については今後も考えていかないといけないということでは捉えているところで

ございます。そのため、その協議会の開催、現在の委員を集めての開催ということを考えて

おらないところではありますけれども、やはり様々な立場の方、使っている方、その声につ

きましてはアンテナを高くしてその収集に努めて、どのようなことができるのか考えながら

その維持管理に努めてまいりたいと思っております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） 初めに消防団員の機械器具、その操作等に関するご質問であり

ますけれども、近年特に消防団員の確保そして、その負担軽減のためということで、消防団

員のその行事等について大きく見直しを行っているところであります。そうした取り組みの

中に操法大会のあり様を見直ししたところです。年１回性能検査等で機械器具の点検なり操

作要領の確認等は行っているわけですが、やはり危惧されるのは、その消防の動作確認とか

機械がきちんと動くかというのが、そういった訓練の中でも十分対応といいますか確認がで

きたのではないか。そういった部分が減ることによって、やはり実際にその消防の設備に触

れる機会がないことで、動作の遅れとか機械の故障というのもこれまでよりは多くなるので

はないかというところは懸念されたところでございます。 

そうしたところからしますと、委員のご質問にありましたその点検について改めて消防団

とともに負担軽減を図りながら、しかし確実に操作・動作、そして消防の機械器具を間違い

なく稼働させるというところについては、町と消防団がともになって検討課題としてこれか

ら話し合い等を進めていきたいというように考えます。 

それから避難所におけます備蓄の表示等に関するご質問についてです。現在小学校等に備

品を配備しておるわけですけれども、その表示等については現在、内容等はそれぞれの備品

には出ておりますが、ひと目で分かるような形での表示等はなされていないところです。そ

うした中で、まず避難所の会場につきましては、まずもって町の計画では職員が解錠すると

いうことになってございます。そこには必ず職員が、まず少数であっても配置になるという

ことであります。解錠になった後、避難者が避難所に来られるわけですけれども、それ以降

は各自主防災組織等と一体となってその運営等にあたっていく中では、町としての運営マ

ニュアルはありますが、ご質問にありましたとおり住民側といいますか、避難者側から見た

マニュアルというのは現在持っておりません。 

そうした中では、やはり避難所運営にあたっては共通の理解のもとにやはり運営というも

のはなされていくものだと思いますので、その作成については、今後取り組みについて検討

してまいりたいと思います。 

そして、最後に非常用持出袋についてのご提案といいますかご意見でございましたが、基

本的には当初お配りしている非常用持出袋については、そういった災害時の備えということ

での町民への啓発といいますか意識付けということでお渡ししたものということで認識して

おります。そうしたことから、その後の非常用持出袋なり中身の更新については各ご自身、
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またそのご家庭の状況もあろうかと思いますので、その中で対応していただきたいというこ

とで考えているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） 外国語活動推進事業に関わりまして ALTの派遣について、なか

なか本町に定着していないのではないかというようなご質問かと思います。確かに令和３年

度の８月をもって ALTの方は本町に派遣はなく、新型コロナウイルスという状況もあり、海

外から日本の方にやってきて外国語の指導にあたってくれる方々もなかなかいらっしゃらな

いという実態もあったのではないかというように思うところでございます。JET という派遣

していただく組織の方から、基本的には３年間という任期で ALTの方を派遣していただくと

ころでございますが、やはり個人のご都合等もあったりとか生活環境等に馴染めなかったり

とか、様々な事情もあってのことと思いますけれども、少し早めに帰られるというようなこ

とも今まであったというのは事実でございます。 

ただ、ALT を派遣するにあたっての給与面でありますとか、生活をする上にあたっての各

自治体の準備といったものについては、JETの方から定められた基準に則りまして準備をし、

迎え入れる体制を取ってきたところでございますので、今後派遣につきましては、これまで

どおりしっかりこの基準に則った形で迎えられるような体制をとっていきたいと考えており

ます。 

続きまして、２点目の学校での校務系システムについてのご質問でありましたが、データ

を管理するのは小学校の方はクラウドを活用し、中学校の方では自前のサーバーによっての

管理ということで、そういったデータ管理体系が少し違っているというものがあります。こ

ちらにつきましては、中学校の方の校務系システムは平成２９年に導入をしているというこ

とで、小学校より先んじて導入をしたところでございましたが、当時はその校務系システム

を入れるにあたりましては、サーバーについては自前で設置をするというような形で行って

いたということもありまして、中学校の方はその自前サーバーをそのときは導入したわけで

すけれども、今後クラウド活用することによっての安全面であったりとか、そういったデー

タの情報漏洩という部分を考えたときに、やはりクラウドの方がよろしいというような考え

方があるのであれば、そのシステム等の供給先との関係もあるわけなんですけれども、その

クラウド等の活用の方がよろしいのかどうか。そちらについては今後検証してまいりながら、

次の更新時期にあたりましてサーバーを自前からクラウドに切り替えるといったような考え

方も当然必要になってくるのかなというように認識をしているところでございます。 

また、校務系システムにあたりまして、学習データとの統合についてはどうなのかという

ようなご質問だったと思います。令和４年度にこちらの校務系システムの方に学習データの

統合などは、通知表とかですがそういった部分をもうすでに行っているところがありまして、

そういったことから教員の働き方改革については非常に効果があるのではないかというよう

にこちらの方では考えているところでございます。 

３点目、部活動の広域連携の協議ということで、各自治体間での連携等が必要になってく

るというようなお話かと思いますが、やはり昨今の少子化等の影響もありまして、単体の自
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治体の中で部活動を組むということが非常に難しくなっているというのは実態としてござい

ます。本町の方でもすでに他の市町の中学校との合同チームでの編成というのも実際に行っ

ているところもございますので、そういった部分で各自治体との広域連携は必要になってく

ると思っておりますが、ただ現在の段階といたしましては、それぞれの自治体の中で、この

部活動の地域移行については検討しているというのが実態でございます。今後広域での連携

の必要性というものも踏まえまして、また県並びに近隣の市町村との話し合いをしながら今

後の推移を見守りながら取り組んでいきたいというように現在のところ考えているところで

ございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ２番 佐藤栄市委員。 

○２ 番（佐藤栄市委員） ５７ページ、消費者行政について伺います。三川町の行政の中で弱

い部署の中の一つとして消費者行政があるというように思っていますし、なかなか改善され

ない部分だなというような見方をしていますけれども、それを補うために県、総合支庁と一

体となって対応しているというやり方を取っているはずです。そのやり方が今も続いている

のかどうか。それから、一番聞きたいのは、町民が被害にあったとか庄内地方でどういうこ

とが起きているのかという情報の取り方、情報はどのような形で入ってくるのか、それをお

伺いしたいと思います。 

次に、いろり火の里施設に関して遊具点検業務委託料が入っています。以前は職員が目視

で点検しているというような管理の仕方だったはずですけれども、そういう業者がきちんと

確認するということなのかなという理解をしています。理解はしますけれども、その業者と

いうのは庄内にあるのかどうか。簡単に近くから呼べるものなのかどうか少しお伺いしたい

と。 

それから、その下の工事請負費、それから推進事業でも工事請負費があります。一つは岩

風呂の方の天井を直したと思いますけれども、もう一つは何なのか確認したいと思います。 

それから７２ページ、町内会公民館等整備費補助金、これは自治振興会議の中で毎年希望

をとって行っているはずですけれども、それをもとにしての予算を取ったという形だと思い

ますけれども、具体的な内容等をお知らせ願いたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 暫時休憩します。            （午前１１時５５分） 

○委員長（町野昌弘委員） 再開します。              （午後 １時００分） 

引き続き、審議を行います。 

須藤産業振興課長。 

○説明員（須藤輝一産業振興課長） 消費者行政に関するご質問でございました。国・県等他団

体との連携について、あるいは町民庄内地域の被害状況、あるいは様々な情報についてのや

りとりということについてのご質問でございました。この件につきましては、髙橋商工観光

係長がご答弁申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋商工観光係長。 

○説明員（髙橋朋子商工観光係長） 消費者行政につきましては、国・県からの情報を確認しな

がら、主に庄内総合支庁に配置されています庄内消費生活センターと連携を図りながら対応
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しています。また、山形県消費生活センター、庄内消費生活センターから毎月消費トラブル

に関する情報提供がありますので、町ホームページに掲載し、注意喚起しながら対応してい

るところです。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤企画調整課長。 

○説明員（佐藤 亮企画調整課長） ２点のご質問がありました。まず１点目、いろり火の里施

設費における遊具点検業務委託料１３万 4,000円についてであります。いろり火の里にあり

ます遊具につきましては、日常的な部分はみかわ振興公社の職員による目視、それから定期

的に業者からの点検ということで、これまで管理をしてきたところであります。しかしなが

ら、今配置してある遊具につきましては、近年、新たに更新したものばかりであり、新しい

状態であります。 

そういった中で、その更新した遊具、５年ほど経ったものが出てきましたので、令和５年

度につきましては、業者からの視点での点検を行うということで、予算計上をしたところで

あります。なお、この業者につきましてですけれども、予算計上にあたって見積もりをいた

だきましたのは、県内の事業者であります。 

２点目、工事請負費についてのご質問でありました。まず、いろり火の里施設費における

工事請負費 250万円、こちらにつきましては、施設内の照明器具の交換ですとか、水中ポン

プの交換、空調設備の交換、ろ過装置のろ材交換などを予定しているものであります。 

一方、いろり火の里推進事業におけます工事請負費 5,901万 4,000円ですけれども、この

うちなの花ホールの屋根改修で 1,900万円ほど、それから田田の岩風呂の天井及び配管改修

などで約 4,000万円の予算計上をしているところであります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） ご質問ございました公民館費の町内会公民館等整備費補助金

の予算計上しております具体的な中身につきまして、佐藤社会教育主査より答弁申し上げま

す。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤社会教育主査。 

○説明員（佐藤 豊社会教育主査） それでは町内会公民館等整備費補助金についてご説明い

たします。この補助金は、町内会が設置する公民館の新築や改築、修繕等に対する補助金に

なります。９月の自治振興委員会議時に要望調査の依頼を実施し、１１月の自治振興委員会

議の日までに要望調査を提出していただいております。その際、提出いただいた要望調書を

見ながら、写真等もついていきますので、内容を聞き取りして確認して審査をしております。

令和５年度につきましては、二つの町内会から修繕に対する補助金の申請をいただいたもの

について予算化したものであります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ２番 佐藤栄市委員。 

○２ 番（佐藤栄市委員） 最初に消費者行政ですけれども、連絡を密にとっているという答弁

だというように理解しました。 

今大きなことがなければというか、あまり情報的にどうやって伝わってくるのか理解でき

なかったんですけれども、そういう情報はどういうような形で流すのか、消耗品費で印刷し
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て注意喚起をするということもあるのかなと予算書を見て思ったんですけれども、あとは防

災無線かなというような感じでいましたけれども、住民にそれを伝えるのにはどういうよう

な形をとっているのか、伺いたいと思います。 

次に、遊具の点検業務委託料ですけれども、これから何年ごととかという形の中で考えて

いくのかそれともこの一回確認したら、当分の間は目視点検でいくのか。少し考え方として

定期的に見るべきだと思いますけれども、考え方として伺います。 

それから公民館の修繕に関しては、今３月で総会時期です。今までもそうでしたけれども、

役員が変わった、それから総会のときに意見が出たということで、新たに出てきたことが何

度もありました。その度に町としては、補正予算でできるだけ叶えるために対応してきたと

いう捉え方をしていますけれども、今回ももし出てきたら、そういう考え方で今後も行くと

いうのでいいのかどうか、その点だけお伺いします。 

○委員長（町野昌弘委員） 須藤産業振興課長。 

○説明員（須藤輝一産業振興課長） ご質問にありました消費者行政の推進費でございますけ

れども、今回予算計上させていただいた１１万円につきましては、いわゆる小・中学生、学

生の消費トラブルの防止のためのチラシ作成ということで、計上しておるものでございます。

そして、一般の方に対する様々な消費トラブルの情報、あるいは回避の啓発ということにつ

きましては、先程お話もしましたが、県からいただいております情報、あるいは県からもそ

ういう「ケロちゃん通信」というお便りなんですけれども、この中で例えば「簡単に稼げる

アルバイト、危ないですよ」とかというような対応の内容がございます。あるいは、「クレ

ジットカードの使い方について考えよう」とかというような様々な形の啓発、啓蒙の新聞、

チラシがございます。これにつきましては、町のホームページを通して皆さんに広く周知を

しておるというところです。 

そしてこれは消費者行政に直接ではございませんが、私が実はかつて防災の担当をしてい

たときに、いわゆる消火栓、消火器の訪問販売ということで、悪質なものがあると鶴岡市の

方から情報が流れてきまして、町内での同一車両が見られたということがございましたので、

そういう場合には町の防災無線を使いまして、住民の方に周知をしたというような事例もご

ざいますので、今後とも様々な形を通して、消費者の権利、あるいは消費者の正しい消費活

動が行われるような啓発、啓蒙活動に努めてまいりたいというように考えているところでご

ざいます。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤企画調整課長。 

○説明員（佐藤 亮企画調整課長） 遊具点検の目安というようなご質問でありました。設置後

年数が浅いうち、４、５年程度までは、目視の検査だけでもいいのかなというようには考え

ておりました。ただ、５年も過ぎてきますと、やはり経年劣化という部分も出てこようかと

思われますので、そういった考え方で業者を入れての点検を行っていきたいというように考

えたところであります。今後につきましては、その業者からの点検結果をもとに２年に一度

でいいのか、それとも毎年した方がいいのか、その辺は精査しながら対応していきたいとい

うように考えております。以上です。 
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○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） 町内会公民館費の整備補助金につきまして、まず３月の総会に

おいて、急にこういった修繕等の案件が出てくるということは考えられるというように思っ

ているところです。ただ、基本的には前年度のうちに要望をいただいて、それを精査し、当

該年度の当初予算の方に計上するというような考え方を持っております。ただ、改修や修繕

に応じて、その緊急度というものを、内容を考えますと、その際には補正等の対応もあり得

るというように考えているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ６番 鈴木淳士委員。 

○６ 番（鈴木淳士委員） 私の方から３点ほど確認の意味で質問させていただきたいと思い

ます。まず最初に予算書でいくと、５９ページ、それから６０ページに渡るようなんですが、

土木費、道路橋梁費の中の２目道路新設改良費の中に雨水対策推進事業ということで工事費

１億円計上になっているわけですが、この内容等について分かる範囲で教示いただければと

思います。 

それから、下のページ、６０ページの土木費、河川総務費の中に廃棄物処理等手数料５６

万 9,000円という近年にないような予算計上かというように見てとっているところですけれ

ども、この処理に関する事情等について説明をお願いいたします。 

それから、もう一つが予算書７２ページになりますが、教育費になります。４項社会教育

費、公民館費の中の放課後子ども教室推進事業についてでありますけれども、おそらくこの

予算計上になっている 164万 1,000円については、先程の全員協議会の際に説明があった内

容で、まずは各小学校、三川町公民館も使うことがあるんですね。延べ１４回ほどの放課後

子ども教室の開催を行うという予算計上かと思いますが、先日来一般質問等でも触れさせて

いただきましたが、学童保育所と、それから放課後子ども教室によるいわゆる放課後児童対

策について、非常に保護者の中には困窮している方々がいらっしゃるということで、私ども

の方にも様々と情報が寄せられ、相談なり情報が寄せられているという状況の中で、ごく最

近になってから保護者の方々が一生懸命受け入れ先を探してくださっている、受け入れ態勢

を構築しようとしているというようなことの一つとして、町内会公民館を活用しての放課後

子ども教室の開催が可能性として出てきたという状況でございます。 

その際の予算的な対応について、総合計画の実施計画書にもありますが、実施計画書でい

くと７ページになりますが、放課後子ども教室推進事業というところに小学校の開放の他、

地域住民との連携した居場所づくりの推進という名目が提示されておりまして、国庫補助金

３７万 8,000円ほどを頂戴しながら事業を展開するという観点からして予算の執行上、この

先程触れました子ども・子育て支援事業計画の中には延べ１４回の事業を開催する他という

ことで、町内会公民館を拠点とした活動も推進していますという町の方針が謳われていると

いうことからして当初予算の 164万 1,000円を、場合によっては公民館で展開される放課後

子ども教室の方に一時流用をして事業展開をサポートするか、あるいは予算書７７ページ、

予備費ということで、1,000 万円の予備費が計上なっているわけですけれども、とりあえず

予備費を準用して緊急対応をなされるか、その方針をお伺いできればと思いますので、財政
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当局、総務課長等からの考え方をお伺いできればなというように思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） 初めに道路新設改良費のうち、雨水対策推進事業の工事内

容でございます。こちらの方、金額的に１億円という大きな金額になっておりますけれども、

内容につきましては、歌枕排水機場の除塵機、ごみをすくい取る装置の老朽化に伴う更新工

事ということでございます。 

続きまして、河川総務費の廃棄物処理等手数料につきましては三船環境整備係長に答えさ

せます。 

○委員長（町野昌弘委員） 三船環境整備係長。 

○説明員（三船伸並環境整備係長） ご質問のありました廃棄物処理手数料についてお答え申

し上げます。増額の内容といたしましては、押切下町内会の方から令和４年度排水路周りの

樹木の伐採と周辺環境の方が悪くなってきたということで、その樹木伐採手数料の方、金額

として計上させていただいたところとなっております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） 公民館費に計上になっております放課後子ども教室推進事業

につきまして、こちらの中身につきましては委員おっしゃいましたとおり、放課後における

子どもの居場所づくりというような観点で、わくわく体験塾とか町内会での様々な居場所づ

くり、アトク寺子屋、学校開放など、こういった社会教育に関わる事業を行っているところ

でございます。 

ご質問の趣旨といたしましては、学童保育の部分をこの放課後子ども教室推進事業の方で

担えるかというようなご質問かというように思っておりますが、こちらに予算しております

164 万円につきましては、放課後子ども教室として社会教育の分野での事業に予算として計

上したものでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋総務課長。 

○説明員（髙橋誠一総務課長） ご質問の放課後子ども教室の中には、委員の質問のとおり放課

後の子どもの居場所ということで、町の事業だけではなくて、町内会公民館等地域にある施

設を利用しての子どもたちに放課後の居場所を提供するものもあるというようには認識して

おります。ただ、その予算計上のあり方につきましては課題となっている学童保育に関する

事業計画なり、取り組み、例えば町が主体になるのか、それとも地域にある任意の団体等が

主体となって行うものに、町が補助金等ということで支援するのかで、当然予算計上をする

款項目も異なってきますし、町の支援のあり方も変わってこようかと思います。 

そうしたことから、現時点では住民ニーズに対する教育委員会等の対応は私のところには

まだ届いておりませんので、そうした点では教育委員会なり、町としての対応、こちらが決

まり次第、どのような財政的措置、予算措置が妥当なのかということを総合的に勘案しまし

て対処したいということであります。 

○委員長（町野昌弘委員） ６番 鈴木淳士委員。 
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○６ 番（鈴木淳士委員） それでは戻りまして、１点確認したいのが、６０ページの廃棄物処

理等手数料につきまして、一町内会である押切下からの排水路に繁茂している樹木等の伐採

をお願いされたということだったようですけれども、他の町内会でも同様の支障木的な樹木

が繁茂しているところもあるわけですが、今回押切下に限定した形で公費負担での廃棄処理

を行うということに至った経緯等を確認したいと思います。内容によっては、他の町内会も

同様にお願いできることになるかもしれないという前提で、町で公費対応するということに

ついての考え方を含めて状況等を確認したいと思います。 

それから、放課後子ども教室につきましては、本当にまだ、どういうように変わるのか分

からないという状況の中で、少し気になりましたのが学童保育と放課後子ども教室を別物の

ような認識で捉えていらっしゃるように聞き受けたところだったんですけれども、実際には

放課後子ども対策ということで、子ども・子育て支援事業という国の流れを受けた計画に

なっているわけでして、学童保育は本当に保育に欠ける子どもを資格のある児童指導員が面

倒を見る、一方放課後子ども教室というのは資格の有無に関わらず、また保育に欠けるとい

う要件も必要とせず、子どもたちが放課後安心して遊べる場所を確保するという考え方で、

町全体として子ども・子育て支援の事業を展開するという観点からすると、どちらかという

と、両方のスタンスで町の対応が求められているんだろうというように感じるところです。 

そういった点でもしこの計画書にあるとおり、地元町内会の公民館等を活用して学童保育

を推進するとなった場合は、全体の子ども・子育て支援事業の実施者は三川町として行うわ

けで、それが町直轄で運営するか、あるいはとある団体等に委託業務として任せるのか、ま

るっきり任意でスタートする活動になるのかというようなことで、昨今の運営形態について

は様々あるわけですが、究極は町が実施主体ということ、これは法律にも謳われている話で

して、町の責任なくして放課後子ども教室というものは開設はあり得ないというように考え

られるところですので、もし万が一町内会公民館等を活用して実施するとなった場合の町の

スタンス、立ち位置、そして支援策についてもう一度お伺いしたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） 樹木の伐採の関係でございます。令和５年度、樹木の伐採

を予定している箇所についてですが、歌枕排水機場のすぐ南側、東洋食品の付近の急斜面か

つ樹木の大きく育ってしまったエリアになってございます。こちらの方につきましては、通

常通路の樹木、それから草刈り等については、町内会等の協力をいただきまして、管理をし

ているわけでありますけれども、当該箇所につきましては、やはり業者をかけて対応しない

と難しい。それから内容的にも、そこの環境的にも、やはり住民の協力だけではいかんとも

しがたい部分があるということで、今回公費で町の方で対応することといたしたものであり

ます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） 今回の学童保育に関わる部分から、様々学童保育に入れない子

どもたちをどのように救うかというような話になっているわけなんですが、基本的にその法

的な部分でいいますと委員がおっしゃいましたとおり、放課後子ども教室の総合プランの中
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では、確かにその待機児童の部分についても放課後こども教室の方で救うことができるとい

う文面はあることは存じております。 

ただ、先程総務課長の答弁にもありましたが、今回の学童の問題につきましては、町とし

てその対応についての考え方をしっかりと踏まえまして、総合的に判断しなければならない

というように思います。放課後子ども教室の部分について、確かに社会教育の分野で今まで

担ってきた部分ではありますけれども、その辺のやり方については今の問題でもありますの

で、町としてどのようにすべきかというのを話し合った上で、その上でのスタンスでありま

すとか、立ち位置というようになるのかなというように認識しているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ８番 成田光雄委員。 

○８ 番（成田光雄委員） 予算説明書の中の２５ページ、除雪ドーザの方になります。これは

見てみますと、古いもので平成７年、平成９年と３０年近くのものと３０年超えているもの

もそれぞれあるようでありますけれども、この除雪用のドーザというものはこれで最低の数

量で行っていると、これで待機している除雪機はないということになるのか、一応その辺確

認ですけれども、お知らせ願えればと思いますし、それからこの中の平成７年の企画調整課

の所管にあるこの除雪ドーザ２台、これも稼働しているものかと思いますが、この修繕料は

どこで持っているのか。まず、この予算説明書の中ではこれをお願いしたいと思います。 

あと、それから、予算書の中の６７ページ教育費の中で、これ真ん中あたりに検査手数料

というのがあるんです。４９万 9,000円。この４９万 9,000円の検査手数料、目とかあるい

は耳鼻咽喉それぞれあるのかもしれませんけれども、これなのかどうかの確認と、それから

一昨年あたりの目の状況を見てみますと、400 人中半分が視力が約 1.0 以下と、このように

なっておるようでございます。それといわゆる耳鼻咽喉科、これもやはり 400人中約 100名

近い人数がそれぞれ検査の数字が悪いというんですか。あまり良くないという状況になって

おります。これもやはり 100人近くおるようでございます。これはどのようにしてこの目の

視力が弱まったのか、その原因と、それからこの耳鼻咽喉科の方もなぜこんなに悪い子ども

がたくさんいるのか、考えられる原因があるのかないのか。その辺、分かる範囲でお知らせ

願えればと思います。 

あと、それから、その次のページの６８ページです。先程もどなたか同僚委員質問してお

りましたが、教育振興費のこの説明欄の２番目ですね、小学校教育情報化推進事業 1,528万

某と、それからその下に行きますと、ICT 教育機器活用支援業務委託料、その下にまた ICT

教育機器保守業務委託料、それぞれあるわけでございますけれども、時代の流れでデジタル

教育の推進によりまして、今このような状況になっていることは承知をしておりますが、ど

うもこの機械に頼るところが非常に多くなってきておりまして、それに携わる業者、これは

過般、国でも問題になったようでありますが、いわゆる公正取引委員会ですね、いわゆるこ

の教育機器というものを扱っている業者がある程度偏ってはいないのかどうなのか。これ少

しその辺の見解をお願いしたいと、このように思うわけでございます。あと、それともう一

つ。その教育効果というのは相当あるとは考えているのか。その辺もお知らせ願えればと、

このように思います。以上です。 
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○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） 除雪車の状況でございます。予算説明書２５ページ、除雪

ドーザの部分でありますけれども、建設環境課で所管している車両につきましては、「庄内

99 ま 0995」から「庄内 900 る 0456」までの車両となっておるところでございます。また、

ロータリー除雪車ということで、下段に記載の４台、こちらの方もあるわけでありますけれ

ども、除雪については建設課所管の車両のみを使って対応しているところであります。修繕

費等につきましても、この建設課所管の部分についてのみ建設課で対応しているところであ

りまして、企画調整課所管のものにつきましては、いろり火の里等でその車両を使用してい

るところでございます。 

また、除雪車の台数の状況でありますけれども、予備の車両というものは現在のところは

ないところであります。昨年度導入しました除雪車の管理システム等を活用しまして、車両

ごとの業務量の方大小、それから早く終わるもの、手間がかかるもの等ありますので、そち

らの方を応援しながら対応をしているところであります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤企画調整課長。 

○説明員（佐藤 亮企画調整課長） 企画調整課所管の除雪ドーザについてですけれども、この

予算説明書には現時点で２台載っているわけですが、平成７年のものについては年数が相当

経ち、故障もしているということで、近々廃車する方向で考えているものであります。なお、

これらの車両の修繕等に係る費用については、みかわ振興公社で負担しているものでありま

す。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） それでは、私の方から説明申し上げますが、まず６７ページに

ございます小学校費のこちらの検査手数料４９万 9,000円の中身でございますが、こちらに

つきましては学校での健康検査というんでしょうか。そういったような内容ではなくてプー

ルでありますとか、遊具の点検、それから水道水等の検査を行うための経費として計上して

いる内容でございます。 

その検査ということに関わってのご質問ということで、目の視力が悪いという児童生徒の

状況、それから耳鼻咽喉科にかかる児童生徒が多くなっているという状況について、一般的

に言われておりますのは、やはり目に関しましては、昨今のデジタル化というか、そういっ

たスマートフォンでありますとか、そういったものを活用するようになってから、非常に視

力等が落ちているというようなことは一般的に言われております。なるべく目に関しまして

は、使用する時間を制限するだとか、様々な対応策を学校からも、それぞれ児童生徒に様々

な面で注意等を行っているというようには存じておりますが、なかなかこのデジタル化社会

が進行する中では非常に難しい問題なのかなというように私自身思っているところでござい

ます。 

また、耳鼻咽喉科に関してはすみません、手元に資料がございませんが、花粉症でありま

すとか、アレルギー系の様々な病気等の影響が昨今あるのではないかなというように思いま

す。それで耳鼻咽喉科にかかっているかという理由は、すみません、こちら現在私の方でも



- 89 - 

内容として存じていないところでございますが、見込みといたしまして花粉症、アレルギー

関係なのかなというように感じるところです。 

それから教育の情報化に伴いまして、ICT の様々な委託料、それから保守管理、そういっ

た部分についてなかなか業者等が偏ってしまっているのではないかというようなご質問かと

思います。確かに昨今のデジタル関係に関して、いわば業者の方、ベンダーのロックインと

かとよく言いますけれども、なかなかその特定の業者でないと、もう次の業者も入れないと

いったようなことが、国の方でも様々な面で指摘をされているということは存じております。

本町の方といたしましては、それぞれ町の方の指名審査会等にもお諮りをし、業者等の入札

を行うでありますとか、また競争等を行いまして適切な業者選定を行っているというように、

私としては認識をしているところでございます。なるべく１社との随契というような形がな

らないようにしていきたいというように思っておりますので、適切な指名の選定をしてまい

りたいというように考えるところです。 

それから、ICTの教育効果につきましては、笹原学校教育係長より説明申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 笹原学校教育係長。 

○説明員（笹原 大学校教育係長） 私の方から教育効果について申し上げます。ご質問のとお

り、教育効果は大きなものがございます。学校現場にとってはなくてはならないものでござ

います。例えば、先程からもありましたように、休校時のオンライン授業、他には令和４年

度ですとマクミンビル市とのオンライン交流を行いまして、外国の、マクミンビル市の子と

三川中学校の子が英語でやりとりをすると。わざわざ外国に行かなくてもオンラインでそう

いう交流ができるということで学んだ英語を発揮できる場となっております。あとは資料作

成ということで、タブレットを使ってその中のソフトを使いまして、本当に見栄えのいい資

料を作成して発表力の向上に繋がっております。 

他には、先生、教員の立場としては本当に視覚に訴える教材がたくさん使えるようになり

ました。例えば、国語の授業で植物の名前が出てきた場合、今までですと図鑑等で調べなけ

ればいけませんでした。それを子どもたちにインターネットで調べてごらんと言うと、その

まま写真がパッと出まして、「ああ、こういうものだね」というようにしてすごく分かりや

すいですし、あとは体育でいきますと鉄棒やマット運動を自分で撮って「ここが良かったよ

ね、ここがもう少しすればいいよね」というようにしてすぐ見て分かるというところで、と

ても大きな効果があると思っております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ８番 成田光雄委員。 

○８ 番（成田光雄委員） 先程の除雪の関係なんだけれども、企画調整課の所管するいわゆる

平成７年のものは廃止の予定だとそのようなことを言っておられましたが、今後の予定はど

うなのか、少しそれをもしお知らせ願えればと。更新するのかも含めて、その辺はどういう

体制になるのか。できれば、この修繕費というのは相当かかると思うんですけれども、これ

は答えられないときはそれでもいいんですけれども、もし分かれば単年度でどのぐらいか

かっておったのかなと少し知りたいものですから。その辺来年どうするのか。 

あと、それから、やはり先程言いましたとおり、この下に児童各種健診手数料もあります
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けれども、この絡みだと思いますけれども、耳鼻咽喉科は意外と多いんですよ。400 人中ま

ず 100人弱、そんな状況になっているのは、ただ、単にアレルギーだけの問題だけでもなさ

そうなので、その辺先生はどう考えておるのか、もし分かれば。これは結構深刻ですよ。人

数が多いんですね。目の方はもう半分ぐらいですから。もう最初から眼鏡をかければ、それ

はそれで済むとそういうことになるかと思いますけれども、我々も目が悪くなったのはせい

ぜい７０代辺りからですから。今１０代から悪くなったら大変ですよ。その対策ですね。あ

と、これはどうしようもないと言えばどうしようもないで、これでいいです。答弁。やはり

時代の流れもありますので、非常に難しいところはあります。やはりこの二つ、いわゆる視

力と耳鼻咽喉科のこの対策、もし考えていることがあれば、少しお知らせ願えればとこのよ

うに思います。これは子どもたちがかわいそうですよね。時代の流れに流されて、子どもの

健康に少し偏りが出てきたのかなと、こういうように私は見ておるんです。 

あとは先程の説明で、デジタル関係、ＤＸ関係はやはり相当の教育効果があるようですね。

それは十分分かりました。あとですね、これ課長の答弁で、いわゆる公取、公正取引委員会、

公取と言うんですけれども、それが今若干問題になっておるようであります。私も多少これ

は立場上少し分かりますけれども、やはり分からないんです。機械を預かっている会社でな

いとこれは分からないので、はっきり言えば維持管理もこの会社になるんですよね。その辺

がうまくやってもらうしかないですけれども、様々国の制度に変なことで乗らないようにし

てですね、一つその辺に十分注意されまして発注というかその辺を上手く行っていただけれ

ばと思うんですけれども。気をつけて行ってくださいというか、それしか言えないんですけ

れども。その辺もし分かれば、今の答えられればお願いしたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤企画調整課長。 

○説明員（佐藤 亮企画調整課長） 企画調整課所管の除雪車の経費の件ということでご質問

でした。まずこれまでですと、除雪車１台でいろり火の里施設の除雪を行ってきたところで

あります。ご質問があったように、平成７年のものが老朽化してきたことから、建設環境課

で使っていた除雪車を企画調整課の方に所管替えをしたものが平成１３年のものであるとい

うところであります。ですから、平成７年の除雪車を廃車した後は、１台体制で行っていき

たいというようには考えております。 

それから、除雪にかかる経費ですけれども、敷地内の除雪については、みかわ振興公社の

職員が対応しているところであり、そういった部分では人件費はかからないところでありま

すが、修繕にかかる費用についてはその年で修理の内容が違いますので、一概には言えませ

んが、相当の金額何十万という金額がかかるときもあるというようには聞いております。以

上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） まず、耳鼻咽喉科の方に受診をする子どもたちが増えていると

いう状況、それから目に関しては視力の低下が昨今の子どもたちは非常に視力の悪い子たち

が多くなっているという状況につきましては、先程説明したとおりの内容でしかお答えはで

きないところなんですけれども、特に目に関して言うならば、やはり時間、そういったスク
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リーンタイムというような言い方をしますけれども、そういったパソコンや携帯電話といっ

たスマートフォンなどの活用をなるべく時間を制限して、長時間の活用をしないように PTA

との中でもお話をさせていただいたりとか、そういった視力についての対策といったものを

学校からもそうですし、保護者の方からもご理解をいただいて、子どもにどのように啓発を

図っていくかというのは大事になってくるのかなというように思います。 

どうしてもそのデジタル化をでは止めるかというようなことは、今の状況下におきまして

はなかなか難しいという実態もありますので、そのデジタル化と共有、共有というか共存し

ながらどのように対応を図っていくか、できる限りの視力の低下策というものを、今後も模

索しながら、親御さんを通じて子どもたちに指導していければいいのかなというように思っ

ております。 

また耳鼻咽喉科について、やはり結果としてアレルギーの方で受診されているという子ど

もの数が多いということが今少し内容の中でございましたので、こちらの方は様々な面でア

レルギー対応というものについては、町の方としても敏感に捉えているところではございま

すけれども、こちらについては様々な健康面での配慮、対応策等もあるかと思いますので、

医療機関等の関係部署の方々のご意見を聞きながらですね、こちらについても、同様に啓発

を図ってまいりたいというように思います。 

それから情報関係の業者の選定にあたりましてですが、複数の業者を選定し、見積もりを

しまして、なるべく公平平等に行える、そういった機会をつくりながら業者選定をしていく

というような考えでいるところです。どうしても情報系の産業につきましては、専門的な分

野になるものですから、またできる部分も業者も限られてくるといったような状況はござい

ます。そういった中でも、なるべくそういった競争原理を働かせまして偏った指名等になら

ないような形での対応を図ってまいりたいと思っております。 

○委員長（町野昌弘委員） ３番 小林茂吉委員。 

○３ 番（小林茂吉委員） 私の方から簡単に２点を伺います。 

まず、一つ目は５７ページのいろり火の里施設費の説明欄最下段にあります公衆浴場等電

気料金高騰対策補助金につきまして。これにつきましては、事前に説明をいただいておりま

した。お聞きすることは将来的なお考えを聞くわけでありまして、昨今の燃料高騰による経

営を直撃するこうした事態の発生によりまして、みかわ振興公社の持ち株を８割有する町と

して振興公社とともに考えともに行動する、そうした水平的な関係を基本に置く指定管理者

の基本位置付けからしても、この度の 500万円の補助金計上は理解できるものであります。

つけ加えて申し上げれば、町が指定管理者への事実上の関与の扱いがどこまで可能なのか。

その責任関係やコスト、リスク分担をどう負担し合うか、今般の補助金も含め振興公社に対

する手立ては、どう見ても対処療法的に見えるわけでありまして、長期的な今後の町の関与

のあり方をお聞きしたいと思います。 

もう１点につきましては、６５ページ。これも予算の額は少額ではございますけれども、

中段にございます教科書採択協議会負担金。この協議会の設置目的をまず伺いたいというよ

うに思いますし、またその組織の構成はどうなっているのか、それから協議会の庶務はどこ
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が処理していくのか、まず伺いたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤企画調整課長。 

○説明員（佐藤 亮企画調整課長） いろり火の里施設の管理運営についてでありますけれど

も、指定管理者制度として行ってきてから結構な年数が経っております。そういった中で、

これまでみかわ振興公社への委託の部分について、指定管理料としてのお金、それから施設

を貸している、振興公社からすれば借りている賃借料の部分、このお金について何度か見直

しをしてきた経緯があり、現時点ではそれぞれ同額とし、相殺されているような状況であり

ます。 

そういった中で、新型コロナウイルスの蔓延と、それからここ最近であれば、原油高騰、

電気料高騰、物価高騰、様々な要因が重なり、確かに指定管理者としてのみかわ振興公社の

経営は非常に厳しい状況にあるということは間違いないことであります。そういった中で、

まず町としてできる範囲での支援をするということで令和５年度については原油高騰の補助

金を実施するということで、委員の皆さんに説明してきたところでありますが、今後、この

状況がどのように推移していくか、新型コロナウイルスが５類に移行するということで、い

ろり火の里全体の利用者が増え、経営がある程度安定してくれば、非常にそれは町としても

ありがたいことではあるのですが、この状況がやはり続くようでありますと、根本的に指定

管理料という部分の増額ということも考えざるを得ないのかなというようには思います。 

同じような施設といいますか、日帰り温泉、近隣の市町にもあるわけでありますが、そち

らの状況を見ますと指定管理料ということでお金を支払われている指定管理者がおりますの

で、そういったところとの均衡性といいますか状況を勘案しながら、将来的な部分は考えて

いきたいというように思っております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） 予算書６５ページにございます教科書採択協議会負担金 6,000

円を計上しているところでございます。こちらの目的につきましては、小中学校の教科書を

採択する上での協議をする場でございますが、こちらの協議会の構成につきましては、各市

町の教育委員会教育長、教育委員、教育課長また保護者代表というようになっているところ

でございます。庶務につきましてですが、こちらの方は鶴岡市教育委員会の方が田川地区の

教科書採択協議会として担っているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ３番 小林茂吉委員。 

○３ 番（小林茂吉委員） いろり火の里につきましては、今課長の方から説明をいただきまし

た。私どももみかわ振興公社の経営概況とそれから決算につきましては例年報告を受けてお

りますし、また、繰越利益剰余金も今のところマイナス計上ということであります。この純

損益の赤字が経営努力を重ねても、この常態化の傾向にあるというように、私は心配してお

るところであります。 

そうしたことから、この度の補助金を考えるときに、やはり今課長も申し上げておりまし

たが、町とみかわ振興公社で締結している基本協定書第５条の指定管理料、私は支払うよう

にすべきだというように思っております。この指定管理料は管理業務の対価として、その性
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格を有しておりますし、また管理業務が適正に執行されれば経営努力の結果、その指定管理

者に余剰が生じる。そうしてもそれはいわゆる企業努力としてやはり評価されていくべきで

ありますので、指定管理者の自主的な経営努力のインセンティブを奪ってはならないという

ように私は思っております。そうした意味からも、やはり指定管理料、それからあまりにも

客観的に見て過大に利益が生まれたということになればですね、第６条の賃借料も考えてい

くというような手順で進めるべきだというように思います。 

やはりこの公社は法人格を有する独立した権利義務主体でもありますので、地方自治体の

単なる内部機関ではありませんので、しっかりとこの補助金の対応でいくというような将来

方向ではなくしてやはり５条、６条をいま一度見直して来年度に進めていただければという

ように思います。改めて、その覚悟をお聞きしたいと思います。 

それから教科書採択協議会、これは全国的にどの都道府県にも存在しているというような

協議会でしょうか。それから県の教育委員会との関わりはあるのかどうかですね。これは教

科書を選ぶときに、教育委員会がその責任のもとで選んでいくというように思いますけれど

も、なかなかそこで教科書が選びづらいとか、その委員が意見がそれぞれ違ってなかなかま

とめられないという場合に、そうしたときに県の教育委員会が助言というような立場で出て

くるのかどうか。その辺をお聞きしたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 阿部町長。 

○説明員（阿部 誠町長） 小林委員からは、本町の指定管理者であるいろり火の里の運営で携

わっていただいているみかわ振興公社についての経営に対する町の考え方ということで、た

だいまは大変貴重なご提言というように受けとめさせていただきました。全国的にも、この

行政が第３セクター、そして現在では指定管理者という、それぞれの自治体が当時であれば、

リゾート開発とかそういった取り組みが行われてきた経緯があります。 

本町においても、やはり温泉を活用した交流、情報発信拠点としてのいろり火の里の整備

をしてまいりました。当初の第３セクターから指定管理者というように移行されたときの経

緯を申し上げますと当時の町の考え方とすれば、指定管理料と入湯税は相殺しようと、それ

は振興公社が利益を出せるというその視点での考え方というようなことでもありました。し

かしながら、今までの営業期においては、原油の高騰とか様々な状況も数多くありました。 

その段階においては、町も今回のような支援という対応をとってきたわけでありますが、

小林委員が言われるように、指定管理料、全国の自治体の中においては入湯税も受けないと

いう、このような指定管理者に対してのしっかりとした経営というものを行政が考えていか

ないと、これからの本町のみかわ振興公社の経営というのは、抜本的にいつ対応するのかと

いった場合においては、早急にこれらの対応をしなければならないと、このように考えてい

るところであります。そういった点について、議会からも理解をいただきながら来年度に向

けた本当の経営支援というものがどのようなことが必要なのかということを十分精査しなが

ら対応させていただきたいと、このように思っているところであります。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條教育課長。 

○説明員（中條一之教育課長） 教科書採択協議会におかれます教科書の選定に当たっての進
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め方とか考え方につきましてですが、こちらの詳細につきましては、鈴木教育長よりご説明

をお願いしたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木教育長。 

○説明員（鈴木孝純教育長）  教科書の採択は先程委員が申し上げられましたように、各教育委

員会の採択によるものですけれども、ただし教科書というのは数多くあって、それが中学な

んかもあれですよね、教科数も多いということで、田川地区、鶴岡市それから庄内町、三川

町、この三つが集まって教科書採択協議会を設置しております。その中心になるのが鶴岡市

です。 

１０年に一遍、教科書は新しい新課程になるわけですけれども、その三つの地区の代表の

先生を選んで、そしてそれぞれの教科書にあたってもらって、見本にですね。そして、その

講評を基にしながら、私たちも教育長も見ますし、それから一般にも展示したりしますね、

これは多分ご存知と思いますけれども、そして PTA、それから教育長、それから事務方も教

育委員も入れながら、その講評に基づいて意見を交換しながら決めると。またそれを持ち帰っ

て、では三川町の教育委員会でどうしましょうかと教育委員会を開いて、そして最後には三

川町教育委員会として決定するということになっております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 進行にご協力願います。 

○委員長（町野昌弘委員） 以上で第三審査区分の審査を終了します。 

暫時休憩します。                       （午後 ２時０２分） 

○委員長（町野昌弘委員） 再開します。               （午後 ２時２０分） 

次に、第四審査区分の審査を行います。 

第四審査区分として、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会

計、農業集落排水事業特別会計、下水道事業特別会計について審査を行います。 

質疑を許します。 

１番 小野寺正樹委員。 

○１ 番（小野寺正樹委員）  それでは私の方から１点だけ質問させていただきます。 

104 ページ、６款１項２目の疾病予防費の中で糖尿病性腎症重症化対策分析・指導業務委

託料約 500万円といった部分で上がっているようですけれども、昨年までにはない新しい項

目のようですが、これに関しましては事前に調べさせていただきました。国の国民健康保険

給付費等交付金を活用して医療費に大きな影響を与える糖尿病性腎症について、医療検診

データを分析して早期にリスク者を把握し、保健指導を実施することにより人工透析に繋が

ることを予防するための分析、保健指導の実施について業者に委託するもの。また分析結果

につきましては、来年度策定予定の次期データヘルス計画にも活用するといったような内容

が載っておりました。 

その中で、ここでいう業者に委託するといった部分で業者というのは、どういった部分の

業者を示しているのか。あとは次期データヘルス計画と載っているんですけれども、なかな

か調べ方が悪く、次期データヘルス計画といった内容が把握できなかったので、その辺につ

いての説明をお願いしたいと思います。様々私も考えたんですけれども、私も様々健康診断
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等、人間ドック等を受けているんですけれども、例えば私のようにメタボリック症候群とか、

メタボリック予備軍といった人間がそういった対象になって、そういった指導を受けていく

のか、それですと今までもそういった指導はあったように思われますが、具体的に変わる点

などありましたら、お聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木健康福祉課長。 

○説明員（鈴木武仁健康福祉課長） それではデータヘルス計画の説明については、私の方から

説明をさせていただきまして、業者の選定については齋藤健康係長よりご答弁申し上げます。

このデータヘルス計画といいますのは、町が健康、医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿っ

た保健事業の実施及び評価を行うために策定するものでございます。 

この計画は、生活習慣病対策をはじめとして、町民の自主的な健康増進及び疾病予防の取

り組みについて支援し、個々の特性を踏まえた効果的かつ効率的な保健事業を実施するとい

うことになっております。今、小野寺委員がおっしゃった、例えば、メタボとかそういった

ものに関して勧奨を行っていくというのは、今までどおり、保健事業として取り組みを行っ

ていくというところは変わりございません。これはあくまでも医療情報を使って計画を作る

というものでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤健康係長。 

○説明員（齋藤 哲健康係長） ご質問いただきました糖尿病性腎症重症化対策分析指導業務

委託に関しまして、町の方で想定している業者としましては、医療費のレセプト分析等に特

許を有している、そういった分析の業者の方を想定しているところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） １番 小野寺正樹委員。 

○１ 番（小野寺正樹委員）  少し分かったようで、分からなかったようで。すみません、後程

学習したいと思います。一番肝心な部分としまして、やはり特定検診を受けてもらうといっ

た部分が大前提にあるように思われます。その中でも、新型コロナウイルス前の平成３０年

度までには、なかなか回復できなかったといったデータももらっておりますし、まずこの中

でも、今後ともこの検査を受けない人たち、そしてそういった数字を具体的に維持また増加

するために努めていくといったような内容も拝見できますが、具体的に何か方策等を考えて

いるのであれば、お聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木健康福祉課長。 

○説明員（鈴木武仁健康福祉課長） 本町では重点課題としてがん、糖尿病を掲げ、施策を推進

してまいりました。しかし、食生活の多様化や高齢化、今お話がありました新型コロナウイ

ルス感染症拡大などで生活習慣がますます変化してきているのかなと思っております。その

ため、今後も生活習慣改善のみならず、早期発見、早期治療の視点で町民に健診受診への啓

発をより一層推進していきたいと考えております。そのため、今後もハイリスク者への積極

的な勧奨だけでなく、ポピュレーションアプローチとして、若年層や子育て世代などにも働

きかけ、生活習慣予防への健康づくり意識を高めていく必要があるのかなと認識しておりま

す。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ７番 鈴木重行委員。 
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○７ 番（鈴木重行委員） 私から２点お伺いします。９５ページの国民健康保険税、予算説明

書を拝見いたしますと、一層の収納率の向上に努めるということがありました。確認いたし

ますと、令和４年度で 98.7％と大変すばらしい収納率を誇っている上で、さらに向上に努め

るということですばらしい取り組みなのかなと思いますけれども、逆にお伺いしたいのが滞

納者といったものは何名ほどおられるのか。 

また、毎年同じような人なのかどうかという点と、医療給付費分滞納繰越分で６５万円ほ

ど歳入を見込んでおると。督促手数料も計上されている中で、こういった滞納繰越分の徴収

に関してどういった取り組みをなされていくかお伺いできればと思います。 

もう１点。104 ページの先程同僚委員からもあった質問ですが、糖尿病性腎症重症化対策

分析・指導業務委託ということで新たに取り組むという計画のようでございます。こういっ

た重症化する糖尿病といったものの発生は本町で特に増えているのかどうか。全国的に増え

ているので、こういった取り組みが持たれるのかどうか。その辺の見解をお伺いしたいと思

います。 

○委員長（町野昌弘委員） 丸山町民課長。 

○説明員（丸山誠司町民課長） 滞納者に対する対応という部分におきましては、国保税も他の

町税も同じようにまずは町民に寄り添うという形での考え方のもとで、その方の収入状況等

をご相談しながら、徴収というものに取り組んでいるというところでございます。その徴収

方法としましては、やはり納期ごとで未納になったという部分で督促状を発送しているわけ

でありますが、督促状を発送してもなお納入されない方におきましては、電話または訪問あ

るいは追加の催告状というものを出しながら、徴収率の向上に取り組んでいるものでござい

ます。 

また、滞納者の人数につきまして、今現在の人数、手元に資料を持ち合わせておりません

ので、その点は後程お知らせしたいと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木健康福祉課長。 

○説明員（鈴木武仁健康福祉課長） それでは、ご質問ありました本町の糖尿病の発生状況につ

いてということでございました。それについては、佐藤健康係長がご答弁申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤健康係長。 

○説明員（佐藤千絵健康係長） 私の方からは、糖尿病の罹患者というようなところについてご

説明いたします。糖尿病の罹患者自体については把握をしていないのですが、町の健康診断、

特定検診の結果からの数値を申し上げますと、糖異常者の割合については検診受診者の約６

割ということで、令和３年度は 60.4％の方が糖の異常者というような状況になっております。 

糖尿病につきましては、長らく罹患をしていて、十分なコントロールが図れない状態が続

いていきますと腎症ですとか、あとは網膜症、あとは末梢神経障害等の重大な合併症を引き

起こすというように言われております。こちらについて重症化予防の取り組み、先程も少し

お話にありましたが、そういったところを町の方では重点的に実施をしているところになる

んですが、腎症を発症しますと、やはり透析というようなところまで進んでしまう方がおり

まして、三川町の方でも透析の患者というのが数人いらっしゃる状況になっております。透
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析になりますと、年間の医療費が約 500万円程度お一人にかかるというようなところもあり

ますので、この度は重症化対策ということで、少し力を入れていきたいと思っております。

以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ７番 鈴木重行委員。 

○７ 番（鈴木重行委員） 国民健康保険税の高い収納率の裏には、この督促手数料といった数

字に表れない徴収努力があるといったことかと思われます。また、利便性の向上ということ

で、コンビニでの納付が可能になっておるということであります。今年度予算から、コンビ

ニ納付の収納事務手数料といったものが計上なされているようでありますけれども、この数

の見込みですね。１件あたりどのぐらい費用としてかかるのか。また、何件を見込んでこの

金額を計上しているのかお伺いできればと思います。 

ただいま答弁いただきました糖尿病の重症化対策というようなことで、重症化すると、大

病にも繋がるという重大なことに関して、あらかじめ防止策を打つというようなことであり

ます。健康診断の折にも異常が見つかった方には、丁寧な指導等も行われると思われますけ

れども、今後、さらにこういった業務で町民の健康を守っていくような取り組みをいただき

たいと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 丸山町民課長。 

○説明員（丸山誠司町民課長） コンビニ等収納取扱手数料でありますが、令和５年度における

国民健康保険税、普通徴収の見込みの単価におきましては税込み 67.1円、１件当たりですね、

という単価で見込んでいるところでございます。件数は 550件であります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ４番 佐久間千佳委員。 

○４ 番（佐久間千佳委員）  私からは２点ほどお伺いしたいと思います。国保特別会計、９６

ページにあります県支出金の中にあります保険者努力支援分ということで、補正予算以来質

問をさせていただいておりますけれども、その結果が令和５年の予算に反映されておりまし

て、820 万円ほどということで、令和４年度予算ですと 450 万円ということで、倍近く努力

支援分ということで交付されると、支援されるということでありまして、まずは健康福祉課

関連の業務に関して、その努力がこういった数字で表れたのではないかなというように思い

ます。 

町民課長の説明ですと、集計による令和４年の保険者努力支援制度の集計結果という情報

をいただきまして、本町が第３位であると全国で第３位というすばらしい結果、これを踏ま

えてこの結果というものが、果たしてどれほどすばらしいものか、まだ実感は湧きませんけ

れども、やはりこういった関係する方にこの普段の取り組み、こういった３位になったとい

うような結果もお知らせするなど、さらに意識向上に繋げられるような結果ではないかなと

いうように思いますけれども、その中で少しお聞きしたいところがありまして、まずはこの

集計結果というのが毎年同じような指標でされるものなのかどうなのか。 

説明ですと令和３年分が確か８０位、令和４年が３位ということで、それだけ向上した理

由、原因が本町で捉えられているのかどうか。指標がころころ変わるようではその原因の究

明というのは難しいと思いますけれども、その辺どのような形で分析されているのかお伺い
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したいと思いますし、国保固有の指標ということで、保険者共通の指標と別に、また指標が

あるわけですけれども、その指標の中には地域包括ケアと一体実施というところが本町はど

うしても弱いというような評価を受けております。その件に関してどのような見解をお持ち

かお伺いしたいと思いますし、先程収納率という質問がありました。収納率に関しましての

質問で、この上位の中ではやはりポイントが低いようであります。これだけ努力されても、

こんなに低いのかなと、少し納得がいかないような数字でありますけれども、他自治体では

さらなる手法で収納率を上げているのか、別の手法はあるのかどうかわかりませんが、その

辺に関しての見解をお伺いしたいというように思います。 

続きまして、農業集落排水事業特別会計であったり、あとは下水道特別会計、共通の関係

でして、公営企業法に関する質問であります。こちらは補正でも質問させていただきました

が、当初予算時点で昨年よりかなりの減額計上されておりまして、補正時での説明ですと内

容を精査した上で減額したということで、その精査された内容が当初予算に反映されていて

の最初からのこの予算規模なのかなという印象はありますけれども、令和６年の４月１日法

適用するという計画であるようなので、令和５年中の事業計画を少し説明いただければと思

います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 丸山町民課長。 

○説明員（丸山誠司町民課長） 国保特別会計における保険者努力支援の補助金に関する内容

でありますが、こちらにつきましては佐久間委員のご質問の中にありましたとおり、令和３

年度においては全国８０位、令和４年度の指標においては、全国で第３位という輝かしい評

価をいただいているところでございます。 

令和５年度の予算にはどういう内容が評価されている可能性があるかという部分におき

ましては、やはり令和４年度中の取り組みにおける評価ということになってこようかと思い

ます。令和５年度の予算書における保険者努力支援分の予算額の金額、こちらにつきまして

は、例年の保険者努力支援分の補助金にプラスしまして、保健事業費分というものがござい

ます。この保健事業費分におきまして令和５年度計画策定のための費用が発生するという部

分で、この費用に対する補助金が保険者努力支援分に上乗せなっているというものでござい

ます。ですので、まずは令和５年度におけるこれまでと同様の保険者努力支援分の補助金は

390 万円という額で計上しておるところであります。保険者努力支援分の補助金の算定とし

ましては、まずは国の予算額総額があるわけですけれども、それに全国の市町村のポイント

数を割り返しまして配分されるという考え方でありまして、まずは全国の市町村がどの程度

のポイントになるのかというものが分からないと実績としての補助金の額の算定には至らな

いというものでございます。この 390万円という金額は、令和５年度の予算のためのこの補

助金の見込み額を県よりいただいておりますけれども、その額を参考に予算計上したという

ものでございます。 

それと保険者努力支援制度の令和３年度と令和４年度、こちらは評価の指標が変わってお

ります。評価の点数も配分が変わっておりまして、例えば令和３年度におきましては 1,000

点満点での計算であります。まずは指標の大きい区分けは、保険者共通の指標６項目と国保
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固有の指標を６項目。基本的にはこちら変わってはおりませんけれども、令和４年度におい

ては 960点満点という内容でありまして、その配分についてもこの１２項目の点数配分が変

化しております。そういう中で、本町におきましては令和３年度は点数として 746点、令和

４年度は 838点ということで、単純に単年度で比較しますとプラス９２点という状況であり

ます。なお、このただいま申し上げました 838点という令和４年度の点数において一番大き

いものを構成しております保険者共通の指標というものには、特定検診、特定保健指導メタ

ボ関係、がん検診、歯科検診、発症予防、重症化予防等、健康福祉課所管の事業が多いとい

う部分で、健康保険における指導等が本町としては充実してきているというように考えてき

ておるわけでありますが、具体的内容は健康福祉課長よりお願いしたいと思います。 

あと、収納率に関してでありますけれども、本町においてはまずは県内においても現年度

分、過年度分ともに高い収納率になっているというものでありますが、この保険者努力支援

制度における点数の算定というものに関しましては令和４年度のこの評価指標を見ますと、

平成３０年度の実績と比較した収納率というものが評価の対象になっているというところで

ありまして、例えば過年度分の収納率、現年度分の収納率等を見ましてその収納率の比較で

評価されているというものでありますし、さらに令和元年度の滞納繰越分の収納率というも

のについても比較対象になっているというものでございます。ですので、この点数がイコー

ル全国と比較して収納率としてはまだまだなのかということではないというように認識して

おります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木健康福祉課長。 

○説明員（鈴木武仁健康福祉課長） 特定保健指導にどのように取り組んでいるかということ

でございましたけれども、本町の特定保健指導の利用率は令和３年報告値として 73.4％とい

うことで県内トップでございます。三川町の保健指導は伝統的に力を入れてきておりまして、

例えば電話での勧奨、それから直接面談での指導など、先程もお話しましたけれども、非常

に特別的に勧奨して保健指導に取り組み、町民の健康に留意してきたという状況でございま

す。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） 農業集落排水及び公共下水道の公営企業化についてでご

ざいます。両事業とも経営基盤の強化、それから財政マネジメントの向上等を目的、さらに

的確に取り組むために公営企業会計への移行を目指しておりまして、現在まで資産調査、そ

れからシステム等の導入を行ってきたところでございます。来年度の事業内容につきまして

は、本間建設環境課長補佐より答弁させます。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間建設環境課長補佐。 

○説明員（本間 純建設環境課長補佐）  地方公営企業法の適用に関しまして、令和５年度実施

する主立った内容をお話させていただきたいと思います。まず１点、例規関係、条例規則関

係を法的に向けた整備が必要なってきます。令和５年１２月議会を目途にその条例改正関係

は上程させていただくということで準備させていただきたいというように考えております。 

あと、予算関係でございますけれども、企業会計に移行しますと現行の予算書という形で
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はなくて、地方公営企業法に基づく予算書の内容に改める必要がございます。会計システム

につきましては、令和４年度中に導入をいたしまして、来年令和５年度、年度初めにつきま

しては、試験運用という形で様々職員の習熟をメインとして行っていきたいと思っておりま

して、１０月以降、予算編成作業に具体的にかかるという計画で考えているんですけれども、

システムだけでは当然対応しきれない部分も多々ございますので、そういった部分について

準備していく必要があるのかなというように考えています。 

あと、令和５年度の予算執行につきましては、企業会計に移行するにあたって、出納閉鎖

期間がなし。令和６年３月３１日をもって打ち切り決算という形になりますので、それに向

けて今までは特に意識してこなかった現金、資金繰りの関係ですとか、そういった資金運用

の管理というのが必要になってきますし、併せまして、令和６年４月１日以降の運転資金の

手当て、そういった部分も検討を始めなければならないのかなというように思います。加え

まして、現金及び現金の出納関係でございますけれども、会計管理者に現金の出納をお願い

する方向で今調整はしているんですけれども、金融機関、町の指定金融機関は企業会計では

使えないルールになってございますので、今度、出納取扱金融機関として新たに金融機関と

の契約行為が必要になってくるというように考えておりまして、こちらにつきましては令和

４年度中農協、現在の指定金融機関と事前打ち合わせはさせていただいておりまして、前向

きな回答を頂戴していますので、それをもって令和５年度中にさらなる契約に向けた調整を

行う予定で考えております。一端でございますけれども、以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ４番 佐久間千佳委員。 

○４ 番（佐久間千佳委員）  それでは保険者努力支援分からですけれども、少し私の勘違いが

ありまして、今年度の予算書の中には保健事業費分が計上されているということで、昨年と

変わった計上の仕方がされているのかどうか確認させていただきたいと思いますし、昨年で

すと 450万円で努力したにも関わらず 390万円で減額されているという、少し理不尽な状況

になっているのかどうか、その辺の確認をさせていただきたいと思います。予算の減額等は、

もしかしたら全国的な影響もあろうかと思いますが、結果としてはまず本町が全国３位とい

うことですばらしい活動をしているのに変わりはありませんので、そこを継続的に収納率の

関係も行っていただくということでお願いしたいと思いますけれども、先程の答弁の中で少

し漏れてしまったようですが、地域包括ケアの一体実施に関しての本町が少し伸び悩んでい

るというような得点状況がありますので、こちらに関してどのような見解をお持ちかお伺い

したいと思います。 

また、事業費が本来は増えているのであれば、その事業の充当をどのような形でするのか

ということもお聞きしたかったわけですが、昨年対比で減額にもしなっているようであれば、

ここはお聞きしませんが、増額になっているという状況であれば、事業充当をどのような形

で考えているのか、再度お伺いしたいというように思います。本町のまず、保険者共通の指

標としての指導、電話対応、面談というのは大変すばらしく丁寧なものだと思いますので、

これからも力を入れていっていただきたいというように思います。まずは先程の質問に関し

て説明をお願いしたいと思います。 
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公営企業会計に関しましては、順調に準備の方が進んでいるんだなという形で確認させて

いただきました。その中で職員に対する研修であったり、習熟を図るということであります

けれども、どの範囲まで行われるのか、少しお伺いしたいと、確認しておきたいというよう

に思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 丸山町民課長。 

○説明員（丸山誠司町民課長） 先程の答弁で少し言葉足らずだった部分があったかと思いま

す。まずは保険者努力支援分における算定につきましては、保健事業分というものについて

は令和４年度にもございました。ただ令和５年度におきましてはその分に計画作成の分が上

乗せになるというものでございます。令和５年度における保険者支援事業分の補助金の計上

で 390万円ということでご説明した内容につきましては、あくまでも当初予算の計上の部分

というものでありまして、この算定におきましてはまず一旦予算用ということで、県から通

知があった金額を参考に予算計上したというものでありまして、令和４年度の三川町の評価

された点数そのものがすべてこの金額で決定したというものではないので、当然国の予算額

や全国の評価点数を再度算定して最終的な令和５年度の補助金額になるというものでありま

す。 

それと、地域包括ケアの一体的実施への見解という内容につきましては、健康福祉課長よ

りご答弁をお願いしたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木健康福祉課長。 

○説明員（鈴木武仁健康福祉課長） 国保事業と地域包括事業の一体化の見解ということで、先

程答弁漏れということで大変申し訳ございません。この国保事業と地域包括事業の一体的な

実施というのは、全国的な課題の一つなのかなというように認識をしております。後期高齢

者７５歳以上の保健事業、介護保険の地域支援事業６５歳以上、国民健康保険７４歳までの

保健事業ということで、高齢者は一緒なんですけれども、対象者は一緒なのにも関わらず、

それぞれの保険の事業の中で事業を行っているということで、様々なもっと充実させるため

には、連携等が必要だったというように認識しております。そういったことで、来年度一体

的実施に係る基本的な方針を作成するということで、準備を来年度進めるということでいる

ところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） 公営企業への移行に関する研修でございます。令和５年度

の研修についてでありますけれども、まずは担当職員、担当職員が間違いなく仕事ができる

ようにということで、研修を図ってまいりたいと思っておるところでございます。ただ、や

はり職員全体で勉強したいということも考えられますので、こちらの方につきましては、総

務課等と調整をしながら勉強する機会も設けることができれば、その辺相談させていただき

たいということで考えているところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ３番 小林茂吉委員。 

○３ 番（小林茂吉委員） 私から介護保険特別会計 132ページから 134ページにわたる４款の

地域支援事業、全体的な見地から伺いたいというように思います。 



- 102 - 

介護保険制度の運営では、認知症ケアやそれから生活支援などについて、市町村が専門職

と連携しながら地域の実情に応じて体制を整備しているわけでありまして、市町村の創意工

夫というものが一層求められているように感じておるところであります。その中で、介護保

険財源を転用する形で、高齢者福祉に充当できる地域支援事業の有効活用が重要になるとい

うように思っております。 

そこで町が要認定率などのマクロ的なデータだけでなく、現場で頻繁に見られる事例を知

る絶好の機会である地域ケア会議は複数の個別事例を照合することで、共通の現状や課題を

発見できますし、またコミュニティの実情を知ったり、それから施策のヒントを得たりする

極めて重要な会議と認識しております。今後の地域ケア会議推進に向けた考え方を伺いたい

というように思います。 

もう一つのただいま下水道、農集排、公共下水道を含めたいわゆる官公庁会計から公営企

業会計へ移行する手順、また、今までの作業等の報告がありました。私もこれは非常に関心

を持ちましたが、公営企業会計になりますといわゆる貸借対照表、それから損益計算書、

キャッシュフロー計算書それが必ず必要な書類というようになります。これが４月１日から

３月３１日というように、一応期間が定まっておりますので、今までの会計ですと４月、５

月の出納閉鎖期間入って５月の末でないとなかなか決算統計がまとまらない、確定しないと

いうようになっていましたが、今は課長補佐の方からあったように、いわゆる出納閉鎖期間

がなくなるわけでありますので、決算確定が２ヵ月早まるというように私も認識します。 

それで、一応令和５年度は３月３１日で、決算は打ち切るというような認識でよろしいの

かどうか、それから適正な下水道使用料を算定する前提として、いわゆるすでに法適用になっ

ております水道事業の関係、これとのやはり連携について何らか問題は生じていないのか、

そこら辺を少しお聞きしたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木健康福祉課長。 

○説明員（鈴木武仁健康福祉課長） 地域ケア会議についてのご質問でした。地域ケア会議は、

包括的、継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施のための介護支援専門員、保健医療及

び福祉に関する専門職など、関係機関等により構成される会議です。二つありまして、一つ

は個別ケースを現場レベルで検討する地域ケア個別会議、もう一つが先程ご質問にありまし

た個別ケースの検討過程で抽出された地域特有の課題を皆さんで話し合って、予算だったり

実施政策に生かしていくということの地域ケア推進会議とあります。 

その地域ケア推進会議の詳細については、佐藤地域包括支援センター長補佐がご答弁申し

上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤地域包括支援センター長補佐。 

○説明員（佐藤 潮地域包括支援センター長補佐） 地域ケア推進会議は、町内の保健医療代表

者、それから介護サービス事業所、それから民生委員や保健委員、ボランティア連絡協議会、

老人クラブ連合会の代表の方、また介護保険の第１号被保険者の代表の方から地域課題につ

いてご意見をいただき、地域の必要な取り組みを明らかにして、町の施策に立案、提案して

いくという機能があります。 
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令和４年度の例を申し上げますと、今年度は認知症に関する関連の地域課題をお出ししま

した。一つ目としましては認知症とその介護者の支援の強化というところ、それから二つ目

としましては地域における認知症への理解の促進というところを地域課題として挙げたとこ

ろです。委員の意見なんですけれども、認知症についての相談窓口がまだまだ町民の方々に

浸透していないので、できるだけ相談できる機会を明確にしたらどうかという意見も出され

ました。また、訪問サービスで安否確認をしている介護サービス事業所の代表の方からは、

独居の認知症の高齢者の訪問時に不在の場合、捜索する場合が多いので、捜索する際のネッ

トワークの強化を望む声をいただいたところです。 

このような声を町の取り組みに反映するために、令和５年度につきましては、予算書 134

ページの６認知症総合支援事業の方の謝礼の方に１２万円計上してありますが、認知症の地

域支援推進員を増員しまして月１回程度の認知症と家族の人のための相談やお話を聞く機会

を定期的に設定することといたしました。また、認知症の地域支援推進員の活動強化として、

謝礼として増額したものであります。それから、新たに４の同じ 133ページから 134ページ

にかかります任意事業のところですが、こちらの方に事業費６万円弱ほど前年度より増額し

ておりますけれども、こちらは認知症の徘徊高齢者の早期発見、家族の安心に繋がる「どこ

シル伝言板」というものでして、認知症の高齢者が行方不明になったときに、インターネッ

ト上での伝言板で家族と連絡がとれる見守りの２次元コードのシールを交付するという事業

を開始しようということで、委員の声を町の施策に来年度反映させるというようなことで行

いたいと考えております。 

地域支援推進会議というのが住民と、それから関係機関との声を町の介護保険の施策に繋

げる重要な会議だとして位置付けております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤善幸建設環境課長） 公営企業会計の会計の時期になりますけれども、４月１日

から３月３１日までということで、３月３１日に打ち切りをするということでございます。

なお、詳細につきまして、本間建設環境課長補佐の方より説明を申し上げます。 

また、上水道会計との関係性でございます。三川町では、鶴岡市水道部に下水道料金、そ

れから農業集落排水の料金徴収の委託をしているところではございます。ただ、その会計の

方といたしましては、その委託の部分だけでありまして、直接的な関係はないところでござ

います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間建設環境課長補佐。 

○説明員（本間 純建設環境課長補佐）  令和５年度の打ち切り決算について、若干ご説明させ

ていただきたいと思います。先程も申し上げましたように、令和５年度の特別会計につきま

しては、３月３１日をもって打ち切り決算ということで出納閉鎖期間がございません。その

間、例年の４月、５月の現金の動きの分につきましては、令和６年の企業会計に移行する際

に特例的支出もしくは特例的収入ということで、別建ての予算の中に組み込むような形にな

ります。これは令和６年度１年限りの対応でございまして、特別会計の中で調定をしていて

もらっていないお金及び支払っていないお金、これについてはそのまま４月１日以降、４月
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１日に企業会計へそのままそっくり移行するという形になります。 

また、この際ですけれども、当然その３月３１日にならないと、どれだけの未払いがあっ

て、どれだけの未収があるかが確定しませんので、それが確定した時点で開始貸借対照表が

確定するというような形になりますので、その辺令和６年度の予算編成におきましては予定

貸借対照表なるものを作成して議会へお諮りするような形になります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ３番 小林茂吉委員。 

○３ 番（小林茂吉委員） 今担当課の方から様々説明をいただきまして、十分理解したところ

であります。介護保険、特に地域支援事業につきましては、本町を除いてはやはりこの市町

村が地域ケア会議を開催しても、なかなか地域の課題の抽出、整理、それから振り返りをな

かなか不得手としている市町村があるということは、日本の日本総合研究所が様々調査しま

してデータ的に出ているんです。本町の場合を除きますよ。いくら町が体操教室やフレイル

予防とか、そうした場の設定、それから総合事業の指針型を作ってもこれらを利用しない日

に高齢者は何をしているかというところが一番のポイントではないのかなというように私は

思うんですよね。 

そうした意味からしても、高齢者予防に繋がらないというようなことはあってはならない

というように思いますので、その点を意識しながら、これからも地域ケア会議が実行されて

いくということをご期待申し上げたいと思いますし、また、仕事の幅が非常に地域包括支援

センターは広いというように私は思っていて、また広く深いというように思っておりますの

で、今後も皆さんのパワーを大変私も期待しておりますので、お仕事にご精励をいただいて

町、町民のために一生懸命尽くしていただければありがたいなということを申し上げて質問

を終わります。 

○委員長（町野昌弘委員） 進行にご協力お願いします。 

○委員長（町野昌弘委員） 以上で、第四審査区分の審査を終了します。 

○委員長（町野昌弘委員） これをもって、令和５年度各会計予算の審査を終了しました。 

○委員長（町野昌弘委員） これから、本委員会に付託された第９号から第１４号まで以上６件

を採決します。 

この採決は１件ごとそれぞれ区分して行います。 

最初に、議第９号「令和５年度三川町一般会計予算」の件は、原案のとおり可決すべきも

のと決定することに賛成の委員の起立を求めます。 

（起立 ８ 名 不起立 ０ 名） 

○委員長（町野昌弘委員） 起立全員であります。したがって、議第９号は原案を可決すべきも

のと決定しました。 

○委員長（町野昌弘委員） 次に、議第１０号「令和５年度三川町国民健康保険特別会計予算」

の件は、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。 

（起立 ８ 名 不起立 ０ 名） 

○委員長（町野昌弘委員） 起立全員であります。したがって、議第１０号は原案を可決すべき

ものと決定しました。 
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○委員長（町野昌弘委員） 次に、議第１１号「令和５年度三川町後期高齢者医療特別会計予

算」の件は、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。 

（起立 ８ 名 不起立 ０ 名） 

○委員長（町野昌弘委員） 起立全員であります。したがって、議第１１号は原案を可決すべき

ものと決定しました。 

○委員長（町野昌弘委員） 次に、議第１２号「令和５年度三川町介護保険特別会計予算」の件

は、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。 

（起立 ８ 名 不起立 ０ 名） 

○委員長（町野昌弘委員） 起立全員であります。したがって、議第１２号は原案を可決すべき

ものと決定しました。 

○委員長（町野昌弘委員） 次に、議第１３号｢令和５年度三川町農業集落排水事業特別会計予

算｣の件は、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。 

（起立 ８ 名 不起立 ０ 名） 

○委員長（町野昌弘委員） 起立全員であります。したがって、議第１３号は原案を可決すべき

ものと決定しました。 

○委員長（町野昌弘委員） 次に、議第１４号｢令和５年度三川町下水道事業特別会計予算｣の件

は、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。 

（起立 ８ 名 不起立 ０ 名） 

○委員長（町野昌弘委員） 起立全員であります。したがって、議第１４号は原案を可決すべき

ものと決定しました。 

 

○委員長（町野昌弘委員） 以上で、本委員会に付託された事件の審査を終了いたします。 

ご協力ありがとうございました。 

これをもって、予算審査特別委員会を閉会します。 

 

（午後 ３時１６分） 
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 三川町議会委員会条例第２６条第１項の規定により、 

ここに署名する。 

 

 

 

令和５年３月１３日 

 

 

三川町予算審査特別委員会委員長 
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